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。
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き
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
出
来
事
は
、
大
正
中
葉
か
ら
昭
和
初
頭
ま
で
の
基
調
で
あ
っ
た
、
民
本
主
義
（
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）、
自
由
主
義
、
政
党
政

治
、
資
本
主
義
、
英
米
協
調
、
軍
縮
な
ど
を
推
奨
す
る
理
念
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
主
流
と

な
っ
た
右
の
よ
う
な
思
潮
は
「
現
状
維
持
派
」
と
難
じ
ら
れ
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
「
非
常
時
」
の
名
の
下
、
挙
国
一
致
、
統
制
経

済
、
ア
ジ
ア
へ
の
回
帰
、
民
族
国
家
の
歴
史
伝
統
が
強
調
さ
れ
て
い
く
。「
現
状
維
持
派
」
に
対
抗
し
、
そ
の
克
服
を
求
め
る
「
革

新
派
」
と
称
せ
ら
れ
る
勢
力
が
期
待
を
受
け
抬
頭
す
る
。
こ
の
よ
う
に
現
状
打
破
の
「
革
新
派
」
が
勢
い
を
増
し
て
い
く
も
の
の
、

戦
間
期
と
称
せ
ら
れ
る
当
該
期
は
、「
現
状
維
持
派
」
も
依
然
と
し
て
根
強
く
、
両
者
が
摩
擦
を
抱
え
な
が
ら
も
共
存
す
る
時
代
で

あ
っ
た
。

　

右
に
概
観
し
た
よ
う
に
、
昭
和
六
年
に
は
満
州
事
変
、
翌
七
年
に
は
五
・
一
五
事
件
と
、
日
本
の
内
外
に
お
い
て
時
代
を
変
え
る

出
来
事
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
我
が
国
の
論
壇
で
は
、
危
機
の
到
来
を
象
徴
す
る
「
非
常
時
」
と
い
う
文
言
が
巷
間
に
流

布
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
佐
藤
は
、
昭
和
一
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
自
著
『
散
人
偶
話
』
の
「
は
し
が
き
」
に
、「
非
常
時
と
や
の
今

日
果
し
て
こ
ん
な
閑
著
を
顧
る
人
が
あ
ら
う
か
頗
る
心
も
と
な
い
」（（21
（

と
自
嘲
の
辞
を
書
い
て
い
た
。
自
著
を
時
流
に
即
さ
ぬ
閑
著
と

形
容
し
な
が
ら
、
書
籍
出
版
に
際
し
て
時
局
を
気
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
時
局
に
沿
わ
ぬ
出
版
を
す
る
こ
と
へ

の
苦
悩
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
「
非
常
時
と
や
の
今
日
」
と
い
う
一
節
に
は
、「
非
常
時
」
と
い
う
言
葉
の
下
に
狂
奔
す

る
世
相
を
冷
や
や
か
に
見
て
、
か
か
る
時
流
と
は
一
線
を
画
そ
う
と
す
る
文
人
と
し
て
の
矜
持
を
覗
か
せ
て
い
た
。「
言
葉
」
を
大

切
に
す
る
文
人
佐
藤
ゆ
え
、
実
質
を
伴
わ
ぬ
空
虚
で
定
義
不
明
の
言
葉
が
横
行
闊
歩
す
る
言
論
空
間
を
苦
々
し
く
思
う
一
面
で
あ
っ

た
。
前
章
で
は
、「
日
本
精
神
」
と
い
う
文
言
が
、
そ
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
な
く
流
布
す
る
世
相
に
佐
藤
が
疑
念
を
抱
い
て
い

た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
同
時
期
に
思
想
言
論
界
を
席
捲
し
た
「
昭
和
維
新
」
も
、
同
様
に
佐
藤
が
問
題
視
す
る
文
言
で
あ
っ
た
。

　
「
昭
和
維
新
」
は
、
明
治
維
新
に
準
え
昭
和
改
元
当
初
一
部
に
お
い
て
登
場
し
た
も
の
の（（22
（

、
こ
の
言
葉
が
本
格
的
に
使
わ
れ
時
代
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の
脚
光
を
浴
び
流
布
す
る
の
は
、「
非
常
時
」
の
時
代
で
あ
っ
た
。
佐
藤
は
「
非
常
時
」
と
同
様
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
「
昭
和

維
新
」
と
い
う
言
葉
に
疑
念
を
呈
し
て
い
た
。
ま
ず
、
文
壇
内
で
「
昭
和
維
新
」
が
「
文
藝
復
興
」
と
と
も
に
俄
か
に
登
場
し
て
き

た
こ
と
に
つ
い
て
「『
昭
和
維
新
』
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
が
、
果
し
て
ど
う
い
ふ
現
象
を
指
し
て
ゐ
る
の
や
ら
僕
に
は
わ
か
ら
ぬ
。

そ
れ
と
同
様
、
い
や
そ
れ
以
上
に
今
日
の
所
謂
文
藝
復
興
の
機
運
と
や
ら
も
僕
に
は
理
解
し
か
ね
る
」
と
問
題
視
し
て
い
た
。（（22
（

　

既
述
の
よ
う
に
「
文
藝
復
興
」
と
い
う
言
葉
が
文
壇
内
に
俄
か
に
登
場
し
た
こ
と
を
訝
し
く
思
っ
て
い
た
佐
藤
で
あ
る
が
、「
昭

和
維
新
」
の
言
葉
は
、
こ
の
「
文
藝
復
興
」
と
連
動
す
る
か
の
よ
う
に
登
場
し
て
い
る
と
観
察
し
同
様
に
意
味
不
明
と
難
じ
て
い
る
。

こ
の
指
摘
は
、
昭
和
九
年
一
月
公
刊
の
雑
誌
に
寄
稿
し
た
論
考
の
中
に
見
え
る
が
、
そ
の
翌
年
に
は
、
既
述
の
よ
う
に
美
濃
部
達
吉

の
天
皇
機
関
説
事
件
を
契
機
と
し
た
国
体
明
徴
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
立
憲
政
治
を
支
え
た
憲
法
学
説
へ
の
攻
撃
が
行
わ
れ
、

現
状
打
破
の
「
革
新
」
機
運
は
抑
制
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
促
進
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
の
昭
和
一
一
年
に
二
・
二
六
事
件
が
勃
発

す
る
。「
昭
和
維
新
」
は
、
こ
の
事
件
を
起
こ
し
た
軍
部
の
青
年
将
校
達
が
理
念
と
し
て
掲
げ
た
た
め
、
事
件
以
降
は
さ
ら
に
喧
伝

さ
れ
世
に
拡
散
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
流
布
し
た
文
言
を
め
ぐ
り
、
佐
藤
は
二
・
二
六
事
件
か
ら
四
か
月
後
に
「
昭
和
維
新
と
は
？
」
と
題
す
る
一
文
を
書

い
て
い
る
。（（22
（

　

昭
和
維
新
と
い
ふ
語
が
あ
る
。
わ
れ
ひ
と
と
も
に
こ
れ
を
口
に
す
る
流
行
語
で
あ
る
。
未
だ
成
ら
ぬ
業
を
指
す
も
の
だ
け
に
果
し
て
ど
ん

な
内
容
を
持
つ
か
は
恐
ら
く
こ
れ
を
明
確
に
指
示
し
得
る
豫
言
者
も
あ
る
ま
い
。
た
ゞ
ど
ん
な
豫
想
を
抱
き
な
が
ら
言
は
れ
て
ゐ
る
か
位
の

見
當
ぐ
ら
ゐ
は
あ
つ
て
然
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
然
る
に
僕
、
迂
愚
に
し
て
ま
だ
こ
れ
を
明
か
に
し
得
な
い
。
僕
だ
け
か
と
思
つ
た
ら
案
外
さ

う
ば
か
り
で
も
な
い
ら
し
い
の
に
、
僕
の
寡
聞
は
こ
の
語
に
對
し
て
何
等
の
解
釋
を
與
へ
よ
う
と
し
た
人
の
あ
る
を
聞
か
な
い
。
何
人
が
何

時
こ
の
語
を
用
ゐ
は
じ
め
た
か
さ
へ
も
不
明
で
あ
る
。
そ
ん
な
事
に
は
一
向
お
構
ひ
も
な
く
、
語
は
益
々
盛
ん
に
行
は
れ
て
い
つ
て
、
そ
の
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指
示
す
る
内
容
が
解
ら
な
い
な
が
ら
に
時
代
の
合
言
葉
と
し
て
立
派
に
通
用
し
て
ゐ
る
。（

（22
（

　

登
場
時
期
や
意
味
定
か
で
な
い
「
昭
和
維
新
」
と
い
う
言
葉
が
、
時
代
の
合
言
葉
の
よ
う
に
流
布
し
て
い
る
こ
と
に
呆
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
意
味
を
問
う
者
な
く
、
確
認
の
た
め
の
質
問
自
体
、
気
恥
ず
か
し
さ
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
風
潮
を
次
の
よ
う
に
衝
く
。

　

こ
の
語
の
意
義
を
問
へ
ば
却
つ
て
人
の
物
笑
ひ
に
な
り
さ
う
な
氣
恥
し
さ
を
感
ず
る
程
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
一
語
は
内
容
が
不
明
瞭
な

だ
け
に
人
そ
れ
〴
〵
が
、
そ
れ
〴
〵
の
希
望
を
寄
託
す
る
に
便
利
で
重
寳
で
魅
力
が
多
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
時
代
の
希
望
と
し
て
こ
の
う

す
ぼ
ん
や
り
し
た
微
光
を
認
め
て
わ
れ
ひ
と
と
も
に
現
代
の
不
安
重
壓

0

0

0

0

0

0

0

な
ど
の
一
切
を
認
め
て
ゐ
る
呪
文
0

0

の
や
う
な
價
値
の
あ
る
も
の
ら
し

い
。
意
識
を
誇
る
現
代
人
が
呪
文
に
よ
つ
て
希
望
を
繫
い
で
ゐ
る
と
い
ふ
事
實
も
そ
れ
自
身
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
ら
う
（
傍
点
筆
者
）（

（22
（

。

　
「
昭
和
維
新
」
と
い
う
言
葉
が
流
行
し
た
理
由
を
、
内
容
不
明
瞭
ゆ
え
各
人
が
希
望
を
託
す
に
便
利
で
重
宝
す
る
魅
力
多
き
言
葉

に
な
っ
て
い
る
た
め
と
喝
破
す
る
。
意
識
の
高
さ
を
誇
る
現
代
人
が
易
々
と
し
て
「
呪
文
」
に
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
呆
れ
て
い
る
。

時
流
に
飲
み
込
ま
れ
ぬ
佐
藤
の
卓
越
し
た
時
代
観
察
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、「
昭
和
維
新
」
と
い
う
言
葉
の
流
布
の
背
景
に
あ
る
「
現
代
の
不
安
重
圧
」
を
佐
藤
は
指
摘
し
て
い
る
。
二
・
二
六
事

件
に
際
し
て
は
、
東
京
に
戒
厳
令
が
敷
か
れ
た
こ
と
も
あ
り
同
時
期
の
言
論
空
間
は
閉
塞
感
に
満
ち
て
い
た
。（（22
（

佐
藤
は
、「
昭
和
維

新
」
は
統
制
強
化
と
連
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
次
の
よ
う
な
懸
念
も
提
示
し
て
い
る
。

　

一
方
世
上
百
般
の
情
勢
が
混
沌
の
極
に
達
し
て
帰
趨
を
知
ら
ぬ
の
に
對
し
て
は
事
毎
に
統
制
の
語
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
等
の
統
制
が

す
べ
て
遂
行
さ
れ
た
ら
所
謂
昭
和
維
新
が
完
成
さ
れ
る
の
で
も
あ
ら
う
か
。
否
か
。
し
か
も
そ
の
統
制
も
何
に
よ
つ
て
す
る
も
の
や
ら
も
判
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ら
ぬ
。
全
く
何
が
何
や
ら
判
ら
な
い
と
申
す
の
が
現
代
の
實
相
の
や
う
に
見
え
る
。（

（22
（

　

前
述
し
た
よ
う
に
文
壇
が
統
制
に
神
経
を
尖
ら
せ
る
時
代
の
渦
中
、
本
格
小
説
を
目
指
す
が
ゆ
え
、
そ
の
不
自
由
さ
や
窮
屈
さ
に

敏
感
に
な
り
嘆
息
す
る
佐
藤
で
あ
っ
た
。「
非
常
時
」
や
「
昭
和
維
新
」
の
呪
文
は
、
文
壇
を
始
め
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
「
統
制
」
強

化
の
予
兆
で
は
な
い
か
と
の
不
安
を
吐
露
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
定
義
不
明
で
佐
藤
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
便
利
で
重
宝
な
呪
文
「
昭
和
維
新
」
が
世
に
木
霊
す
る
こ
と
を
難
じ
る
見

解
は
、
佐
藤
の
論
考
「
昭
和
維
新
と
は
？
」
が
掲
載
さ
れ
る
直
前
の
昭
和
一
一
年
五
月
七
日
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
立
憲
民
政
党
代

議
士
斎
藤
隆
夫
が
行
っ
た
演
説
の
中
に
も
確
認
で
き
る
。「
粛
軍
演
説
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
斎
藤
の
演
説
は
、
二
・
二
六
事

件
後
の
戒
厳
令
の
影
響
が
あ
る
中
、
不
祥
事
を
起
こ
し
た
軍
部
の
責
任
に
切
り
込
む
内
容
で
あ
っ
た
だ
け
に
注
目
さ
れ
た
。（（22
（

斎
藤
は
、

二
・
二
六
事
件
後
、
革
新
論
や
国
家
改
造
論
が
横
行
闊
歩
し
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
文
言
「
昭
和
維
新
」
が
意
味
内
容
を
吟
味
す
る
こ

と
な
く
流
布
し
て
い
る
状
況
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

　

近
頃
の
日
本
は
革
新
論
及
び
革
新
運
動
の
流
行
時
代
で
あ
り
ま
す
。
革
新
を
唱
へ
な
い
者
は
経
世
家
で
は
な
い
、
思
想
家
で
は
な
い
、
愛

国
者
で
も
な
け
れ
ば
憂
国
者
で
も
な
い
よ
う
に
思
は
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
然
ら
ば
進
ん
で
何
を
革
新
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
か
、

ど
う
云
ふ
革
新
を
行
は
ん
と
す
る
の
で
あ
る
か
と
云
へ
ば
、
殆
ど
茫
漠
と
し
て
捕
捉
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。（
中
略
）
昭
和
維
新

0

0

0

0

な
ど
と

云
ふ
こ
と
を
唱
へ
る
が
、
如
何
に
し
て
維
新
の
大
業
を
果
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
か
、
国
家
改
造
を
唱
へ
て
国
家
改
造
の
何
た
る
を
知
ら
な

い
、
昭
和
維
新
を
唱
へ
て
、
昭
和
維
新
の
何
た
る
か
を
解
し
な
い
、
畢
竟
す
る
に
生
存
競
争
の
落
伍
者
、
政
界
の
失
意
者
乃
至
一
知
半
解
の

学
者
等
の
唱
へ
る
所
の
改
造
論
に
耳
を
傾
け
る
何
も
の
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
（
括
弧
、
傍
点
筆
者
）。（

（22
（
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齋
藤
に
よ
れ
ば
「
昭
和
維
新
」
を
唱
え
な
い
者
は
、
経
世
家
、
思
想
家
、
愛
国
者
、
憂
国
者
、
い
ず
れ
で
も
な
い
と
論
難
さ
れ
る

世
相
が
現
出
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
革
新
論
が
掲
げ
る
改
革
内
容
は
「
茫
漠
と
し
て
捕
捉
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
難
じ
、
佐

藤
同
様
に
「
昭
和
維
新
」
と
い
う
言
葉
が
空
虚
で
あ
る
こ
と
を
衝
い
て
い
た
。
佐
藤
が
、
こ
の
斎
藤
の
「
粛
軍
演
説
」
を
参
考
に
し

た
か
定
か
で
は
な
い
が
、
世
間
に
木
霊
し
高
唱
さ
れ
る
「
昭
和
維
新
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
斎
藤
の
「
粛
軍
演
説
」
と
同
趣
旨

の
疑
念
を
呈
し
批
判
し
て
い
た
。

　

こ
の
「
昭
和
維
新
と
は
？
」
と
題
す
る
一
文
が
発
表
さ
れ
た
翌
月
の
昭
和
一
一
年
七
月
、
佐
藤
は
新
聞
紙
上
に
「
地
の
鹽
―
現
代

作
家
の
社
會
的
關
心
―
」
と
題
す
る
興
味
深
い
論
考
も
寄
稿
し
て
い
る
。（（22
（

該
評
論
の
中
で
、
佐
藤
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
地
の
鹽
」
を

援
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
人
が
人
間
の
内
面
に
の
み
止
ま
ら
ず
、
社
会
批
評
や
文
明
批
評
を
伴
う
創
作
を
志
向
す
べ
き
こ
と
を
説

い
て
い
た
。
聖
書
の
中
に
出
て
く
る
「
地
の
鹽
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
人
間
の
内
面
に
働
き
か
け
る
だ
け
で
な
く
、
外
界
の
社
会
に

も
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く
こ
と
の
必
要
を
説
く
言
葉
で
あ
る
。
佐
藤
は
、
こ
の
言
葉
を
敢
え
て
持
ち
出
し
「
現
代
の
我
が
國
の
文

學
者
に
社
會
的
關
心
が
缺
如
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
實
は
屡
々
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
何
人
に
も
目
に
つ
く
事
實
で
、

さ
う
し
て
わ
れ
等
も
残
念
な
が
ら
こ
れ
は
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
ら
し
い
」
と
書
き
出
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
「『
地
の
鹽
』

た
る
こ
と
が
文
学
者
の
天
職
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
が
国
の
作
家
達
は
、
遂
に
文
学
者
と
い
ふ
資
格
に
は
殆
ど
欠
け
単
に
文
を
作
る

職
人
に
過
ぎ
ぬ
か
の
観
が
あ
る
の
は
嘆
か
は
し
い
特
殊
現
象
で
あ
る
。」
と
ま
で
極
言
し
嘆
息
す
る
。（（23
（

既
述
の
よ
う
に
作
家
が
個
人

の
内
面
に
終
始
し
が
ち
な
「
心
境
小
説
」
に
止
ま
る
こ
と
を
難
じ
て
い
た
佐
藤
で
あ
る
が
、
こ
の
「
地
の
鹽
」
を
援
用
し
て
、
我
が

国
の
作
家
が
社
会
に
、
よ
り
積
極
的
関
心
を
持
ち
関
与
す
る
必
要
を
力
説
し
て
い
た
。

　

佐
藤
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
も
説
く
。
欧
州
諸
国
で
は
、
文
学
者
と
言
え
ば
社
会
的
関
心
に
燃
え
て
文
明
批
評
を
天
職
と
し
て
い

る
者
、
聖
書
に
あ
る
所
謂
「
地
の
鹽
」
を
思
わ
せ
る
作
品
が
書
か
れ
て
い
る
。
欧
州
だ
け
で
な
く
、
中
華
民
國
に
も
魯
迅
や
周
作
人

が
い
た
。
日
本
に
も
、
本
居
宣
長
、
荻
生
徂
徠
、
新
井
白
石
、
頼
山
陽
ら
に
、
今
日
の
我
等
同
輩
よ
り
現
代
欧
州
の
文
学
者
な
ど
と
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一
脈
相
通
ず
る
気
風
、「
地
の
鹽
」
に
通
じ
る
風
格
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
不
思
議
で
あ
る
と
説
く
。
彼
等
の
気
風
は
ど
こ
か

ら
来
て
、
い
つ
ど
こ
で
消
え
て
現
代
に
及
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
と
自
問
自
答
も
す
る
。（（23
（

　

佐
藤
に
よ
れ
ば
、
新
井
白
石
に
典
型
的
に
見
る
よ
う
に
、
日
本
の
文
人
は
支
那
の
文
人
態
度
に
学
ん
で
い
る
。
支
那
の
文
学
者
の

態
度
と
は
、「
文
章
経
国
業
」
の
抱
負
を
抱
き
一
朝
志
を
得
て
廟
堂
に
立
て
ば
君
国
に
奉
仕
す
る
、
失
意
の
場
合
は
山
に
隠
遁
し
風

月
を
友
と
し
て
一
介
の
幽
人
と
な
る
。
こ
う
し
た
「
文
章
経
国
業
」
は
支
那
か
ら
我
が
国
に
も
移
入
さ
れ
た
が
、
我
が
国
の
場
合
、

そ
れ
が
「
国
家
」
的
観
念
に
終
始
し
た
。
廟
堂
に
立
つ
機
会
の
な
い
我
が
国
の
多
く
の
文
学
者
も
、
憂
国
、
慨
世
と
名
付
け
ら
れ
る

志
は
常
に
蔵
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
経
国
の
業
の
自
覚
に
原
づ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
文
人
の
関
心
が
「
社
会
」

で
な
く
「
国
家
」
に
局
限
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
佐
藤
は
問
題
視
す
る
。
佐
藤
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
日
本
は
、
社
会
的
観
念
よ
り
国

家
的
観
念
の
中
に
生
き
た
民
族
で
あ
り
、
社
会
的
観
念
が
必
要
な
時
で
さ
え
国
家
的
観
念
に
局
限
、
あ
る
い
は
国
家
的
観
念
と
同
義

と
説
明
さ
れ
る
家
族
的
観
念
を
聊
か
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
間
に
合
わ
せ
て
き
た
。（（23
（

「
国
家
的
関
心
」
と
「
社
会
的
関
心
」
は
、
法

律
と
道
徳
の
よ
う
に
密
接
の
関
係
が
あ
る
と
し
て
も
同
一
の
観
念
で
は
な
い
と
佐
藤
は
釘
を
刺
し
て
い
た
。（（23
（

　

こ
の
論
考
は
、
国
内
で
は
、
五
・
一
五
事
件
に
続
く
二
・
二
六
事
件
が
起
こ
っ
た
直
後
、
対
外
的
に
は
昭
和
六
年
の
満
州
事
変
が

勃
発
し
、
続
く
日
中
戦
争
勃
発
前
年
の
昭
和
一
一
年
の
主
要
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。「
非
常
時
」
の
掛
け
声
が
叫
ば
れ
て
い
る

渦
中
ゆ
え
、「
国
家
」
を
意
識
し
た
作
品
の
創
作
を
目
指
す
こ
と
が
力
説
さ
れ
て
も
よ
い
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
し
佐
藤
は
、
敢
え

て
「
国
家
」
を
越
え
た
「
社
会
」
へ
の
関
心
を
重
視
し
、
そ
れ
を
持
つ
こ
と
が
文
学
者
の
天
職
と
主
張
す
る
。

　

こ
う
し
て
支
那
に
お
い
て
は
「
国
家
」
的
観
念
よ
り
「
社
会
」
的
観
念
の
方
が
発
達
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
日
本

に
移
入
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
後
者
は
明
治
以
降
の
舶
来
思
想
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
佐
藤
は
観
察
し
、
さ
ら
に

「
社
会
」
と
い
う
観
念
が
一
般
化
さ
れ
た
の
は
比
較
的
最
近
で
「
明
治
三
十
年
代
の
社
会
主
義
者
の
群
れ
に
よ
る
だ
ろ
う
」
と
書
く
。（（23
（

こ
こ
に
は
、
従
前
の
国
家
観
念
に
代
わ
り
新
た
な
に
社
会
観
念
を
植
え
付
け
た
社
会
主
義
文
学
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
プ
ロ
レ
タ
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リ
ア
文
学
の
意
義
を
認
め
る
佐
藤
の
立
場（（23
（

が
示
さ
れ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
「
国
家
」
を
越
え
「
社
会
」
に
即
し
て
思
考
し
表
現
す
る
文
学
は
、
比
較
的
最
近
に
な
り
登
場
し
た
が
、

「
不
断
に
発
言
権
を
剝
奪
さ
れ
て
き
た
」
と
も
嘆
い
て
も
い
る
。（（23
（

明
治
の
幸
徳
秋
水
事
件
、
昭
和
期
に
入
っ
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
へ
の
抑
圧
を
念
頭
に
、
従
前
同
様
に
婉
曲
的
表
現
な
が
ら
も
憤
懣
の
情
を
垣
間
見
せ
て
い
る
。（（23
（

我
等
は
、
社
会
的
観
念
に
支
え
ら

れ
て
思
考
す
る
習
慣
を
元
来
持
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
を
修
練
す
る
機
会
さ
え
奪
わ
れ
て
い
る
。
偶
々
、
社
会
的
観
念
に
基

づ
き
思
考
し
表
現
す
る
者
が
出
て
き
て
も
、
商
店
は
営
業
上
の
損
失
を
恐
れ
て
歓
迎
し
な
い
。
こ
う
し
た
作
品
は
、
出
版
社
が
発
禁

の
損
失
を
恐
れ
、
出
版
を
引
き
受
け
な
い
こ
と
を
示
唆
し
た
上
で
、
商
売
古
来
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
社
会
的
観
念
の
種
は
、
神

州
の
国
土
で
た
と
え
発
芽
し
て
も
成
育
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
成
育
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
か
と
自
問
し
て
い
た
。（（23
（

　

こ
こ
で
は
、
文
学
者
と
い
え
ど
も
「
危
機
」
を
認
識
し
、「
国
家
」
を
越
え
た
「
社
会
」
に
旺
盛
な
関
心
を
寄
せ
指
針
と
な
る
存

在
に
な
る
べ
き
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
文
壇
が
緇
徒
の
手
に
あ
っ
た
時
代
は
民
衆
教
化
や
文
明
向
上
へ
の
関
心
が
数
多
あ
っ

た
が
、
我
が
国
に
支
那
の
文
化
が
移
入
さ
れ
る
と
、
僧
侶
ら
し
い
民
衆
教
化
文
学
は
変
じ
、
文
人
の
態
度
に
も
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
、

そ
の
担
い
手
が
い
な
く
な
り
近
代
に
至
っ
た
と
見
て
い
る
。（（23
（

　

こ
の
よ
う
に
説
い
て
き
た
佐
藤
は
、
該
論
考
を
締
め
る
に
際
し
、
永
井
荷
風
に
言
及
す
る
。
別
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、

佐
藤
が
青
年
期
に
私
淑
し
て
い
た
永
井
は
、
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
文
人
と
幸
徳
秋
水
事
件
の
自
ら
を
対
照
し
自
己

卑
下
し
社
会
問
題
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
佐
藤
は
、「
非
常
時
」
が
叫
ば
れ
る
昭
和
の
時

代
に
な
り
、
永
井
の
か
か
る
足
跡
を
改
め
て
想
起
し
て
い
る
。
別
稿
に
お
い
て
既
に
紹
介
し
て
い
る
が（（24
（

「
地
の
鹽
」
に
見
え
る
次
の

一
節
を
改
め
て
再
録
し
て
お
き
た
い
。

　

今
更
で
な
く
と
も
古
来
、
文
學
者
を
文
弱
と
か
た
づ
け
て
人
間
の
屑
と
し
て
冷
遇
す
る
に
慣
れ
た
間
に
あ
つ
て
文
學
者
も
廟
堂
に
立
つ
や
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う
な
夢
想
の
根
は
斷
つ
て
、
柄
相
應
に
失
意
の
ポ
ー
ズ
の
な
か
に
安
住
し
こ
の
蝸
牛
の
安
住
が
更
に
新
し
い
虐
待
の
種
と
な
る
と
す
れ
ば
、

何
れ
が
因
、
何
れ
が
果
と
も
判
明
し
か
ね
る
。
さ
う
し
て
國
家
と
家
庭
と
の
保
護
奨
励
に
待
つ
こ
と
な
し
に
市
井
に
、
蛆
の
如
く
發
生
し
た

戯
作
者
の
忍
従
と
、
遊
戯
三
昧
の
態
度
も
亦
我
等
現
代
作
家
の
一
典
型
に
な
ら
ん
と
し
つ
つ
あ
る
の
は
、『
地
獄
の
花
』
以
來
、
最
も
社
会

的
關
心
に
富
み
、
文
明
批
評
の
何
者
な
る
か
を
知
つ
て
ゐ
た
一
代
の
作
者
が
明
治
末
の
或
る
年
大
久
保
監
獄
に
出
入
す
る
或
る
囚
人
馬
車
を

見
て
以
來
、
日
本
の
文
人
は
所
詮
ド
レ
フ
イ
ユ
ウ
ス
事
件
に
お
け
る
ゾ
ラ
の
如
く
で
あ
り
得
な
い
の
を
痛
感
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
ふ
悲
痛

な
一
例
に
よ
つ
て
窺
知
し
得
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。（

（24
（

　
「
最
も
社
会
的
關
心
に
富
み
、
文
明
批
評
の
何
者
な
る
か
を
知
つ
て
ゐ
た
一
代
の
作
者
」
と
は
永
井
荷
風
で
あ
る
。
し
か
し
、
幸

徳
事
件
に
際
し
て
声
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
卑
下
し
、
以
後
、
社
会
問
題
を
扱
う
こ
と
を
避
け
「
蛆
の
如
く
發
生

し
た
戯
作
者
の
忍
従
と
、
遊
戯
三
昧
の
態
度
」
に
甘
ん
じ
て
い
る
「
我
等
現
代
作
家
の
一
典
型
」
に
な
っ
た
と
、
名
指
し
は
避
け
な

が
ら
も
永
井
を
評
し
て
い
た
。

　

以
上
、「
地
の
鹽
」
の
中
で
佐
藤
は
、
文
人
が
「
国
家
」
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
国
家
を
超
え
た
「
社
会
」
へ
の
関
与
の
必
要
を

説
い
た
が
、
近
代
以
降
の
日
本
の
中
で
そ
れ
を
体
現
し
て
い
た
思
想
と
し
て
社
会
主
義
を
評
価
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
は
な
く
、
そ

の
意
義
に
言
及
し
て
い
た
。「
地
の
鹽
」
の
中
で
、
文
壇
も
政
治
や
社
会
問
題
か
ら
距
離
を
置
か
ず
関
与
す
る
必
要
を
唱
え
る
佐
藤

で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
接
近
の
先
に
は
、「
民
族
」
や
「
国
家
」
を
越
え
た
「
社
会
」、「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
を
越
え
た
「
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
」
を
重
視
す
る
志
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
満
州
事
変
以
降
、「
非
常
時
」「
昭
和
維
新
」「
日
本
精
神
」
が
高

唱
さ
れ
る
中
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
訝
し
く
思
い
、
戦
時
体
制
強
化
へ
と
向
か
う
時
流
へ
の
即
応
と
は
異
な
り
、
反
時
代
的
側
面
を
有

し
て
い
た
と
さ
え
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
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第
7
章　

欧
羅
巴
の
文
人
に
見
る
「
地
の
鹽
」
の
模
範

第
1
節　

危
殆
に
瀕
す
る
欧
羅
巴
精
神

　

永
井
を
反
面
教
師
に
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
地
の
鹽
」
を
援
用
し
な
が
ら
文
人
に
「
国
家
」
を
超
え
、「
社
会
」
に
関
与
し
た
作

品
を
創
作
す
る
必
要
を
説
い
た
佐
藤
で
あ
る
が
、
該
論
考
の
冒
頭
、
そ
れ
は
外
国
の
例
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
り
、
参
考
に
な
る
好

著
が
あ
る
と
し
て
近
刊
の
翻
訳
書
『
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
精
神
の
将
来
』
を
紹
介
す
る
。
同
書
を
読
め
ば
、「
出
席
者
の
文
学
者
が
い
か
に

旺
盛
な
社
会
的
関
心
に
生
き
て
い
る
か
」
が
わ
か
る
、「
欧
州
諸
国
で
は
今
に
は
じ
ま
ら
ぬ
事
な
が
ら
文
学
者
と
い
へ
ば
、
社
会
的

関
心
に
燃
え
て
文
明
批
評
を
天
職
と
し
て
ゐ
る
者
、
聖
書
に
所
謂
『
地
の
鹽
』
で
あ
る
の
を
思
は
せ
た
」（（24
（

と
、
日
本
の
文
士
が
見
習

う
べ
き
参
考
例
と
し
て
推
奨
し
て
い
た
。
社
会
批
評
や
文
明
批
評
を
伴
う
本
格
小
説
を
模
索
す
る
同
時
代
の
佐
藤
は
、
本
書
の
中
に

欧
州
に
お
い
て
同
様
の
志
向
を
有
す
る
文
人
の
模
範
例
を
見
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

文
藝
懇
話
会
の
機
関
誌
に
も
該
翻
訳
書
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
宣
伝
文
が
躍
っ
て
い
る
。「
危
機
の

成
熟
は
、
フ
ラ
ン
ス
智
識
階
級
の
間
に
空
前
の
動
揺
を
喚
び
起
し
た
。
文
化
の
擁
護
を
旗
印
に
ロ
ラ
ン
、
ヂ
イ
ド
、
マ
ル
ロ
オ
、
フ

ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
等
が
轡
を
並
べ
て
立
ち
向
へ
る
姿
は
今
や
國
際
的
な
的
と
な
っ
て
ゐ
る
」
と
書
い
た
上
で
、
本
書
に
登
場
す
る
「
ヴ

ア
レ
リ
イ（（24
（

や
バ
ン
ダ（（24
（

や
ジ
ュ
ル
・
ロ
マ
ン（（24
（

は
、
危
機
の
問
題
に
就
て
如
何
に
考
へ
、
如
何
に
爲
し
つ
ゝ
あ
る
か
？
」
と
訴
え
、
こ
の

疑
問
に
答
え
る
も
の
こ
そ
『
精
神
の
将
來
』
の
一
冊
と
紹
介
す
る
。「
現
在
の
状
態
に
在
つ
て
最
善
の
方
法
は
、
若
干
の
選
ば
れ
た

る
士
に
、
精
神
の
将
來
に
關
す
る
各
自
の
所
見
を
比
較
對
質
す
る
に
在
る
」（（24
（

と
も
謳
っ
て
い
た
。

　

こ
の
翻
訳
書
は
表
紙
に“L’avenir de L’esprit E

uropéen”

と
書
か
れ（（24
（

、
中
表
紙
に
「
佐
藤
正
彦
譯
『
精
神
の
将
来
―
欧
羅
巴

精
神
の
将
来
―
』
千
九
百
三
十
六
年
、
芝
書
店
版
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、『
精
神
の
将
来
（
欧
州
の
精
神
）』
と
略
す
）。（（24
（

同
書
は
、

一
九
三
三
年
一
〇
月
一
六
日
よ
り
一
八
日
ま
で
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
知
的
協
力
国
際
協
会
の
会
議
録（（24
（

の
翻
訳
公
刊
で
あ
っ
た
（
以
下
、
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会
議
と
略
す
）。
会
議
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、

イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
イ
ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
欧
州
各
国
代
表
が
参
集
し
て
い
た
。
佐
藤
は
、
会
議
の
議
長
を
務
め

た
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
を
堀
口
大
学
譯
で
読
み
高
く
評
価
し
て
い
た
だ
け
に（（25
（

、
本
書
へ
の
興
味
は
一
層
搔
き
立
て
ら
れ
た
で

あ
ろ
う
。
会
議
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
で
、
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
詩
人
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
議
長
を
務
め
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
た

欧
州
各
国
の
文
人
や
政
治
家
が
参
集
し
開
催
さ
れ
た
。
佐
藤
が
私
淑
し
た
前
出
の
永
井
荷
風
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
フ
ラ
ン
ス
文

学
を
身
に
着
け
帰
国
後
、
文
壇
で
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
永
井
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
で
起
き
た
ド
レ
フ
ュ

ス
事
件
に
際
し
自
然
主
義
文
学
者
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
が
抗
議
の
声
を
上
げ
た
の
と
は
対
照
的
に
、
幸
徳
事
件
に
際
し
抗
議
の
声
を
上

げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
自
ら
を
卑
下
し
創
作
姿
勢
を
転
換
し
た
。
こ
う
し
た
永
井
の
変
節
は
、
佐
藤
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を

与
え
る
こ
と
に
な
る（（25
（

。
こ
れ
ら
の
足
跡
に
鑑
み
て
も
、
佐
藤
の
フ
ラ
ン
ス
文
壇
へ
の
憧
憬
の
念
は
高
か
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

佐
藤
が
推
薦
の
辞
の
中
で
書
い
て
い
た
よ
う
に
、
会
議
に
参
加
し
た
フ
ラ
ン
ス
を
始
め
と
し
た
欧
州
の
文
人
が
現
実
の
社
会
に
ど
の

よ
う
に
向
き
合
い
、
い
か
な
る
議
論
を
展
開
し
て
い
た
か
、
そ
れ
は
同
時
代
の
佐
藤
自
ら
の
創
作
姿
勢
の
関
心
事
で
も
あ
っ
た
が
ゆ

え
、
彼
の
興
味
と
関
心
を
搔
き
立
て
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

同
時
代
の
欧
州
で
は
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
イ
タ
リ
ア
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
ド
イ
ツ
と
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
ナ
チ
ズ
ム
が
躍
進
を
見
せ
、

会
議
が
開
催
さ
れ
た
一
九
三
三
年
の
初
頭
に
は
、
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ス
が
政
権
を
獲
得
し
て
い
る
。
会
議
の
翻
訳
で
あ
る
同
書
は
一
九

三
六
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
先
立
ち
我
が
国
で
は
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
に
満
州
事
変
が
、
一
九
三
二
（
昭

和
七
）
年
に
五
・
一
五
事
件
が
、
一
九
三
六
年
（
昭
和
一
一
）
年
に
二
・
二
六
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
・
二
六

事
件
勃
発
か
ら
数
か
月
を
経
な
い
中
で
公
刊
さ
れ
た
の
が
該
翻
訳
書
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
会
議
前
後
か
ら
日
本
で
の
議
事
録
翻
訳
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
欧
州
や
日
本
で
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
後
に
構
築
さ
れ
た
秩
序
を
揺
さ
ぶ
る
種
々
の
出
来
事
が
起
こ
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
、
文
人
佐
藤
に
と
り
該
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翻
訳
書
は
「
地
の
鹽
」
の
参
考
例
、
模
範
例
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
本
書
を
佐
藤
が
、
ど
の
よ
う
に
読
み
込
み
、
ど
の
よ
う
な
触
発

を
受
け
た
か
、
そ
の
詳
細
は
資
料
の
制
約
か
ら
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
前
出
の
評
論
の
中
で
、
訳
者
が
労
を
惜
し
ん
だ

か
、
わ
れ
等
が
無
学
な
た
め
か
、
列
席
者
の
名
前
に
耳
遠
い
者
が
い
る
の
で
簡
単
な
紹
介
く
ら
い
は
書
い
て
欲
し
か
っ
た
と
嘆
じ
る

言
葉
を
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら（（25
（

、
佐
藤
が
本
書
を
積
極
的
に
読
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
佐
藤
が
「
地
の
鹽
」
の
模
範
と
し
て
推
薦
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
戦
間
期
の
欧
州
の
文
人
を
始
め
と
す
る
知
識
人

が
時
代
や
社
会
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
向
き
合
お
う
と
し
て
い
た
か
、
そ
の
実
際
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る

内
容
で
あ
っ
た
。
同
時
代
の
欧
羅
巴
の
文
壇
に
関
心
の
あ
る
者
に
、
加
え
て
佐
藤
の
よ
う
に
心
境
小
説
を
脱
し
本
格
小
説
の
創
作
を

模
索
す
る
者
に
は
よ
り
一
層
関
心
を
引
く
内
容
で
あ
っ
た
。

　

次
章
で
は
、
文
藝
懇
話
会
設
立
を
導
き
、
一
時
不
和
に
な
っ
た
も
の
の
協
働
す
る
こ
と
に
な
る
松
本
学
の
同
時
代
の
思
索
の
足
跡

を
追
う
こ
と
に
な
る
が
、
本
書
は
、
本
格
小
説
を
目
指
す
文
人
佐
藤
と
新
官
僚
松
本
の
思
索
の
結
節
点
を
探
り
、
両
者
が
抱
く
問
題

意
識
を
同
時
代
の
思
潮
の
中
に
位
置
づ
け
る
上
で
、
種
々
の
有
益
な
視
座
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、
佐
藤
に
関
す
る
研
究
を
離
れ

て
、
戦
間
期
欧
州
の
知
的
空
間
の
内
実
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
本
書
は
、
そ
れ
自
体
興
味
深
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
本
章
で
は
、

該
翻
訳
書
を
通
じ
て
浮
彫
り
に
な
る
、
戦
間
期
の
欧
州
文
人
が
直
面
し
て
い
た
課
題
の
中
で
、
同
時
代
の
佐
藤
の
創
作
志
向
に
鑑
み

彼
が
関
心
を
寄
せ
た
で
あ
ろ
う
問
題
、
さ
ら
に
同
時
代
の
日
本
の
文
壇
が
直
面
し
た
課
題
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
そ
の
概
要
を
紹

介
し
て
み
た
い
。

　

一
九
三
三
年
一
〇
月
に
パ
リ
の
知
的
協
力
国
際
協
会
で
開
催
さ
れ
た
会
議
の
背
景
に
は
、
世
界
恐
慌
を
契
機
に
高
揚
し
た
保
護
主

義
気
運
と
、
そ
れ
に
乗
じ
た
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ズ
ム
の
躍
進
が
あ
り
、
既
述
し
た
よ
う
に
会
議
が
開
催
さ

れ
た
一
九
三
三
年
の
一
月
に
は
ナ
チ
ス
が
政
権
を
獲
得
し
、
一
〇
月
の
会
議
直
前
に
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
軍
縮
条
約
お
よ
び
国
際
連
盟

か
ら
の
脱
退
を
宣
言
し
て
い
た
。
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会
議
は
国
際
連
盟
に
関
連
す
る
組
織
が
主
宰
し
て
い
た
た
め（（25
（

、
議
論
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
協
調
の
思
潮
を
基
礎
に
据
え
、

右
の
出
来
事
に
象
徴
さ
れ
る
欧
州
の
時
流
に
危
機
感
を
抱
く
内
容
で
あ
っ
た
。
該
翻
訳
書
は
「
精
神
の
将
来
」
と
題
し
て
い
た
が
、

原
典
の
題
目
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
議
論
の
主
対
象
は
欧
州
を
一
体
化
し
て
き
た
「
欧
羅
巴
精
神
」
で
あ
っ
た
。
参
加
者
は
、

そ
の
精
神
が
危
殆
に
瀕
し
て
い
る
と
の
認
識
を
共
有
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
欧
羅
巴
精
神
」
を
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
が
会
議
の
目
的

に
据
え
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
危
機
意
識
は
議
長
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
、
会
議
冒
頭
の
開
会
の
辞
の
中
で
、
欧
羅
巴
に
お
い
て
長
年
を
か
け
獲
得
さ
れ
た

一
切
が
、
今
日
疑
念
を
抱
か
れ
、
且
つ
屡
々
窮
地
に
陥
れ
ら
れ
る
有
様
で
す（（25
（

と
説
く
言
葉
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
た
。
欧
州
で
は

合
一
で
は
な
く
分
離
が
進
む
よ
う
に
見
え（（25
（

、
欧
羅
巴
諸
民
族
間
の
幾
多
の
交
換
に
よ
り
形
成
改
造
さ
れ
て
き
た
精
神
は
、
政
界
や
経

済
界
の
解
体
に
も
比
す
べ
き
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
各
国
民
は
、
己
と
他
を
隔
て
、
孤
島
や
鎖
さ
れ
た
地
域
に
自
足
し
自
身
の
資
源

で
生
き
、
人
種
、
政
治
、
経
済
、
い
ず
れ
か
に
多
少
と
も
あ
る
完
全
な
同
質
性
を
民
族
自
体
の
裡
に
確
立
し
よ
う
と
努
め
る
方
向
に

向
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
等
の
こ
と
は
「
欧
羅
巴
精
神
」
を
、
直
接
或
は
間
接
に
危
殆
に
陥
ら
し
め
る
と
は
ゆ
か
ぬ
ま
で
も
、
問
題
と

せ
ず
に
は
措
か
ぬ
事
態
に
な
っ
て
い
る
と
訴
え
て
い
た
。（（25
（

世
界
恐
慌
に
伴
い
抬
頭
し
た
保
護
主
義
気
運
は
、
世
界
の
各
地
域
や
各
国

の
中
で
の
自
給
自
足
体
制
を
促
し
、
世
界
を
分
断
す
る
孤
立
し
た
閉
鎖
空
間
の
形
成
へ
と
導
い
て
い
た
。
欧
州
も
例
外
で
は
な
く
、

そ
の
域
内
の
一
体
性
を
支
え
る
は
ず
の
「
欧
羅
巴
精
神
」
が
不
確
実
で
不
安
定
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
警
告
を
発
す
る
言
葉

で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
認
識
は
、
議
長
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
だ
け
で
な
く
、
他
の
参
加
者
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
ジ

ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
ア
メ
ル（（25
（

に
よ
れ
ば
、
欧
羅
巴
精
神
は
、
殆
ど
文
明
と
同
義
で
あ
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
は
平
和
の
根
拠
に
さ

え
な
っ
て
い
た
。
欧
羅
巴
精
神
へ
の
讃
歌
は
強
く
、
そ
の
存
在
を
確
信
し
、
そ
の
概
念
が
危
殆
に
瀕
す
る
不
安
は
全
く
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
一
五
年
を
経
て
異
常
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
。
欧
羅
巴
精
神
は
麻
痺
に
襲
わ
れ
、
そ
の
意
気
阻
喪
は
未
来
の
欧
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羅
巴
の
人
々
の
胸
を
締
め
つ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
の
不
安
を
吐
露
す
る
。（（25
（

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
地
理
学
者
で
政
治
学
者
で
も

あ
っ
た
パ
ー
ル
・
テ
レ
キ
も（（25
（

、
こ
の
会
合
の
全
悲
劇
的
意
義
を
感
じ
る
理
由
は
、
欧
羅
巴
精
神
が
危
殆
に
在
る
こ
と
を
参
加
者
が
感

じ
て
居
る
か
ら
と
述
べ
て
い
た
。（（26
（

　

こ
の
会
議
に
は
二
通
の
書
簡
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
一
つ
は
、
チ
ェ
コ
の
政
治
家
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ベ
ネ
ッ
シ
ュ（（26
（

か
ら
で
あ
っ
た
。

ベ
ネ
ッ
シ
ュ
は
書
簡
の
中
で
、
欧
羅
巴
統
一
化
へ
の
運
動
が
重
大
な
危
機
に
逢
着
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
現
代
の
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
が
、
国
際
連
盟
が
、
又
国
際
間
の
共
同
精
神
が
、
深
刻
な
る
危
機
に
逢
着
し
て
い
る
か
ら
と
書
い
て
い
た
。（（26
（

も
う
一
つ
の
書
簡

は
、
祖
国
ド
イ
ツ
を
離
れ
ア
メ
リ
カ
で
の
生
活
を
送
る
こ
と
と
な
る
小
説
家
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン（（26
（

か
ら
で
、
当
時
滞
在
し
て
い
た
ス
イ

ス
よ
り
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
欧
羅
巴
精
神
を
自
由
の
思
想
と
連
関
さ
せ
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
た
。
人
類
の
自
由
の
大
思
想
は
、

今
日
香
ば
し
く
な
く
、
あ
ま
り
尊
重
さ
れ
て
い
な
い
。
欧
羅
巴
精
神
を
否
定
す
る
野
蛮
の
中
で
快
哉
を
叫
ぶ
人
々
は
西
欧
最
高
の
思

想
の
放
棄
に
意
義
を
見
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
西
欧
最
高
の
思
想
こ
そ
時
代
の
変
遷
を
通
じ
て
も
損
わ
れ
る
こ
と
な
く
是
非
と
も
残

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
悲
痛
と
も
言
え
る
叫
び
を
綴
っ
て
い
た
。（（26
（

　

マ
ン
同
様
、
欧
羅
巴
精
神
の
礎
に
な
っ
て
い
る
思
想
の
危
機
に
言
及
し
た
の
は
、
ス
イ
ス
の
化
学
者
、
物
理
学
者
で
、
国
際
連
盟

事
務
局
に
お
い
て
翻
訳
や
通
訳
の
責
任
者
を
務
め
た
経
歴
を
持
つ
デ
ニ
ス
・
パ
ロ
デ
ィ（（26
（

で
あ
っ
た
。
彼
は
、
自
由
と
平
等
の
観
念
へ

の
確
信
が
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
欧
羅
巴
精
神
の
可
能
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
悲
観
的
意
見
を
述
べ
て
い
た
。
相
反
す

る
国
民
的
情
熱
（les passions nationales

）
が
熾
烈
で
欧
羅
巴
精
神
の
基
礎
構
築
は
至
難
と
考
え
ら
れ
て
は
き
た
が
、
求
む
べ
き
方

向
は
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
個
々
の
利
己
主
義
を
圧
す
る
普
遍
的
真
理
、
理
性
の
観
念
の
優
勢
、
権
利
と
自
由
の
観
念
の
裡

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
等
す
べ
て
が
今
日
疑
わ
れ
失
格
し
た
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
。
も
は
や
互
い
に
一
致
す
る
可

能
性
は
見
い
だ
せ
ず
、
如
何
に
し
て
欧
羅
巴
精
神
を
創
り
得
る
か
判
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
嘆
じ
て
い
た
。（（26
（

ラ
イ
デ
ン
大
学
の
歴
史

学
者
で
『
中
世
の
秋
』
を
書
い
た
こ
と
で
著
名
に
な
る
ホ
イ
ジ
ン
ガ
も（（26
（

、
欧
羅
巴
は
再
び
野
蛮
状
態
に
引
戻
さ
ん
と
す
る
幾
つ
か
の
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力
に
曝
さ
れ
、
個
人
の
国
民
の
生
活
に
於
け
る
倫
理
的
原
理
の
衰
微
が
現
出
し
て
い
る
。
過
去
の
偉
大
な
る
時
代
を
動
か
し
た
自
由

乃
至
真
理
に
対
す
る
高
尚
な
る
翹
望
に
取
っ
て
代
っ
た
の
は
、
経
済
的
安
穏
、
政
治
的
権
力
、
民
族
の
純
粋
性
で
あ
る
と
説
い
て
い

た
。（（26
（

　

こ
の
よ
う
に
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
た
欧
羅
巴
精
神
は
、
確
信
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
無
意
識
の
内
に
あ
り
、
そ
の
存

在
は
自
覚
し
に
く
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
議
長
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
欧
羅
巴
精
神
は
、
欧
羅
巴
の
全
国
民
、
全
民
族
よ
り

由
っ
て
来
た
る
諸
要
素
の
極
め
て
複
雑
で
内
奥
な
る
一
結
合
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
自
ら
の
個
人
感
情
、
例
え
ば
国
民
的
感
情

（sentim
ents nationaux

）
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、
欧
羅
巴
的
と
云
う
言
葉
で
な
く
て
は
説
明
し
得
ぬ
わ
れ
わ
れ
の
裡
な
る
何
等
か
の
感

受
性
が
あ
る
こ
と
を
確
認
せ
ざ
る
を
得
ぬ
と
説
く
。（（26
（

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
劇
作
家
の
フ
リ
オ
・
ダ
ン
タ
ス
も（（27
（

、
同
趣
旨
の
主
張
を
次
の
よ

う
に
展
開
し
て
い
た
。
欧
羅
巴
精
神
は
存
在
す
る
と
信
じ
る
が
、
未
だ
十
分
分
析
さ
れ
ず
、
完
全
に
定
義
さ
れ
ず
、
不
明
確
で
不
確

実
な
も
の
で
あ
る
。（（27
（

欧
羅
巴
的
な
る
も
の
は
、
纔わ
ず
か

に
表
面
に
住
み
、
観
念
の
世
界
、
学
問
の
思
弁
的
領
域
、
文
藝
思
潮
、
審
美
的

影
響
、
哲
学
的
理
論
等
の
上
層
圏
を
翔
っ
て
い
る
。（（27
（

我
々
は
、
我
々
を
分
離
し
て
い
る
も
の
を
時
と
し
て
極
め
て
激
し
く
感
じ
る
が
、

我
々
を
結
合
し
て
い
る
も
の
を
完
全
に
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。
人
種
的
、
歴
史
的
、
言
語
的
（linguistique

）
一
複
合
の
、
制
限
さ

れ
た
表
現
で
あ
る
国
民
的
個
性
（personnalité nationale
）
を
十
分
に
感
じ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
欧
羅
巴
的
個
性
の
意
識
は
持
ち

合
わ
せ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。（（27
（

　

こ
の
よ
う
に
欧
羅
巴
精
神
は
国
民
感
情
と
は
対
照
的
に
、
そ
れ
を
自
覚
す
る
こ
と
自
体
困
難
な
特
質
を
持
つ
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、

そ
の
精
神
を
改
め
て
吟
味
し
確
認
し
て
い
く
こ
と
が
、
会
議
の
目
的
で
あ
り
、
会
議
で
創
設
が
決
議
さ
れ
た
欧
羅
巴
研
究
連
盟
に
お

い
て
継
続
的
に
検
討
さ
れ
る
課
題
に
な
っ
て
い
た
。（（27
（

ダ
ン
タ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
自
覚
し
に
く
い
欧
州
精
神
と
は
対
照
的
に
、

わ
れ
わ
れ
に
固
有
な
も
の
、
国
民
的
な
も
の
は
、
民
族
の
霊
魂
の
中
に
、
人
種
的
決
定
素
と
祖
先
伝
来
の
性
格
と
の
成
層
の
中
に
深

く
存
す
る
。（（27
（

各
自
に
固
有
な
国
民
的
個
性
は
、
人
種
的
構
造
、
歴
史
的
形
成
、
国
語
と
制
度
の
差
異
（diversité de leurs langues 
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）
に
、
生
活
の
地
理
的
経
済
的
条
件
も
加
わ
り
、
多
少
と
も
顕
著
な
形
式
の
下
、
作
ら
れ
て
き
て
い
る
。（（27
（

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
十
分
に
感
じ
る
が
こ
と
が
で
き
る
と
解
説
し
て
い
た
。（（27
（

　

右
の
ダ
ン
タ
ス
、
あ
る
い
は
パ
ロ
デ
ィ
や
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
言
説
か
ら
は
、「
欧
羅
巴
性
」
と
「
国
民
性
」
を
対
峙
す
る
関
係
に
捉

え
、
前
者
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
対
照
的
に
後
者
は
実
感
し
や
す
い
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。「
国
民
性
」
の
特
徴
や
そ
の
内
実
に
つ
い
て
の
理
解
は
多
様
で
あ
っ
た
が
、
参
加
者
の
多
く
が
そ
の
典
型
と
し
て
言
及
し

た
の
が
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（nationalism

e

）」
で
あ
っ
た
。
以
下
、
こ
の
言
葉
に
着
目
し
て
会
議
参
加
者
の
発
言
を
追
っ
て
み
た

い
。第

2
節　

欧
羅
巴
精
神
に
対
峙
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　

欧
羅
巴
精
神
に
対
峙
す
る
精
神
と
し
て
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
注
視
し
、
そ
れ
を
力
説
し
た
の
は
ス
イ
ス
の
歴
史
学
者
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
マ
ー
チ
ン（（27
（

で
あ
っ
た
。
マ
ー
チ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
九
世
紀
の
進
展
に
よ
り
欧
州
の
国
土
は
相
互
依
存
的
に
な
っ
た
の
に
、

精
神
領
域
で
は
反
対
の
進
展
が
見
ら
れ
、
人
々
は
遥
か
に
国
民
主
義
的
に
な
っ
た
と
見
る
。
本
来
、
我
々
が
知
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

は
近
代
の
現
象
で
、
国
民
的
排
他
主
義
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
最
近
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
一
種
宗
教
的
性
格
を
帯
び
、

異
教
に
極
度
に
不
寛
容
に
な
り
言
語
的
に
な
り
（un caractère nouveau, qui est d’être linguistique

）、
人
間
間
の
区
別
を
強
調

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。（（27
（

マ
ー
チ
ン
は
、
欧
州
の
歴
史
を
回
顧
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
も
敷
衍
す
る
。
欧
羅
巴
精
神
は
、
古
代
羅

馬
、
中
世
期
の
カ
ト
リ
シ
ス
ム
、
一
八
世
紀
の
仏
蘭
西
が
全
欧
羅
巴
の
教
養
人
に
及
ぼ
し
た
絶
大
な
影
響
、
そ
れ
ら
各
々
の
中
に
発

現
し
て
き
た
。
そ
の
精
神
は
、
数
多
の
政
治
的
憂
慮
、
誤
解
、
憎
悪
に
よ
っ
て
疎
隔
し
て
い
る
欧
羅
巴
諸
国
民
を
、
唯
一
の
家
族
の

よ
う
に
結
合
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
し
か
し
、
国
民
的
相
違
の
方
が
、
文
化
の
深
奥
な
る
統
一
よ
り
も
更
に
強
く
映
じ
る
特

性
を
持
つ
ゆ
え
、
一
九
世
紀
中
に
一
種
の
退
歩
が
あ
っ
た
。（（28
（

経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
極
め
て
最
近
の
一
現
象
で
あ
り
、
従
前
の
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ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
異
な
り
恒
久
的
性
質
を
有
さ
ず
消
滅
す
る
と
の
展
望
を
示
し
つ
つ
も（（28
（

、
現
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
欧
羅
巴

精
神
へ
の
挑
戦
者
に
位
置
づ
け
警
戒
し
て
い
た
。

　

ダ
ン
タ
ス
も
、
抬
頭
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
に
説
く
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
激
化
、
心
的
孤
立
の
因
子
と

も
な
っ
て
い
る
堅
固
な
経
済
的
枠
組
み（（28
（

、
民
族
間
の
敵
愾
心
を
煽
る
極
め
て
屡
々
歪
曲
さ
れ
て
き
た
歴
史（（28
（

、
こ
れ
等
は
欧
羅
巴
を
一

つ
の
広
大
な
孤
立
と
無
理
解
の
体
系
へ
と
変
容
さ
せ
た
が
、
そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
の
近
親
性
は
益
々
わ
れ
わ
れ
を
結
合
す
る
こ
と

少
く
、
わ
れ
わ
れ
の
背
離
が
愈
々
わ
れ
わ
れ
を
分
離
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
嘆
じ
て
い
た
。（（28
（

ホ
イ
ジ
ン
ガ
も
、
既
述
の
野
蛮
な
時

代
へ
の
逆
流
と
い
う
状
況
下
、
排
他
主
義
的
な
政
治
、
社
会
、
文
化
の
組
織
を
成
立
さ
せ
て
い
る
集
団
感
情
は
、
統
一
と
和
合
の
観

念
と
は
常
に
衝
突
す
る
だ
ろ
う
と
予
測
し
な
が
ら（（28
（

、
貴
重
な
観
念
へ
の
逆
流
が
重
大
な
脅
威
に
な
る
ま
で
に
高
潮
し
た
の
は
、
過
度

の
運
動
、
真
の
愛
国
心
の
戯
画
と
も
言
え
る
現
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
と
観
察
し
て
い
た（（28
（

。

　

こ
う
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
基
底
に
あ
る
強
固
な
力
に
注
目
し
、
そ
れ
を
「
地
の
力
」（（28
（

と
表
現
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者

ヘ
ル
マ
ン
・
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク（（28
（

で
あ
っ
た
。
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
は
、
現
今
の
欧
州
に
は
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
ば
か
り
が
多
く
、

欧
羅
巴
人
は
極
め
て
僅
か
し
か
い
な
い
と
嘆
じ
つ
つ（（28
（

、
特
権
的
地
位
に
あ
っ
た
欧
羅
巴
精
神
は
歴
史
の
曲
が
り
角
に
あ
る
と
す
る
。

久
し
い
間
蹂
躙
さ
れ
て
き
た
「
地
の
力
」
の
返
り
咲
き
、「
地
の
力
」
の
反
抗
が
起
こ
り
、
そ
の
特
殊
な
歴
史
的
結
果
と
し
て
種
々

の
騒
擾
が
発
生
し
て
い
る
。（（29
（

露
西
亜
帝
政
期
の
圧
制
無
く
し
て
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
な
か
っ
た
。
欧
州
大
戦
の
結
果
が
独
逸
の
全

青
年
に
悲
惨
と
恥
辱
と
を
知
ら
し
め
、
そ
の
反
動
と
し
て
彼
等
の
裡
に
社
会
的
と
同
時
に
国
家
的
の
感
情
を
燃
え
立
た
せ
た
。
永
続

的
失
業
が
な
け
れ
ば
国
家
社
会
主
義
は
な
か
っ
た
。
長
い
世
紀
に
亘
る
外
国
の
支
配
、
殊
に
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
を
滅
し
た
諸
民
族
の

後
裔
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
支
配
な
く
し
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
な
い
と
も
主
張
し
て
い
た
。（（29
（

こ
の
よ
う
に
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
は
、
露
西

亜
革
命
や
、
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ズ
ム
、
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
躍
進
の
基
底
に
「
地
の
力
」
を
見
て
い
た
。

　
「
地
の
力
」
を
抜
き
が
た
い
力
と
考
え
る
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
は
、
若
し
国
民
が
或
る
時
機
に
自
由
政
体
よ
り
権
力
政
体
を
望
む
な
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ら
之
に
従
う
よ
り
仕
方
な
い
、
何
故
な
ら
、
凡
そ
政
治
、
戦
争
、
経
済
の
領
域
の
も
の
は
す
べ
て
「
精
神
」
の
表
現
で
は
な
く
、
人

間
の
低
き
部
分
の
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
精
神
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
こ
れ
等
の
活
動
の
特
殊
性
質
を
変
じ
得
ぬ
こ
と
は
、

理
想
に
熱
中
し
た
頭
脳
も
腸
の
作
用
の
性
質
を
変
じ
得
ぬ
と
同
様
と
論
じ（（29
（

、
ナ
チ
ス
の
よ
う
な
強
権
的
政
治
体
制
の
登
場
を
、
不
可

避
の
必
然
と
捉
え
る
見
解
を
示
し
て
い
た
。
地
理
学
者
の
テ
レ
キ
も
、
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
の
言
う
「
地
の
力
」
に
注
目
し
、
そ
の
力

は
、
政
治
的
領
域
に
お
い
て
は
独
裁
政
治
に
好
都
合
ゆ
え
欧
羅
巴
に
表
面
化
し
た
独
裁
政
治
を
点
検
す
れ
ば
、
想
像
以
上
に
「
地
の

力
」
の
多
く
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
。（（29
（

　

こ
の
よ
う
に
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
が
「
地
の
力
」
と
表
現
す
る
よ
う
な
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
基
底
に
あ
る
感
情
は
無
視
で
き
な
い

こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
家
で
財
務
大
臣
や
文
部
大
臣
を
務
め
た
ア
ナ
ト
ー
ル
・
ド
・
モ
ン
ズ
ィ（（29
（

は
、
数

年
前
に
共
産
主
義
諸
党
が
プ
ラ
ハ
で
会
同
し
た
時
、
多
数
の
共
産
主
義
者
が
、
自
分
の
州
の
旗
、
乃
至
は
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
に
属
す
る
支
部
、
人
種
的
別
性
格
を
示
す
な
ん
ら
か
の
標
識
が
壁
に
か
か
っ
て
い
な
い
こ
と
に
不
満
を
漏
ら
し
争
論
に
な
っ
た
と

の
伝
聞
話
を
紹
介
し
て
い
た
。（（29
（

　

こ
う
し
た
根
強
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
発
露
と
し
て
、「
言
語
」
も
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
。
既
述
の
よ
う
に
ダ
ン

タ
ス
は
、
普
遍
的
精
神
に
制
限
を
付
す
国
民
的
個
性
と
し
て
、「
人
種
」
や
「
歴
史
」
と
と
も
に
「
言
語
（
国
語
）」
を
そ
の
要
素
に

挙
げ
、
マ
ー
チ
ン
も
最
近
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
宗
教
的
性
格
を
帯
び
「
言
語
的
」
に
な
り
人
間
間
の
区
別
を
強
調
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
と
語
っ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
「
言
語
（
国
語
）」
は
、
国
境
を
超
え
る
連
帯
精
神
の
障
害
に
な
る
と
の
認
識
で
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
作
家
の
オ
ル
ダ
ス
・
ハ
ク
ス
リ
ー（（29
（

は
、
こ
の
会
議
に
は
一
二
か
国
の
代
表
者
が
参
加
し
て
い
る
が
、
全
て
の
議
論
が

フ
ラ
ン
ス
語
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
心
強
く
、
偉
大
な
一
八
世
紀
が
全
然
死
滅
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
歓
迎
し
つ

つ
、
他
方
に
お
い
て
、
昨
今
フ
ラ
ン
ス
語
が
、
こ
う
し
た
欧
羅
巴
的
言
語
の
性
質
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
を
嘆
く
。
国
際
的
に
大
き

な
会
議
で
政
治
家
は
、
欧
羅
巴
文
明
の
言
語
に
な
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
語
で
演
説
し
な
く
な
り
、
各
自
が
自
国
の
言
語
で
話
し
通
訳
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者
を
通
じ
て
、
自
分
自
身
の
国
語
し
か
聴
か
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
極
端
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
使
徒
達
は
、
言
語

の
要
素
を
倍
加
し
て
、
相
互
理
解
の
困
難
を
倍
加
し
よ
う
と
骨
を
折
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
何
年
か
し
た
ら
、
わ
れ
わ

れ
が
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
と
か
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
旅
行
し
よ
う
と
思
え
ば
、
沢
山
の
辞
書
や
、
通
訳
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
と
皮
肉
っ
て

も
い
た
。（（29
（

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
が
、
欧
羅
巴
の
国
際
言
語
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
語
を
退
席
さ
せ
、
各
国
、
各
地
域
の
言
語
の
跋

扈
を
許
し
、
強
い
て
は
欧
羅
巴
精
神
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
憂
う
る
主
張
で
あ
っ
た
。
ダ
ン
タ
ス
も
、
国
々
の
特
殊
語
が
多

種
多
様
で
あ
る
こ
と
は
「
欧
羅
巴
精
神
」
の
形
成
発
展
に
著
し
く
障
壁
と
な
っ
た
と
断
じ
た
上
で
、
Ｈ
・
Ｇ
・
ウ
ェ
ル
ズ
が
国
家
主

権
の
組
合
化
に
よ
る
全
世
界
的
連
邦
政
体
を
華
々
し
く
発
表
し
た
時
、
そ
の
「
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
」
に
唯
一
の
言
語
と
し
て
フ
ラ
ン
ス

語
を
推
挙
し
た
こ
と
を
紹
介
す
る
。
あ
る
い
は
、
ラ
テ
ン
語
を
再
び
採
用
し
、
之
に
新
し
い
術
語
を
合
体
豊
富
に
し
て
、
現
代
精
神

の
要
求
に
も
適
応
さ
せ
る
こ
と
が
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
主
張
し
て
い
た
の
が
ダ
ン
タ
ス
で
あ
っ
た
。（（29
（

マ
ー
チ
ン
も
、

国
民
主
義
的
形
式
の
下
で
は
人
間
間
の
区
別
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
一
端
は
「
言
語
」
に
表
れ
る
と
指
摘
す
る
。
マ

ー
チ
ン
は
、
出
身
の
ス
イ
ス
で
は
一
国
で
数
か
国
語
が
話
さ
れ
て
い
る
が
、
ス
イ
ス
人
に
と
り
言
語
的
統
一
と
愛
国
心
と
は
無
関
係

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
異
教
に
極
端
に
不
寛
容
な
近
年
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
従
前
に
は
な
か
っ
た
祖
国
の
観
念
と
国

語
の
観
念
を
一
致
さ
せ
、「
言
語
」
に
新
た
な
性
格
を
加
味
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
警
告
し
て
い
た
。（（29
（

　

ハ
ク
ス
リ
ー
と
ダ
ン
タ
ス
は
、
欧
羅
巴
各
国
、
各
地
域
を
結
合
さ
せ
る
た
め
の
共
通
言
語
の
必
要
を
説
き
、
そ
の
代
表
で
あ
る
フ

ラ
ン
ス
語
の
復
権
を
訴
え
て
い
た
。
こ
れ
に
逆
行
し
各
国
並
び
に
各
地
域
が
独
自
の
言
語
の
活
用
に
走
る
状
況
下
、
祖
国
の
観
念
と

国
語
の
観
念
を
一
致
（coïncider l’idée de patrie et l’idée de langue
）
さ
せ
、
言
語
に
よ
る
愛
国
心
の
醸
成
が
目
指
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
警
戒
し
て
い
た
の
が
マ
ー
チ
ン
で
あ
っ
た
。（（30
（

　

こ
の
よ
う
に
「
言
語
（
国
語
）」
は
、
欧
羅
巴
精
神
を
危
殆
な
ら
し
め
る
国
民
感
情
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
の
一
発
露
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
拡
散
の
対
象
と
し
て
の
「
民
衆
（m

asses

）」
の
存
在
も
注
目
さ
れ
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
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ス
の
数
学
者
で
政
治
家
で
も
あ
る
エ
ミ
ー
ル
・
ボ
レ
ル（（30
（

は
、
最
大
の
困
難
は
、
選
ば
れ
た
人
々
と
民
衆
と
の
関
係
に
あ
る
と
す
る
。

選
ば
れ
た
る
者
は
「
国
民
」
と
い
う
実
体
の
ほ
か
に
「
欧
羅
巴
」
と
い
う
更
に
大
き
な
実
体
の
一
部
を
な
す
と
い
う
感
情
を
有
し
、

欧
羅
巴
の
友
人
達
と
の
良
き
個
人
的
関
係
を
望
ん
で
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
国
で
あ
ろ
う
と
近
隣
の
他
国
で
あ
ろ
う
と
、「
街

頭
の
人
（l’hom

m
e de la rue

）」
は
、
自
分
が
欧
羅
巴
人
で
あ
る
こ
と
よ
り
遥
か
に
国
民
と
感
じ
、
そ
の
多
く
は
自
分
の
国
よ
り
も
、

寧
ろ
自
分
の
故
郷
、
自
分
の
村
、
自
分
の
国
体
に
愛
着
を
抱
い
て
い
る
事
実
が
確
実
に
あ
る
と
説
く
。（（30
（

マ
ー
チ
ン
も
、
わ
れ
わ
れ
に

課
さ
れ
た
欧
羅
巴
精
神
の
問
題
は
、
選
ば
れ
た
る
者
の
問
題
で
あ
り
、
民
衆
の
問
題
で
は
な
い
と
断
じ
て
い
た
。（（30
（

こ
の
よ
う
に
「
選

ば
れ
し
者
」
と
「
民
衆
」
を
区
別
す
る
考
え
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
も
同
様
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
閉
会
の
辞
の
中
で
、
貧
困
を
前
に
し
て

激
し
、
人
間
の
悪
し
き
本
能
が
堰
を
切
り
放
ち
、
群
衆
の
原
始
的
憎
悪
の
爆
発
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
指
導
よ
ろ
し
け
れ
ば
堰

き
止
め
ら
れ
る
と
主
張
し
て
い
た
。（（30
（

指
導
よ
ろ
し
け
れ
ば
、
群
衆
の
原
始
的
憎
悪
の
爆
発
を
抑
止
で
き
る
と
の
見
解
に
は
、「
選
ば

れ
し
者
」
と
「
民
衆
」
の
特
質
や
役
割
を
区
分
す
る
考
え
が
前
提
に
置
か
れ
て
い
た
。
欧
羅
巴
精
神
を
体
現
で
き
る
の
は
「
選
ば
れ

し
者
」
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
浸
透
が
容
易
で
あ
る
「
民
衆
」
に
は
困
難
で
あ
る
と
の
認
識
が
基
底
に
あ
っ
た
。（（30
（

　

欧
羅
巴
精
神
を
危
殆
に
陥
ら
せ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
負
の
側
面
を
強
調
し
、
そ
の
抬
頭
の
危
険
を
よ
り
鮮
明
に
主
張
し
た
の
は

ハ
ク
ス
リ
ー
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
指
摘
の
中
で
も
右
の
よ
う
な
「
民
衆
」
像
が
登
場
す
る
。
彼
は
、
現
代
の
知
的
生
活
の
実
際
を
検

証
す
る
と
、
二
つ
の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
一
つ
は
理
智
と
そ
の
道
具
で
あ
る
論
理
が
一
般
に
貶
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
著
し
き
卑
俗
と
低
劣
さ
が
現
代
生
活
の
様
式
と
な
っ
て
い
る
事
実
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
前
者
の
事
実
を
解

説
す
る
中
で
、
お
お
い
な
る
人
気
を
博
し
て
い
る
反
理
知
主
義
（l’anti-intellectualism

e

）
は
危
険
な
諸
情
欲
に
も
媚
び
る
が
、
そ

れ
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（nationalism

e

）
の
本
質
で
あ
る
憎
悪
と
虚
栄
の
複
合
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
見
事
に
適
応
し
て
い
る
。

こ
の
反
理
知
主
義
を
排
撃
す
る
こ
と
は
欧
羅
巴
の
政
治
的
統
一
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
理
性
へ
の
信
念
を
鞏
固
な
ら

し
め
る
「
論
理
（logique

）」
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
論
理
」
は
不
幸
な
こ
と
に
「
民
衆
（les m

asses

）」
に
対
し
て
は
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極
め
て
僅
か
な
効
果
し
か
発
揮
し
な
い
。
結
合
に
導
く
欧
羅
巴
精
神
に
障
害
と
な
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
負
の
側
面
に
注
目
す
る
時
、

密
接
な
関
連
を
有
す
る
存
在
と
し
て
の
「
民
衆
」
が
登
場
し
て
い
る
。（（30
（

　

こ
の
「
民
衆
」
像
は
、
ハ
ク
ス
リ
ー
が
第
二
の
事
実
と
し
て
問
題
視
し
た
、
著
し
き
卑
俗
化
と
低
劣
化
を
体
現
し
た
現
代
生
活
の

様
式
を
解
説
す
る
中
で
よ
り
一
層
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
ハ
ク
ス
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
の
生
活
様
式
は
、「
民
衆
（m

asses

）」
の
中

に
顕
著
な
形
で
発
現
す
る
と
言
う
。
例
え
ば
、
人
口
の
膨
張
は
「
読
書
可
能
の
広
大
な
公
衆
（un im

m
ense public de lecteurs 

potentiels

）」
を
創
出
し
た
が
、
そ
れ
は
粗
悪
な
現
代
文
学
の
増
加
（
文
学
の
量
二
倍
）
を
生
ん
で
い
る
。
印
刷
さ
れ
た
単
語
の
数
は

五
〇
倍
、
一
〇
〇
倍
に
な
り
、
文
学
に
占
め
る
粗
悪
文
学
の
比
率
も
増
大
し
て
い
る
。
普
通
教
育
は
、
時
た
ま
傑
作
を
読
む
代
り
に
、

絶
え
ず
醜
聞
と
愚
劣
を
も
読
む
と
い
う
嘆
か
わ
し
い
結
果
を
生
み
、
国
語
そ
の
も
の
が
商
売
広
告
屋
に
よ
っ
て
紊
乱
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

特
に
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
世
界
で
は
、
高
尚
な
言
葉
で
あ
る
は
ず
の
「
奉
仕
」
が
缶
詰
の
安
売
り
に
使
わ
れ
て
さ
え
い
る
。
音
楽

の
世
界
も
同
様
で
、
ワ
グ
ナ
ー
や
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
を
始
め
と
す
る
天
才
的
先
人
達
は
、
音
楽
に
可
成
低
級
な
事
柄
を
、
―
―
如
何
に

も
強
い
芸
術
的
説
服
力
を
以
て
―
―
表
現
す
る
力
を
与
え
た
。
通
俗
作
曲
家
は
こ
う
し
た
大
芸
術
家
達
に
習
っ
た
。
彼
等
は
現
在
、

最
も
低
劣
な
諸
感
動
―
―
最
も
下
賤
な
感
傷
、
最
も
動
物
的
な
性
本
能
、
最
も
狂
熱
的
な
集
団
的
悦
び
等
―
―
を
、
迫
力
を
以
て
表

現
す
る
こ
と
が
出
来
る
状
態
に
あ
る
。
通
俗
文
学
と
通
俗
音
楽
は
、
卑
俗
で
あ
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
や
否
や
、
人
々
を
捉
え
る
こ

と
に
な
る
。（（30
（

　

こ
こ
で
は
公
衆
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
民
衆
あ
る
い
は
大
衆
と
読
み
代
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
民
衆
の
登
場
は
、
文

学
や
音
楽
を
始
め
と
す
る
芸
術
を
、
高
貴
な
も
の
か
ら
通
俗
的
な
も
の
へ
と
卑
俗
化
さ
せ
、
粗
悪
な
作
品
を
乱
造
す
る
状
況
を
も
た

ら
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
理
性
よ
り
も
動
物
的
本
能
が
優
り
、
通
俗
文
学
や
通
俗
音
楽
が
人
々
の
心
を
捉
え
る
こ
と

に
な
る
と
の
警
告
を
発
し
て
い
た
。（（30
（

戦
前
の
日
本
に
お
い
て
も
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
都
市
化
に
伴
う
大
衆
社
会
の
出
現
は
、
文
藝

の
世
界
に
お
い
て
読
者
層
の
拡
大
を
も
た
ら
す
一
方
、「
大
衆
小
説
」
と
い
う
新
た
な
文
藝
分
野
を
生
み
出
し
て
い
た
。「
大
衆
小



22

法学研究 98 巻 10 号（2025：10）

説
」
を
真
の
芸
術
と
は
異
な
る
格
下
の
文
学
と
捉
え
、
民
衆
に
媚
び
な
が
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
搔
き
立
て
る
特
性
を
発
揮
し
て
い

る
と
警
戒
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
ハ
ク
ス
リ
ー
の
指
摘
は
、
佐
藤
を
始
め
芸
術
派
と
目
さ
れ

た
作
家
が
同
時
代
の
日
本
の
文
壇
に
登
場
し
た
「
大
衆
小
説
」
に
向
け
る
認
識
に
共
通
し
て
い
た
。

第
3
節　

自
己
抑
制
を
か
け
ら
れ
た
政
治
社
会
問
題
へ
の
論
及

　

前
項
で
紹
介
し
た
ハ
ク
ス
リ
ー
は
、
危
険
な
諸
情
欲
に
媚
び
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
負
の
側
面
を
強
調
し
た
際
、
そ
の
適
応
は

「
国
家
社
会
主
義
的
哲
学
（la philosophie nationale-socialiste

）」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
た（（30
（

。
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
も
、

既
述
の
よ
う
に
「
国
家
社
会
主
義
（national-socialism

e

）」
と
表
現
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ナ
チ
ス
の
躍
進
を
「
地
の
力
」

の
作
用
の
具
体
的
事
例
と
し
て
紹
介
し
て
い
た
。
同
時
代
の
政
治
社
会
に
照
応
す
る
な
ら
、
こ
の
「
国
家
社
会
主
義
」
の
言
葉
が
、

前
述
し
た
通
り
会
議
が
開
催
さ
れ
た
年
の
初
頭
に
政
権
を
掌
握
し
た
ナ
チ
ス
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
昭

和
八
年
一
月
に
政
権
を
獲
得
し
た
ナ
チ
ス
は
、
同
三
月
に
は
授
権
法
（
全
権
委
任
法
）
を
成
立
さ
せ
大
幅
な
立
法
権
を
掌
握
し
、
同

七
月
に
は
ナ
チ
ス
党
以
外
の
政
党
の
存
続
結
成
を
禁
止
す
る
政
党
結
成
禁
止
法
を
成
立
さ
せ
一
党
体
制
を
確
立
し
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
代
表
さ
れ
る
全
体
主
義
体
制
の
生
起
を
欧
州
の
危
機
と
捉
え
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
相
当
踏
み
込
む

言
及
を
し
て
い
た
の
は
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
大
学
の
言
語
文
献
学
教
授
ヴ
ィ
ゴ
・
ブ
ロ
ン
ダ
ル（（31
（

で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
同
時
代
の
欧
州

に
発
生
し
つ
つ
あ
る
危
険
な
兆
候
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
戦
時
体
制
が
強
化
さ
れ
て
い
く
状
況
下
の
日
本
に
と
り
比
較
照
応

の
対
象
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
政
治
」
と
対
峙
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
文
人
に
参
考
に
な
る
内
容
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
ス

ド
イ
ツ
の
体
制
下
、
言
論
空
間
に
苛
烈
な
抑
圧
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
の
認
識
は
、
既
述
の
正
宗
白
鳥
や
徳
田
秋
声
が
発
し
た
一
節

か
ら
も
窺
え
た
。（（31
（

ま
た
、
文
芸
懇
話
会
賞
差
し
替
え
を
文
芸
統
制
の
前
兆
と
批
判
し
た
前
出
の
『
読
売
』
の
石
浜
の
記
事
も
、
ナ
チ

ス
ド
イ
ツ
の
文
芸
統
制
に
言
及
し
て
い
た
。
社
会
に
関
与
し
た
本
格
小
説
を
模
索
し
、
文
壇
へ
の
統
制
に
神
経
質
に
な
っ
て
い
た
佐
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藤
か
ら
す
れ
ば
、
ナ
チ
ス
の
よ
う
な
全
体
主
義
体
制
下
の
言
論
空
間
の
実
際
に
つ
い
て
関
心
は
高
か
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
少

し
長
く
な
る
が
、
ブ
ロ
ン
ダ
ル
の
発
言
の
抜
粋
を
意
訳
し
な
が
ら
紹
介
し
て
み
た
い
。

　

欧
羅
巴
精
神
の
可
能
性
と
諸
条
件
を
吟
味
す
る
と
、
必
ず
し
も
よ
り
良
き
方
向
に
な
い
こ
と
を
了
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ

は
、
未
だ
に
世
界
大
戦
の
影
に
覆
わ
れ
る
中
に
生
き
て
い
て
、
戦
争
は
い
わ
ば
経
済
危
機
の
形
で
生
き
延
び
て
い
る
。
戦
時
の
体
制
が
、
欧

州
列
強
の
い
く
つ
か
の
国
で
ま
た
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
戒
厳
令
が
布
か
れ
、
憲
法
で
保
証
さ
れ
て
い
る
も
の
が
停
止
さ
れ
、
新

聞
雑
誌
の
み
か
文
学
作
品
さ
え
も
検
閲
さ
れ
、
立
法
府
が
廃
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
平
時
に
、
政
治
、
経
済
、
社
会
的
生
活
ば
か
り
か
、

精
神
的
生
活
さ
え
も
含
む
、
全
て
を
包
摂
す
る
一
種
の
全
体
主
義
的
政
体
（une espèce d’état totalitaire

）（
（31
（

が
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
る
。（

（31
（

　

政
治
的
な
る
も
の
は
わ
れ
わ
れ
に
関
係
な
い
の
で
、
欧
州
大
陸
で
行
わ
れ
て
い
る
諸
政
治
形
態
、
独
裁
的
乃
至
そ
の
他
の
形
態
に
つ
い
て

批
判
は
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
所
謂
全
体
主
義
政
体
（de cet E

tat dit totalitaire

）
―
―
之
は
屡
々
、
国
民
主
義
的
並
び
に
軍
国
主
義

的
理
想
の
神
格
化
に
他
な
ら
な
い
が
―
―
は
、
そ
の
名
に
於
い
て
、
人
々
の
一
切
を
知
的
乃
至
精
神
的
な
こ
と
さ
え
も
政
治
に
帰
せ
し
め
よ

う
と
欲
す
る
。
個
人
、
機
関
、
思
想
、
一
切
が
政
治
に
奉
仕
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
一
切
が
従
い
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　

か
く
し
て
、
大
学
、
学
会
、
教
会
等
の
諸
々
の
機
関
が
国
家
に
か
し
づ
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
文
藝
、
芸
術
、
学
術
の
領
域
に
於
け

る
精
神
の
所
産
諸
々
の
思
想
が
、
国
家
の
或
る
主
義
に
適
合
す
べ
く
枉
げ
ら
れ
た
。
就
中
、
一
国
民
、
甚
し
き
は
一
政
党
讃
美
の
た
め
に
、

学
校
用
に
編
纂
さ
れ
た
人
種
的
生
物
学
及
び
歴
史
を
思
う
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
精
神
に
対
す
る
罪
悪
で
あ
る
以
上
、
極
め
て
重
大
な
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
直
ち
に
反
欧
羅
巴
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
危
険
極
ま
る
こ
と
で
あ
る
。（

（31
（

　

個
人
を
迫
害
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
彼
等
が
艱
難
の
裡
に
厳
然
、
悠
然
、
毅
然
と
し
て
い
る
こ
と
を
妨
げ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
彼

等
を
放
逐
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
彼
等
を
快
く
迎
え
入
れ
る
国
々
に
あ
っ
て
彼
等
が
精
神
の
豊
か
な
実
を
結
ば
せ
る
こ
と
を
妨
げ
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
個
人
を
退
治
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
自
由
な
他
の
者
が
再
び
生
ま
れ
出
る
の
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
化
的
機
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関
に
関
し
て
も
、
之
を
押
さ
え
つ
け
る
こ
と
は
矢
張
り
空
し
く
終
わ
り
、
教
会
は
超
国
家
的
部
分
を
保
存
す
る
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
、
亡
び
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
一
国
家
の
監
視
下
に
局き
ょ
く

蹐せ
き

す
る
学
会
な
ど
は
、
も
は
や
学
会
に
無
視
さ
れ
、
徹
底
的
に
御
用
化
し
た
大
学
な
ど
は
、

世
界
の
大
学
か
ら
も
は
や
大
学
と
は
認
め
ら
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
学
問
に
至
っ
て
は
、
批
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
無

智
で
罪
の
な
い
民
衆
用
に
作
ら
れ
た
似
非
、
非
学
問
は
、
国
際
的
な
学
問
に
お
い
て
は
死
文
字
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ル
マ
ン
民
族
と
か
ラ

テ
ン
民
族
と
か
ス
ラ
ブ
民
族
と
か
の
概
念
は
、
久
し
い
以
前
に
信
憑
す
る
に
足
る
評
家
に
よ
っ
て
葬
り
去
ら
れ
た
こ
と
は
、
何
び
と
も
知
る

所
で
あ
る
。
他
方
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
主
義
的
史
家
は
、
本
来
、
そ
の
自
国
を
離
れ
て
は
決
し
て
物
の
数
に
、
は
い
ら
ぬ
も
の
と
心
得
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。（

（31
（

　

こ
の
よ
う
に
脅
か
さ
れ
た
理
知
性
は
無
防
備
で
は
な
い
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
の
知
的
協
働
に

関
す
る
真
の
一
道
徳
、
精
神
を
建
設
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
、
更
に
深
き
分
析
や
厳
重
な
自
己
検
討
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
に
認
識
す
べ
き
根
本
的
原
理
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
は
、
精
神
の
共
通
性
、
第
二
に
、
欧
羅
巴
諸
民
族
の
相
互
の
緊
密
な
依
存
、

第
三
に
、
欧
羅
巴
の
大
い
な
る
伝
統
の
顕
著
な
る
共
通
性
で
あ
る
。
そ
の
伝
統
に
は
、
希
臘
の
伝
統
、
羅
馬
の
伝
統
、
猶
太
の
三
つ
の
伝
統

が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。（

（31
（

　

そ
の
一
方
で
気
を
つ
け
る
べ
き
こ
と
の
第
一
は
、
国
民
一
般
が
、
己
が
優
越
性
を
、
自
国
の
英
雄
の
勲
功
や
、
学
者
の
発
明
や
、
芸
術
家

の
作
品
を
通
じ
、
容
易
に
証
明
し
て
見
せ
た
と
し
て
も
、
そ
の
優
越
性
は
極
め
て
明
白
な
場
合
に
於
い
て
す
ら
、
何
等
絶
対
的
で
な
く
相
対

的
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
文
明
大
民
族
は
、
一
般
に
知
的
覇
権
を
目
指
し
宣
伝
に
よ
っ
て
精
神
的
至
上
権
を
己
が
掌
中
に
確
保
し
よ
う
と

す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
国
民
を
称
え
、
特
に
自
国
民
を
讃
え
な
が
ら
国
民
を
人
類
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
危

険
な
誤
謬
で
あ
る
。（

（31
（

　

以
上
の
よ
う
に
ブ
ロ
ン
ダ
ル
は
、
名
指
し
こ
そ
避
け
な
が
ら
も
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
代
表
さ
れ
る
全
体
主
義
体
制
下
で
生
起
し
て
い

る
種
々
の
弊
害
を
挙
げ
論
難
し
て
い
た
。
全
体
主
義
体
制
下
の
政
治
が
、
学
術
、
文
藝
、
芸
術
の
分
野
を
い
か
に
統
制
し
て
い
く
か
、

そ
の
中
で
生
ま
れ
る
作
品
が
い
か
に
空
虚
で
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
か
を
指
摘
し
て
い
た
。
ナ
チ
ス
体
制
の
よ
う
に
政
治
の
力
が
強
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く
な
る
状
況
下
、
文
藝
が
ど
う
い
う
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
か
を
示
唆
し
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
発
言
を
所
収
し
た
翻
訳
書
『
精
神

の
将
来
（
欧
州
の
精
神
）』
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
本
書
を
、
新
官
僚
松
本
が
発
起
し
て
設
立
さ
れ
た
文
藝
懇
話
会
が
推

薦
し
て
い
た
こ
と
を
特
記
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
本
格
小
説
を
目
指
し
統
制
に
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
た
佐
藤
に
は
、
関
心
を
抱
か

せ
る
、
参
考
に
な
る
内
容
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

ま
た
、
ブ
ロ
ン
ダ
ル
が
発
し
た
、
国
際
的
な
学
問
に
お
い
て
は
死
文
字
に
等
し
い
「
無
智
で
罪
の
な
い
民
衆
用
に
作
ら
れ
た
似
非
、

非
学
問
」
の
一
節
は
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
が
「
民
衆
」
を
取
り
込
む
対
象
に
据
え
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
た
。
ブ
ロ
ン
ダ
ル
に
限

ら
ず
、
ナ
チ
ス
が
発
展
し
た
技
術
を
「
民
衆
」
を
取
り
込
む
た
め
巧
み
に
利
用
し
、
そ
れ
に
成
功
し
つ
つ
あ
る
こ
と
へ
の
警
戒
を
窺

わ
せ
る
発
言
を
す
る
者
も
い
た
。
そ
も
そ
も
、
科
学
技
術
の
発
展
や
産
業
の
発
達
は
、
各
国
間
の
相
互
交
流
を
促
進
す
る
作
用
を
も

た
ら
す
側
面
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
は
、
交
通
機
関
の
発
達
は
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
地
点
間
の
直
接
の
接
触
を

可
能
に
し
、
す
べ
て
の
人
を
隣
人
に
し
て
、
時
代
精
神
は
地
球
全
体
の
精
神
に
な
っ
た
と
説
い
て
い
た
。（（31
（

同
様
に
、
マ
ー
チ
ン
も
、

一
九
世
紀
の
進
展
は
、
諸
々
の
事
実
を
国
際
化
し
た
と
説
き
な
が
ら
、
交
通
手
段
の
増
大
は
、
各
国
間
の
接
触
を
一
段
と
緊
密
に
し
、

経
済
的
産
業
的
理
由
か
ら
相
互
に
必
要
な
関
係
が
構
築
さ
れ
、
国
土
は
相
互
依
存
に
な
り
自
給
自
足
で
は
や
っ
て
い
け
な
く
な
っ
た

と
解
説
し
て
い
た
。（（31
（

こ
の
よ
う
に
交
通
手
段
の
発
達
は
、
国
境
を
超
え
た
交
流
を
盛
ん
に
し
相
互
依
存
と
一
体
性
を
加
速
し
、
欧
羅

巴
精
神
を
確
固
と
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
産
業
の
発
達
は
メ
デ
ィ
ア
関
係
の
技
術

に
も
進
歩
を
も
た
ら
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
家
エ
マ
ヌ
エ
ル
・
ド
・
ラ
ス
―

カ
ー
ズ（（32
（

は
、
印
刷
や
ラ
ジ
オ
等
の
種
々
の
メ
デ
ィ
ア
関

連
の
手
段
と
力
が
活
用
さ
れ
、
こ
れ
を
武
器
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
旧
習
打
破
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
た（（32
（

。

　

他
方
、
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
関
連
技
術
の
進
歩
は
、「
民
衆
」
に
働
く
装
置
と
し
て
、
反
理
知
的
衝
動
を
搔
き
立
て
、
そ
れ
に
乗

じ
る
組
織
や
団
体
の
結
束
を
短
期
間
に
強
固
に
す
る
負
の
作
用
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
者
も
い
た
。
例
え
ば
、
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク

は
、
基
督
教
迫
害
の
時
代
に
、
マ
イ
ク
や
電
話
や
ラ
ジ
オ
が
あ
っ
た
ら
、
た
と
え
塋カ
タ
コ
ン
ブ窟
が
あ
ろ
う
と
基
督
教
の
撲
滅
は
免
れ
な
か
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っ
た
し
、
理
智
的
人
々
の
決
議
は
、
数
百
万
の
大
衆
と
そ
れ
を
率
い
る
指
導
者
の
嗤
い
を
買
う
だ
け
で
あ
っ
た
ろ
う
と
予
想
し
て
い

る
。（（32
（

ホ
イ
ジ
ン
ガ
も
、
技
術
の
進
歩
は
、
異
な
る
団
体
を
迅
速
に
集
合
鞏
固
に
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
諸
団

体
は
、
狂
気
と
罪
悪
を
、
知
恵
と
法
規
と
同
等
に
、
或
は
そ
れ
以
上
に
よ
く
利
用
し
て
い
る
と
警
告
す
る
。（（32
（

具
体
的
論
及
は
避
け
て

い
る
が
、
同
時
代
の
欧
州
に
生
き
る
少
な
か
ら
ざ
る
知
識
人
に
は
、
そ
れ
が
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
躍
進
を
念
頭
に
置
い
た
指
摘
で
あ
る

こ
と
は
明
か
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ナ
チ
ス
は
、
メ
デ
ィ
ア
関
連
の
技
術
進
歩
を
巧
み
に
活
用
し
な
が
ら
狂
気
と
罪
悪
の
下
、
諸
組
織
の

統
合
を
急
速
に
果
た
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
が
、
そ
れ
へ
の
警
戒
感
を
滲
ま
せ
る
一
節
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
参
加
者
の
発
言
の
中
に
は
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
全
体
主
義
勢
力
の
躍
進
を
警
戒
し
、
そ
れ
へ
の
批

判
的
姿
勢
を
滲
ま
せ
る
文
言
を
発
す
る
者
が
い
た
が
、
既
述
の
よ
う
に
ブ
ロ
ン
ダ
ル
は
、
政
治
的
な
る
も
の
は
我
々
に
関
係
な
い
の

で
、
欧
州
大
陸
で
行
わ
れ
て
い
る
諸
政
治
形
態
、
独
裁
的
乃
至
そ
の
他
の
形
態
に
つ
い
て
批
判
は
し
な
い（（32
（

と
発
言
し
て
い
た
。
会
議

で
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ズ
ム
の
政
治
体
制
を
名
指
し
で
直
接
論
及
す
る
こ
と
は
回
避
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

既
述
の
よ
う
に
ハ
ク
ス
リ
ー
が
、
反
理
知
主
義
は
危
険
な
諸
情
欲
に
媚
び
こ
れ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
本
質
と
述
べ
な
が
ら
、
そ
の

一
事
例
は
「
国
家
社
会
主
義
的
哲
学
」
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
婉
曲
表
現
に
止
め
て
い
た
の
も
、
そ
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
議
長
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
ハ
ク
ス
リ
ー
の
発
言
を
「
諧
謔
溢
れ
る
演
説
」
と
評
価
を
し
つ
つ
も
、「
特
殊
な
一
点
に
就
き

若
干
の
制
限
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
、
貴
下
が
暫
時
触
れ
ら
れ
た
政
治
的
領
域
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
能
ふ
限
り
、

立
ち
入
る
べ
き
で
は
な
い
」（（32
（

と
の
警
告
を
発
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
ダ
ヤ
系
数
理
哲
学
者
の
レ
オ
ン
・
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク（（32
（

は
、
こ
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
牽
制
に
反
論
し
ハ
ク
ス
リ
ー
を
擁
護
す
る
見
解
を
述
べ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に（（32
（

、
政
治
の
領

域
に
は
踏
み
込
ま
な
い
と
い
う
議
長
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
自
己
規
制
に
不
満
を
抱
く
参
加
者
は
少
な
か
ら
ず
い
た
。

　

そ
の
不
満
を
よ
り
明
確
に
述
べ
た
の
が
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
で
詩
人
の
ジ
ュ
ー
ル
・
ロ
マ
ン
で
あ
っ
た
。
ロ
マ
ン
は
政
治
方
面
の
こ

と
を
討
議
よ
り
遠
ざ
け
る
こ
と
が
当
初
よ
り
申
し
合
わ
さ
れ
た
、
そ
の
動
機
に
一
定
の
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、
討
議
が
徒
爾
に
終
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わ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
。
ロ
マ
ン
は
、「
政
治
」
が
殆
ど
除
外
さ
れ
代
わ
っ
て
入
っ
て
き
た
の
が
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
」
で
あ
っ

た
と
す
る
。
多
難
な
る
時
期
に
あ
ら
ゆ
る
題
目
に
就
い
て
身
を
危
う
く
す
る
こ
と
な
く
話
す
術
を
称
し
て
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
」、
之

は
精
神
の
代
表
者
等
の
一
時
的
安
泰
に
は
、
限
り
な
く
役
立
つ
術
と
皮
肉
る
。（（32
（

こ
の
会
議
自
体
が
、
抽
象
的
議
論
に
止
ま
り
、
政
治

に
論
及
す
る
際
も
具
体
的
な
名
指
し
は
避
け
婉
曲
表
現
が
駆
使
さ
れ
て
い
た
が
、
ロ
マ
ン
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
危
険
回
避
の
た
め

の
方
便
で
あ
り
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
」
の
術
と
称
す
こ
と
が
で
き
揶
揄
の
対
象
で
あ
っ
た
。
言
論
統
制
を
回
避
す
る
方
策
と
し
て
、
小

林
に
論
難
さ
れ
な
が
ら
も
歴
史
小
説
を
模
索
し
苦
闘
し
て
い
た
佐
藤
が
、
こ
の
箇
所
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
か
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　

ロ
マ
ン
は
、
欧
羅
巴
精
神
の
全
問
題
は
欧
羅
巴
の
現
実
に
従
属
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
見
て
見
ぬ
振
り
を
す
る
こ

と
に
は
偽
善
が
あ
る
と
も
思
量
す
る
。

　

我
々
は
、
精
神
に
と
つ
て
極
め
て
世
知
辛
い
時
代
に
い
る
。
自
分
が
自
ら
の
思
想
の
た
め
火
刑
台
上
に
登
ら
ぬ
間
は
、
上
る
こ
と
を
躊
躇

し
て
い
る
人
々
を
厳
し
く
批
判
す
る
権
利
は
な
い
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
デ
カ
ル
ト
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
偉
大
な
る
人
物
も
、
迫
害

を
避
け
或
は
之
を
耐
え
得
る
程
度
に
縮
小
す
る
た
め
に
、
そ
の
昔
、
大
い
に
用
心
し
た
。
若
し
、
自
分
に
そ
の
手
段
が
な
い
と
思
え
ば
抗
う

こ
と
な
く
、
突
風
を
遣
り
過
ご
す
こ
と
を
容
認
す
る
。
若
し
、
中
世
に
生
き
る
な
ら
、
野
蛮
な
王
に
抗
議
宣
言
す
る
こ
と
は
、
空
想
的
で
狂

気
染
み
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
他
の
人
々
の
如
く
大
道
よ
り
遠
ざ
か
っ
た
僧
院
に
で
も
身
を
潜
め
、
世
間
か
ら
忘
れ
ら
れ
よ
う
と
努
め
た
で

あ
ろ
う
。

　

欧
羅
巴
に
お
い
て
は
、
精
神
は
ひ
た
す
ら
身
を
潜
め
、
口
を
緘
し
て
、
待
つ
に
如
く
は
な
い
こ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
説
い
て
い

た
。（（32
（

日
本
に
お
い
て
も
、
統
制
を
回
避
す
る
た
め
世
俗
の
世
界
か
ら
逃
避
す
る
文
人
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
一
節
で
あ
っ
た
。
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ロ
マ
ン
は
、
会
議
に
自
己
規
制
を
か
け
る
こ
と
に
一
定
の
理
解
を
示
し
な
が
ら
、
討
議
の
題
目
か
ら
政
治
が
除
外
さ
れ
、
自
由
な

精
神
ま
で
が
制
約
を
受
け
て
い
る
状
況
を
難
じ
て
い
た
。
言
論
に
自
己
規
制
を
か
け
萎
縮
さ
せ
る
難
を
衝
き
つ
つ
、
そ
う
し
た
状
況

下
で
文
人
が
処
す
べ
き
対
応
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
精
神
が
権
威
を
失
墜
し
て
い
る
状
況
下
、
精
神
の
暗
示
と
言
っ

て
も
、
用
心
深
く
遠
ま
わ
し
で
慎
ま
し
や
か
な
の
で
、
喧
騒
が
狂
奔
す
る
中
で
民
衆
の
注
意
を
引
き
留
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ

う
と
も
主
張
し
て
い
た
。（（33
（

　

既
述
の
ハ
ク
ス
リ
ー
の
発
言
に
対
す
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
注
意
喚
起
は
、
早
い
段
階
で
発
せ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
会
議
全
体
の
議
論

を
抑
制
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
会
議
後
に
予
定
さ
れ
て
い
る
欧
羅
巴
研
究
連
盟
の
活
動
に
不
必
要
な
干
渉
が
起
こ
り
混

乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ロ
マ
ン
が
「
精
神
に
と
つ
て
極
め
て
世
知
辛
い
時
代
に
い
る
」
と
の
発
言
は
、

種
々
の
干
渉
や
妨
害
が
起
き
や
す
い
時
流
を
象
徴
し
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
会
議
に
お
い
て
文
人
が
、
政
治
の
具
体
的
問
題
に
関
与
し
言
及
す
る
こ
と
に
神
経
を
使
う
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

前
章
ま
で
に
紹
介
し
た
同
時
代
の
日
本
の
言
論
空
間
に
近
似
し
て
い
た
。「
統
制
」
と
い
う
壁
を
意
識
し
な
が
ら
、「
地
の
鹽
」
を
求

め
社
会
に
関
与
す
る
創
作
を
模
索
し
て
い
た
文
人
佐
藤
が
関
心
を
寄
せ
、
神
経
を
使
っ
て
い
た
課
題
で
も
あ
る
。
第
2
章
で
紹
介
し

た
よ
う
に
、
佐
藤
は
海
外
の
言
論
空
間
は
日
本
ほ
ど
狭
く
は
な
い
だ
ろ
う
と
書
い
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
言
論
統
制
の
内
外
比
較
が

彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
国
は
別
と
し
て
、
統
制
に
神
経
を
使
う
度
合
い
は
低
か
っ
た
と
想

像
さ
れ
る
欧
州
で
あ
る
が
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
会
議
の
議
論
が
政
治
問
題
に
流
れ
る
こ
と
を
嫌
い
、
そ
れ
に
抑
制
を
か
け
て
い
た
。
そ

れ
は
、
詩
人
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
「
政
治
」
に
対
峙
す
る
際
の
姿
勢
、
彼
の
「
政
治
」
と
の
距
離
感
に
も
起
因
し
て
い
た
。
戦
時
体
制
が

強
化
さ
れ
る
過
程
で
は
、
政
治
が
言
論
空
間
に
統
制
を
か
け
て
く
る
度
合
い
は
強
く
な
っ
て
い
く
が
、
そ
の
中
で
文
人
が
い
か
に
政

治
に
対
処
し
て
い
く
か
は
、
佐
藤
に
限
ら
ず
国
境
を
越
え
同
時
代
の
日
本
の
文
人
が
抱
え
る
課
題
で
も
あ
っ
た
。（（33
（

　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
検
討
す
べ
き
欧
羅
巴
精
神
と
い
う
「
精
神
」
を
「
政
治
」
的
な
具
体
的
事
象
と
は
別
個
に
、
別
次
元
に
捉
え
よ
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う
と
し
て
い
た
。
し
か
も
、
前
者
の
「
精
神
」
を
高
次
の
事
象
と
し
て
、
後
者
の
現
実
の
「
政
治
」
を
低
次
の
事
象
に
位
置
づ
け
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
欧
羅
巴
精
神
と
い
う
「
精
神
」
を
探
究
す
る
際
に
、
現
実
の
政
治
問
題
に
論
が
及
ぶ
と
議
論
が
低
次
元
に
堕

す
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
ロ
マ
ン
の
不
満
に
改
め
て
抗
す
る
か
の
よ
う
に
、
閉
会
の
辞
の
中
で
も
説
い
て
い
た

が
、
そ
れ
は
、
詩
人
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
「
政
治
」
へ
の
対
峙
の
仕
方
を
典
型
的
に
示
し
て
い
た
。
意
訳
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

ロ
マ
ン
は
雄
弁
に
政
治
に
つ
い
て
話
し
た
が
、
私
は
、
政
治
的
行
動
、
政
治
的
諸
形
式
を
低
き
価
値
で
あ
り
精
神
の
低
き
活
動
で
あ
る
と

観
る
。
理
由
は
、
政
治
は
自
動
現
象
や
神
話
や
精
神
の
あ
ら
ゆ
る
魔
（
デ
モ
ン
）
に
対
す
る
作
用
に
よ
っ
て
し
か
存
在
し
得
ぬ
も
の
と
考
え
、

個
人
的
に
は
制
御
し
祓
ひ
清
め
よ
う
と
努
め
る
も
の
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
か
ら
一
掃
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
も
の
と
す
る
。
政
治
に
あ
っ
て

な
さ
れ
る
推
理
は
、
お
粗
末
な
抽
象
と
無
意
識
の
慣
習
と
に
立
脚
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
直
接
に
し
て
純
粋
な
行
動

に
身
を
委
ね
る
瞬
間
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
斥
け
追
い
や
る
如
き
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
、
こ
こ
に
見
出
す
。（

（33
（

　

既
述
の
よ
う
に
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
は
、
精
神
と
政
治
を
別
個
に
考
え
、
し
か
も
政
治
を
低
次
の
事
象
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
が
、

ヴ
ァ
レ
リ
ー
も
同
様
に
、
政
治
的
行
動
を
精
神
の
低
き
価
値
と
活
動
の
所
産
と
断
じ
て
い
た
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
と
り
「
政
治
」
の
領

域
は
、
精
神
を
扱
う
文
人
が
関
与
を
忌
避
し
距
離
を
置
く
べ
き
、
近
づ
け
ば
精
神
が
汚
染
さ
れ
る
嫌
悪
の
対
象
と
さ
え
捉
え
て
い
る

こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
た
。

第
4
節　

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
相
剋
と
調
和

　
「
欧
羅
巴
精
神
」
と
い
う
国
境
を
越
え
た
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
精
神
と
、
民
族
や
国
家
を
基
礎
に
し
た
国
民
感
情

と
い
う
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
精
神
を
、
対
抗
軸
に
置
い
て
見
る
な
ら
ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
の
欧
州
の
歴
史
は
、
精
神
分
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野
で
前
者
か
ら
後
者
へ
の
重
心
移
動
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
時
代
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
移
行
へ
の
危

機
意
識
が
会
議
の
底
流
に
な
が
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「
欧
羅
巴
精
神
」
の
再
検
討
が
目
指
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
過
程
で
「
欧
羅
巴

精
神
」
に
対
峙
す
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
も
議
論
の
対
象
に
な
っ
た
が
、
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
そ
の
内
容
は
種
々
の
観
点
か
ら

論
及
さ
れ
論
者
に
よ
る
差
異
が
あ
っ
た
。
ハ
ク
ス
リ
ー
は
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
本
質
に
危
険
な
情
欲
に
媚
び
る
反
理
知
主
義

を
見
る
と
と
も
に
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
連
関
し
て
言
語
に
よ
る
分
断
を
、
さ
ら
に
は
反
理
知
主
義
の
担
い
手
と
も
言
え
る

「
民
衆
」
の
存
在
を
通
じ
て
、
そ
の
負
の
側
面
へ
の
論
及
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
「
欧
羅
巴
精
神
」
に
対
峙
す
る
「
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
」
を
問
題
視
す
る
見
解
は
ハ
ク
ス
リ
ー
に
限
ら
ず
種
々
の
参
加
者
に
よ
り
言
及
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
議
論
の
中
で
「
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
存
在
自
体
が
全
否
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
「
イ
ン
タ

ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
換
言
で
き
る
、
民
族
や
国
家
を
重
視
す
る
精
神
と
そ
れ
ら
を
超
え
た
連
帯
を
希
求
す
る
欧
羅
巴
精
神
と
の

関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
が
論
点
と
し
て
浮
上
す
る
。
以
下
、

こ
の
こ
と
に
注
目
し
つ
つ
主
要
な
議
論
を
改
め
て
確
認
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
議
長
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
既
述
の
よ
う
に
普
遍
的
感
情
に
基
づ
く
「
欧
羅
巴
精
神
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
欧
州
に
合

一
よ
り
分
離
、
普
遍
よ
り
個
別
の
機
運
が
抬
頭
し
て
い
る
こ
と
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

は
「
欧
羅
巴
精
神
」
に
挑
戦
し
対
峙
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
か
ら
派
生
す
る
「
国
民
的
」

な
る
も
の
を
全
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
己
が
裡
に
二
人
の
人
物
が
い
て
或
る
時
は
国
民
的
人
物
が
、
或
る
時
に
は
欧
羅
巴

的
人
物
が
現
れ
て
来
て
応
答
す
る
と
説
く
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
発
言
は
そ
れ
を
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
た
。
欧
州
に
は
各
々
異
な
る
精
神

を
抱
く
二
者
が
並
存
し
て
い
る
と
も
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
表
現
す
る
。
一
人
は
国
民
的
伝
統
を
基
礎
に
置
い
た
個
別
的
精
神
、
自
国
語
を

話
し
、
己
が
国
民
的
伝
統
の
裡
に
閉
じ
籠
め
ら
れ
て
い
る
者
で
あ
る
。
も
う
一
人
は
「
欧
羅
巴
精
神
」
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
普

遍
的
精
神
、
欧
羅
巴
一
般
の
教
養
を
有
し
人
智
に
あ
る
最
も
美
し
き
も
の
一
切
、
最
も
有
効
な
若
し
く
は
真
な
る
も
の
一
切
の
普
遍
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的
感
情
を
抱
く
者
で
あ
る
。
従
前
は
、
両
者
を
総
合
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
少
く
と
も
合
一
に
向
う
よ
う
に
見
え
た
が
、
今
日

で
は
分
離
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
と
の
危
機
意
識
を
示
し
て
い
た
。（（33
（

　

こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、「
欧
羅
巴
精
神
」
を
国
民
感
情
の
複
合
体
と
捉
え
て
い
た
。（（33
（

偉
大
な
観
念
は
異
文
化

の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
て
、
そ
の
観
念
が
偉
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
外
来
の
存
在
は
認
め
ら
れ
る
は
ず
で

あ
る
と
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
主
張
は
、
国
民
的
伝
統
を
基
礎
に
置
い
た
個
別
的
精
神
の
意
義
を
前
提
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例

え
ば
、
文
藝
の
部
門
に
於
い
て
、
シ
ェ
イ
ク
ピ
ア
ほ
ど
英
国
的
な
も
の
は
な
い
が
、
同
時
に
、
こ
の
詩
人
に
は
、
古
代
や
仏
蘭
西
の

影
響
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
な
ど
が
沁
み
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
現
今
は
、
国
外
で
創
ら
れ
た
も
の
、
外
来
の
も
の
を
注
ぎ
入
れ
て
制
作

構
成
す
る
こ
と
を
め
ぐ
り
、
明
確
に
確
認
は
で
き
な
い
が
一
種
の
反
動
運
動
や
防
御
運
動
が
行
わ
れ
て
い
る（（33
（

。「
国
民
的
」
と
言
わ

れ
る
個
々
の
文
化
は
偉
大
ゆ
え
に
、
外
か
ら
異
な
る
文
化
が
流
入
す
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
反
発
し

た
り
抑
止
し
た
り
す
る
動
き
に
警
告
を
発
し
て
い
た
。「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
、
そ
の
交
流
を
阻
害
す
る
作
用
を
果
た
す
時
、
批

判
の
俎
上
に
上
げ
ら
れ
る
も
の
の
、「
欧
羅
巴
精
神
」
は
、
元
来
個
別
の
国
民
感
情
を
基
礎
に
置
く
文
化
の
交
流
に
よ
り
形
成
さ
れ

進
歩
し
て
き
た
と
の
考
え
に
立
っ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
「
欧
羅
巴
精
神
」
を
国
民
的
複
合
体
と
考
え
る
見
解
は（（33
（

、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
も
同
様
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
歴
史
家
と
し
て

欧
羅
巴
精
神
の
形
成
過
程
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
そ
の
特
徴
を
解
説
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
一
八
世
紀
及
び
人
文
主
義
の
直
系
の
相
続

人
で
あ
る
こ
と
を
誇
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
人
文
主
義
者
は
、
確
信
を
持
っ
た
国
際
主
義
者
で
は
な
く
、
諸
国
家
の
反
目
を
超
え

て
、
古
典
的
理
想
と
芸
文
と
の
崇
拝
の
裡
に
、
欧
羅
巴
精
神
の
共
通
性
を
創
り
出
し
て
き
た
。（（33
（

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
文
明

の
国
民
的
差
異
を
集
め
て
能
く
之
を
調
和
さ
せ
る
欧
羅
巴
主
義
の
た
め
に
、
真
の
文
化
に
立
脚
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
更
に
高
尚

な
要
素
を
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
力
説
す
る
。（（33
（

ホ
イ
ジ
ン
ガ
も
、
そ
の
高
尚
な
要
素
の
意
義
を
認
め
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
全
否
定

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
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カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
は
、
前
述
の
「
地
の
力
」
の
具
体
的
事
象
と
は
異
な
る
次
元
に
「
人
類
の
精
神
」
を
措
定
し
な
が
ら
大
略
、
次

の
よ
う
に
説
い
て
い
た
。
い
か
な
る
国
民
、
宗
教
、
政
治
組
織
も
、
人
類
の
制
限
さ
れ
た
「
地
」
な
る
も
の
の
一
表
現
に
過
ぎ
ず
、

そ
れ
ら
は
、
互
い
に
矛
盾
し
相
争
い
、
人
間
の
可
能
性
の
総
体
を
表
現
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
ら
に
先
住
し
個
人
の
内
奥
に
存
在
し

て
い
た
の
が
「
人
類
の
精
神
」
で
あ
る
と
す
る
。（（33
（

し
か
し
、
近
時
の
普
遍
主
義
は
、
こ
の
「
地
」
の
具
体
的
事
象
の
差
異
や
対
立
を

考
慮
に
入
れ
な
か
っ
た
の
で
荒
唐
無
稽
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
来
、
各
国
に
お
い
て
相
異
な
る
精
神
的
価
値
が
育
て
ら
れ
た
上
に
、

人
類
の
一
宇
宙
が
形
成
さ
れ
る
。「
精
神
」
の
深
処
に
於
い
て
相
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
の
広
大
な
共
同
社
会
が
形
成
さ
れ
る
。

相
異
な
る
言
語
の
裡
に
、
各
自
は
同
じ
目
的
、「
精
神
」
の
新
し
き
治
世
の
君
臨
の
た
め
に
盡
瘁
す
る
。（（34
（

一
の
「
深
奥
な
る
諸
精
神

の
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」、
即
ち
「
国
民
主
義
的
諸
国
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（l’Internationale des N

ations 

N
ationalistes

）」
達
成
に
向
か
う
重
要
な
る
一
里
塚
と
し
て
、
会
議
が
欧
羅
巴
精
神
の
探
求
を
行
う
こ
と
を
発
議
し
た
こ
と
に
敬
意

を
表
す
と
主
張
し
て
い
た
。（（34
（

　
「
地
の
力
」
を
基
礎
に
置
く
、
各
国
民
、
各
民
族
の
具
体
的
事
象
の
矛
盾
と
対
立
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
個
人
の
内
奥
に
存
す
る

「
人
類
の
精
神
」
に
よ
る
総
合
を
希
求
す
る
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
演
説
末
尾
の
「
国
民
主
義
的
諸
国
の
イ
ン
タ

ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
の
発
言
を
読
む
限
り
、
各
国
の
相
異
な
る
精
神
的
価
値
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
国
民
主
義
的

諸
国
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
い
う
普
遍
的
精
神
へ
と
昇
華
す
る
の
か
詳
細
な
説
明
は
な
く
、
予
定
調
和
の
楽
観
的
と
も
言
え

る
見
解
で
あ
っ
た
。
欧
羅
巴
精
神
を
国
民
精
神
の
複
合
体
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
後
者
か
ら
前
者
の
調
整
統
合
過
程
で
、
国

民
的
な
る
も
の
は
変
容
さ
せ
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
毀
損
さ
れ
る
の
か
否
か
が
、
議
論
の
争
点
に
な
る
。（（34
（

　

ド
・
モ
ン
ズ
ィ
は
、
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
が
言
う
「
地
の
力
」
を
基
礎
に
置
く
伝
統
や
風
習
を
抹
梢
し
統
一
を
図
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
抹
消
し
よ
う
と
努
力
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
競
合
を
利
用
す
べ
き
と
説
く
。
例
え
ば
、
中
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央
欧
羅
巴
の
或
る
国
々
で
、
学
校
教
育
の
宗
門
よ
り
の
独
立
を
一
律
に
す
る
交
渉
を
し
た
が
、
或
る
種
の
地
方
的
宗
教
儀
式
を
消
滅

さ
せ
る
こ
と
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
。（（34
（

個
々
の
風
習
や
風
土
を
標
準
化
の
た
め
に
統

合
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
り
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
個
々
の
固
有
の
文
化
を
競
合
さ
せ
、
交
流
交
換
さ
せ
る
方
が
進
歩
に
つ
な
が
る

と
の
見
解
を
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
テ
レ
キ
は
、
欧
羅
巴
に
お
い
て
は
、
国
家
が
国
民
的
概
念
を
占
有
し
過
ぎ
た
弊
害
を
指
摘
し
つ

つ
も（（34
（

、
そ
の
一
方
で
今
日
ま
で
地
形
と
歴
史
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
多
様
性
を
根
本
的
性
格
と
し
て
保
持
し
て
き
た
の
も
事
実
で
あ

る
。（（34
（

そ
の
等
質
化
も
傍
ら
で
見
ら
れ
た
が
、
欧
羅
巴
世
界
の
精
神
思
想
領
域
に
お
け
る
多
様
性
は
、
他
に
比
類
な
き
、
豊
か
さ
、
活

発
さ
、
論
理
を
開
花
さ
せ
、
各
民
族
は
、
各
々
の
能
力
を
も
っ
て
思
想
の
総
合
（synthèse

）
に
寄
与
し
て
き
た
と
す
る
。（（34
（

欧
羅
巴

内
の
差
異
性
は
考
慮
に
い
れ
る
べ
き
で
、
そ
の
多
様
性
を
抹
梢
す
る
こ
と
は
欧
羅
巴
の
害
に
な
る
と
説
く
。（（34
（

し
か
し
、
そ
れ
は
、
欧

羅
巴
の
多
数
の
国
家
に
見
ら
れ
る
、
国
民
的
差
異
、
地
方
主
義
、
地
方
分
立
主
義
の
助
長
を
意
味
し
な
い
。「
一
般
的
に
多
様
性
を

強
調
す
れ
ば
す
る
程
、
愈
々
或
る
集
団
の
多
様
性
を
抹
消
す
る
こ
と
に
な
る
と
信
じ
る
」
と
、
欧
州
に
お
い
て
は
多
様
性
を
追
及
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
各
集
団
の
多
様
性
は
消
滅
し
総
合
統
一
に
向
か
う
と
の
予
定
調
和
の
楽
観
的
と
も
言
え
る
展
望
を
示
し
て
い
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
政
治
的
領
域
に
お
い
て
で
は
な
く
、
文
学
な
ど
の
刊
行
物
、
大
学
に
よ
る
教
育
な
ど
の
知
的
生
活
を
通
じ
て
可
能
に

な
る
と
考
え
て
い
た
。（（34
（

　

以
上
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
と
言
え
る
欧
羅
巴
精
神
と
、
国
民
感
情
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
の
関
係
を
、
会

議
出
席
者
の
発
言
を
通
じ
て
確
認
し
て
み
た
。
両
者
を
対
峙
す
る
関
係
で
捉
え
、
後
者
の
抬
頭
が
前
者
を
危
殆
に
陥
れ
る
と
の
認
識

は
議
論
に
通
底
し
て
い
た
。
し
か
し
、
後
者
の
存
在
自
体
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
者
は
欧
羅
巴
の
多
様
性
を
生

み
出
し
て
き
た
と
の
認
識
に
立
ち
、
精
神
分
野
で
そ
れ
ら
が
総
合
統
一
し
た
複
合
体
が
欧
羅
巴
精
神
と
し
、
そ
う
し
た
特
質
を
有
す

る
が
ゆ
え
に
か
か
る
精
神
は
活
性
化
し
進
歩
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。（（34
（

　

ま
た
、
こ
う
し
た
議
論
が
欧
羅
巴
域
内
を
対
象
に
す
る
こ
と
を
暗
黙
の
前
提
に
し
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
マ
ー
チ
ン
は
、
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「
欧
羅
巴
精
神
」
が
存
在
す
る
こ
と
は
会
議
参
加
者
の
中
で
一
致
し
て
い
る
が
、
自
ら
は
亜
細
亜
に
滞
在
中
に
そ
れ
が
明
白
に
な
っ

た
と
説
く
。「
欧
羅
巴
精
神
」
は
狭
い
意
味
に
と
ら
れ
る
べ
き
で
な
く
、
西
洋
文
化
、
白
人
文
明
の
意
味
に
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

欧
羅
巴
精
神
は
、
そ
の
芸
術
的
現
れ
に
お
い
て
確
認
で
き
る
が
、
相
異
な
る
国
民
を
識
別
す
る
こ
と
が
殆
ど
で
き
ぬ
ま
で
に
、
意
識

せ
ず
に
現
出
す
る
段
階
に
ま
で
に
一
に
結
合
し
て
居
る
と
、
そ
の
特
性
を
説
い
て
い
た（（35
（

。
欧
羅
巴
精
神
は
、
広
い
意
味
で
捉
え
る
べ

き
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
西
洋
白
人
文
明
と
同
義
で
、
無
意
識
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
の
認
識
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

会
議
で
「
国
民
性
」
が
議
論
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
広
い
意
味
と
言
い
な
が
ら
欧
羅
巴
内
に
止
ま
り
、
欧
羅
巴
以
外
の
地
域
と
の
差
異

は
念
頭
に
置
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
特
記
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
よ
う
に
欧
羅
巴
精
神
を
国
民
精
神
の
複
合
体
と
考
え
、
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
の
よ
う
に
「
国
民
主
義
的
諸
国
の
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
呼
称
す
る
発
想
は
、
次
章
で
紹
介
す
る
新
官
僚
松
本
が
提
唱
す
る
「
八
紘
一
宇
」
の
言
説
に
類
似
し
た
特
性

を
有
し
て
い
た
。
次
章
に
お
い
て
、
そ
の
点
に
注
目
し
松
本
の
同
時
代
の
思
索
の
足
跡
に
検
証
を
加
え
て
み
た
い
。

第
8
章　
「
八
紘
一
宇
」
と
欧
羅
巴
精
神
の
共
存

　

佐
藤
は
、
文
人
も
創
作
の
対
象
を
個
人
の
内
面
や
身
辺
に
止
め
ぬ
こ
と
が
肝
要
と
の
考
え
か
ら
、「
国
家
」
の
枠
を
超
え
た
「
社

会
」
を
意
識
し
た
作
品
を
希
求
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
持
つ
佐
藤
に
と
り
、
文
人
の
「
地
の
鹽
」
の
模

範
と
し
て
推
薦
し
た
の
が
前
章
で
紹
介
し
た
翻
訳
書
『
精
神
の
将
来
（
欧
州
の
精
神
）』
で
あ
っ
た
。
同
書
は
、「
欧
羅
巴
精
神
」
を

再
検
証
す
る
た
め
、
欧
州
各
国
の
文
人
が
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
に
参
集
し
開
催
さ
れ
た
会
議
の
記
録
で
あ
っ
た
が
、
参
加
者
は
国
家
の

枠
を
超
え
て
連
帯
す
る
欧
羅
巴
精
神
（
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
を
希
求
し
、
そ
の
精
神
が
国
民
感
情
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
の

抬
頭
を
前
に
し
て
、
分
断
さ
れ
後
退
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
へ
の
危
機
感
を
共
有
し
て
い
た
。「
国
家
」
を
超
え
た
「
社
会
」
を
希
求
す
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る
佐
藤
と
、
国
家
を
超
え
た
連
帯
を
希
求
す
る
欧
羅
巴
精
神
と
は
、
そ
の
志
向
に
お
い
て
共
有
で
き
る
関
係
に
あ
っ
た
。

　

こ
の
点
に
着
目
す
る
な
ら
、
民
族
感
情
や
国
民
感
情
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
の
典
型
と
も
言
え
る
日
本
精
神
の
涵
養
が
急
務
と
考

え
る
新
官
僚
松
本
は
、
対
極
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
共
産
主
義
の
脅
威
を
抑
止
す
る
こ
と
を
目
指
す
松
本
か
ら
す
れ
ば
、
世
界

同
時
革
命
を
実
現
す
る
た
め
国
境
を
越
え
た
労
働
者
の
連
帯
を
説
く
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
も
対
立
す
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
一
方
で
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
代
表
さ
れ
る
欧
羅
巴
精
神
へ
の
希
求
は
、
国
民
感
情
の
完
全
否
定
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
欧
羅
巴
精
神
は
国
民
感
情
の
複
合
体
と
捉
え
ら
れ
、
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
の
よ
う
に
欧
羅
巴
精
神
を
「
国
民
主
義
的
諸
国
の
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
表
現
す
る
参
加
者
も
い
た
。
こ
う
し
た
欧
羅
巴
精
神
の
捉
え
方
な
ら
ば
、
松
本
の
主
張
と
も
共
有
で
き
る
余

地
が
生
ま
れ
て
く
る
。「
欧
羅
巴
精
神
」
の
再
検
証
に
は
、
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ズ
ム
躍
進
へ
の
危
機
意
識

が
基
底
に
あ
っ
た
が
、
松
本
も
同
様
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
風
潮
と
と
も
に
、
ナ
チ
ズ
ム
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
よ
う

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
難
じ
、
細
心
の
注
意
が
必
要
と
の
考
え
か
ら
批
判
的
姿
勢
を
垣
間
見
せ
て
い
た
。
日
本
主
義
の
立
場
か
ら
日
本

文
化
建
設
を
主
張
し
た
松
本
で
あ
る
が
、「
フ
ア
ツ
シ
オ
」
を
主
張
す
る
人
々
を
「
馬
鹿
馬
鹿
し
い
」
と
批
判
し
て
い
た
。（（35
（

　

こ
れ
ら
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
松
本
の
考
え
は
、
欧
羅
巴
精
神
と
必
ず
し
も
相
対
立
す
る
だ
け
で
は
な
く
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

後
述
す
る
よ
う
に
彼
が
高
唱
す
る
「
邦
人
一
如
」
や
「
八
紘
一
宇
」
の
理
念
は
、
よ
り
積
極
的
な
意
味
に
お
い
て
も
欧
羅
巴
精
神
と

共
通
す
る
側
面
を
内
包
す
る
こ
と
に
な
る
。
欧
羅
巴
精
神
は
、
佐
藤
だ
け
で
な
く
松
本
が
希
求
す
る
精
神
と
の
間
に
お
い
て
も
親
和

性
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
松
本
が
『
精
神
の
将
来
（
欧
州
の
精
神
）』
の
内
容
を
読
ん
だ
の
か
否
か
、
読
ん
だ
と
し
て
も
ど
こ
ま

で
理
解
し
て
い
た
か
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
松
本
の
主
張
と
、
文
藝
懇
話
会
や
佐
藤
が
推
薦
し
た
本
書
は
、
そ
の
基
底
に
反
時
代

的
と
も
言
え
る
共
鳴
盤
が
あ
っ
た
。

　

本
章
で
は
、
か
か
る
問
題
意
識
を
念
頭
に
、
戦
間
期
に
お
け
る
松
本
の
言
説
に
つ
い
て
、
特
に
「
八
紘
一
宇
」
に
注
目
し
つ
つ
検
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討
を
加
え
て
み
た
い
。
松
本
が
「
邦
人
一
如
」
を
説
き
な
が
ら
主
唱
し
た
「
八
紘
一
宇
」
は
、
昭
和
の
戦
時
を
象
徴
し
拡
散
さ
れ
た

言
葉
で
あ
る
。
戦
後
日
本
占
領
の
最
高
統
括
者
で
あ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
戦
前
の
軍
国
主
義
を
象
徴
す
る
言
葉
と
し
て
、「
大
東
亜
戦
争
」

と
と
も
に
「
八
紘
一
宇
」
を
公
文
書
の
中
で
使
う
こ
と
を
禁
じ
た
。（（35
（

そ
の
結
果
、
敗
戦
後
の
言
論
空
間
に
お
い
て
「
八
紘
一
宇
」
と

い
う
言
葉
は
封
印
さ
れ
、
日
本
の
日
常
空
間
か
ら
は
消
滅
す
る
。

　
「
八
紘
一
宇
」
は
、『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
、
神
武
天
皇
が
奠
都
に
際
し
仰
せ
ら
れ
た
詔
の
中
の
「
八
紘
ヲ
掩
ヒ
テ
宇
ト
為
ム
」

の
一
節
を
語
源
と
し
て
い
る
。
美
濃
部
達
吉
の
天
皇
機
関
説
批
判
を
契
機
に
国
体
明
徴
運
動
が
巻
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
紹
介

し
た
が（（35
（

、
そ
の
運
動
の
所
産
と
し
て
文
部
省
は
、
政
府
に
よ
る
「
国
体
」
の
正
式
解
説
と
言
え
る
冊
子
『
国
体
の
本
義
』（
昭
和
一

二
年
五
月
刊
）
を
作
成
し
全
国
に
配
布
し
た
。
そ
の
中
の
「
第
一　

大
日
本
国
体
」
の
「
二
、
聖
徳
」
の
項
と
、「
第
二　

国
史
に

於
け
る
国
体
の
顕
現
」
の
「
一
、
国
史
を
一
貫
す
る
精
神
」
の
項
の
、
二
か
所
に
お
い
て
右
の
「
八
紘
ヲ
掩
ヒ
テ
宇
ト
為
ム
」
の
一

節
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、「
第
二　

国
史
に
於
け
る
国
体
の
顕
現
」
の
「
三
、
国
民
性
」
の
項
に
お
い
て
、
山
鹿
素
行

の
『
中
朝
事
実
』
を
引
用
し
た
際
、「
人
物
ハ
八
紘
ニ
清
秀
ナ
リ
」
と
、「
八
紘
」
の
文
字
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

松
本
は
、
こ
の
「
八
紘
一
宇
」
は
自
ら
の
造
語
と
し
て
い
た
が（（35
（

、
も
と
も
と
は
日
蓮
主
義
者
田
中
智
学
が
考
え
た
言
葉
で
あ
っ
た
。（（35
（

し
か
し
、「
八
紘
一
宇
」
が
政
治
の
舞
台
に
象
徴
的
に
登
場
す
る
の
は
、
二
・
二
六
事
件
の
蹶
起
趣
意
書
の
中
に
お
い
て
で
あ
り
、

事
件
鎮
圧
後
も
こ
の
言
葉
は
危
険
な
思
想
用
語
と
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
一
般
に
流
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。（（35
（

こ
れ
に
先
立
ち
、
昭
和

八
年
末
以
降
、
荒
木
貞
夫
陸
相
が
発
す
る
言
葉
（
昭
和
八
年
一
二
月
）
や
、
陸
軍
省
新
聞
班
発
行
の
冊
子
（
昭
和
九
年
七
月
）
に
、
あ

る
い
は
日
本
文
化
連
盟
が
作
成
し
た
「
皇
紀
二
千
六
百
年
記
念
事
業
ニ
関
ス
ル
建
議
書
」（
昭
和
九
年
一
一
月
）
の
中
に
「
八
紘
一

宇
」
の
文
言
は
、
既
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。（（35
（

こ
こ
に
見
え
る
日
本
文
化
連
盟
は
、
既
述
の
よ
う
に
昭
和
八
年
七
月
に
松
本
が
創

設
し
た
組
織
で
あ
る
。
松
本
が
比
較
的
早
期
の
段
階
か
ら
「
八
紘
一
宇
」
の
文
言
を
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
し
た
理
念
を
積
極
的

に
主
唱
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
建
議
書
の
題
目
に
も
あ
る
よ
う
に
、
紀
元
二
千
六
百
年
の
奉
祝
気
運
の
高
ま
り
と
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と
も
に
「
八
紘
一
宇
」
の
言
葉
は
拡
散
し
て
い
く
。（（35
（

と
り
わ
け
昭
和
一
二
年
の
日
中
戦
争
勃
発
以
降
、
天
皇
の
国
内
統
治
の
理
念
と

し
て
言
及
さ
れ
て
い
た
「
八
紘
一
宇
」
は
、
国
外
の
統
治
理
念
に
も
積
極
的
に
援
用
さ
れ
て
い
っ
た
。
日
本
の
対
外
進
出
や
占
領
統

治
を
正
当
化
す
る
「
東
亜
新
秩
序
」
や
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
を
支
え
る
理
念
と
し
て
も
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。（（35
（

そ
う
し
た
意
味
で
、

松
本
が
「
八
紘
一
宇
」
を
対
外
統
治
理
念
と
し
て
早
期
に
主
張
し
、
そ
の
理
念
を
繰
り
返
し
発
信
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で

あ
り
、
自
ら
の
造
語
と
回
想
し
た
よ
う
に
、
時
代
を
先
取
り
し
て
い
た
と
も
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
国
内
だ
け
で
な
く
国
外
に
お
け
る
日
本
の
統
治
に
も
活
用
さ
れ
た
「
八
紘
一
宇
」
は
、
天
皇
を
戴
く
日
本
が
盟
主

（
一
宇
）
と
な
り
、「
八
紘
」
で
あ
る
周
辺
の
ア
ジ
ア
を
、
さ
ら
に
は
世
界
を
統
治
す
る
こ
と
を
目
指
す
理
念
で
あ
っ
た
。
既
述
の
よ

う
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
不
適
切
な
言
葉
と
し
て
封
印
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
戦
後
の
言
論
空
間
の
中
で
は
、
民
族
感
情
や
国
民
感
情

（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
を
搔
き
立
て
、
自
国
の
優
越
を
説
き
、
亜
細
亜
を
、
さ
ら
に
は
世
界
を
支
配
す
る
た
め
に
創
り
出
さ
れ
た
夜
郎

自
大
で
唯
我
独
尊
の
、
排
外
主
義
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
亜
細
亜
占
領
の
過
程
で
行
わ
れ
た
日
本
の
戦

争
を
正
当
化
す
る
た
め
の
理
念
と
の
解
釈
が
一
般
的
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
つ
時
、
内
務
省
警
保
局
長
と
し
て
共
産
主
義

の
思
想
を
警
戒
し
、
そ
の
運
動
を
抑
圧
す
る
側
の
責
任
者
と
な
り
、
共
産
主
義
の
脅
威
の
防
止
策
と
し
て
日
本
精
神
涵
養
の
必
要
を

喧
伝
し
た
松
本
が
、「
八
紘
一
宇
」
を
高
唱
し
た
こ
と
は
必
然
と
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
同
時
期
に
松
本
が
主
唱
し
た
「
八
紘
一
宇
」
の
意
味
は
、
右
に
紹
介
し
た
よ
う
な
戦
後
の
「
八
紘
一
宇
」
理
解
と
は
相

当
異
な
っ
て
い
た
。
前
章
で
紹
介
し
た
「
欧
羅
巴
精
神
」
と
「
八
紘
一
宇
」
の
精
神
と
は
、
相
対
立
す
る
関
係
に
見
え
る
が
、
両
者

の
理
念
に
は
共
通
す
る
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
精
神
の
涵
養
を
主
唱
す
る
松
本
は
、
こ
の
「
八
紘
一
宇
」
を
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
で
は
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
と
し
て
喧
伝
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
錯
綜
混
在
す
る
戦
間
期
の
思
想
状
況
を
典
型
的
に
示
す
事
例
と
い
え
た
。
以
下
、
こ
の
こ
と
に

注
目
し
、
同
時
代
の
松
本
の
言
説
を
検
証
し
て
み
た
い
。（（36
（
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松
本
は
、
二
・
二
六
事
件
直
後
の
昭
和
一
一
年
五
月
、『
文
化
国
際
連
盟
の
提
唱
』（（36
（

と
題
し
た
冊
子
を
、
続
く
翌
六
月
に
は
、
そ

の
反
響
を
ま
と
め
た
『「
邦
人
主
義
」
と
世
界
の
反
響
』（（36
（

と
題
す
る
冊
子
を
発
刊
し
て
い
る
。

　

前
者
の
『
文
化
国
際
連
盟
の
提
唱
』（（36
（

の
裏
表
紙
に
は
、
次
の
三
つ
の
「
綱
領
」
と
「
邦
人
主
義
宣
言
」
と
題
す
る
解
説
が
付
さ
れ

て
い
る
。

　

一
、
我
等
ハ
邦
人
一
如
ノ
原
理
ニ
則
リ
新
日
本
文
化
ノ
建
設
ヲ
期
ス

　

一
、
我
等
ハ
新
日
本
文
化
ヲ
中
外
ニ
顕
揚
シ
以
テ
世
界
文
化
ニ
貢
献
セ
ン
コ
ト
を
期
ス

　

一
、
我
等
ハ
各
々
ソ
ノ
職
ニ
順
ヒ
ソ
ノ
分
ニ
応
シ
邦
人
主
義
の
實
現
ヲ
期
ス

　

右
の
綱
領
に
は
「
邦
人
一
如
」「
邦
人
主
義
」
の
言
葉
が
見
え
る
が
、
同
時
代
の
松
本
は
、
こ
の
言
葉
を
頻
繁
に
活
用
し
主
唱
し

て
い
た
。
松
本
に
よ
れ
ば
、
こ
の
綱
領
と
宣
言
は
、
昭
和
九
年
に
発
足
し
た
邦
人
一
如
運
動
の
基
礎
精
神
を
端
的
に
表
明
し
た
も
の

で
あ
り
、
学
者
、
軍
人
、
実
際
家
等
、
各
搬
の
識
者
よ
り
成
る
我
々
同
人
が
数
か
月
に
亘
る
周
密
な
る
検
討
の
結
果
到
達
し
た
結
論

で
あ
っ
た
。（（36
（

松
本
は
、
こ
の
趣
旨
を
提
げ
て
同
人
数
名
と
共
に
昭
和
一
〇
年
の
一
か
年
中
、
四
月
下
旬
の
大
阪
を
振
り
出
し
に
一
二

月
一
四
日
の
三
重
の
打
ち
止
め
ま
で
、
北
海
道
と
沖
縄
を
除
く
全
国
を
隈
な
く
行
脚
し
「
邦
人
一
如
」
座
談
会
を
開
き
、
多
数
の
官

民
識
者
と
懇
談
し
、
各
地
で
多
大
な
共
鳴
を
得
ら
れ
た
と
自
負
し
て
い
た
。（（36
（

　

こ
の
「
邦
人
主
義
宣
言
」
で
は
、
大
略
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
た
。
近
代
の
極
端
な
個
人
主
義
は
、
総
て
の
権
威
を
否
定

し
、
自
我
の
奔
放
な
る
自
由
を
主
張
し
た
。
そ
の
結
果
、
邦
と
人
と
の
連
関
を
乖
離
せ
し
め
、
懐
疑
と
無
秩
序
や
破
壊
を
齎
し
た
と

主
張
す
る
。
経
済
的
利
己
心
の
専
恣
を
促
す
資
本
主
義
、
こ
れ
に
反
逆
し
て
抬
頭
し
た
階
級
闘
争
本
位
の
マ
ル
ク
ス
主
義
、
人
格
の

分
裂
を
招
来
す
る
実
証
的
合
理
主
義
、
国
家
と
社
会
を
分
裂
さ
せ
国
家
そ
の
も
の
の
理
想
を
無
視
す
る
自
由
主
義
的
民
主
主
義
は
、
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い
ず
れ
も
個
人
主
義
と
い
う
同
一
根
幹
か
ら
派
生
し
た
思
想
に
外
な
ら
ず
、
こ
こ
に
近
代
文
化
の
危
機
が
胚
胎
し
て
い
る
と
断
じ
る
。

近
代
以
降
の
日
本
に
発
生
し
た
種
々
の
悪
弊
の
根
源
と
し
て
「
個
人
主
義
」
を
挙
げ
論
難
す
る
、
同
時
代
の
紋
切
り
型
と
も
言
え
る

主
張
を
行
っ
て
い
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
個
人
主
義
を
種
々
の
悪
弊
の
元
凶
と
断
じ
な
が
ら
も
、「
極
端
な
」
と
の
形
容
を
付
し
て
い
る
よ
う
に
、
個
人
主

義
自
体
を
全
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
近
代
人
は
右
の
危
機
を
克
服
す
た
め
新
し
い
権
威
と
秩
序
、
統

合
と
創
造
を
翹
望
し
て
い
る
が
、
近
代
人
が
闘
い
と
っ
た
自
由
と
個
性
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
新
た
に
創
造
さ

れ
る
権
威
は
、
正
し
き
意
味
で
の
個
性
、
人
格
の
完
成
を
望
む
も
の
で
、
個
性
と
人
格
を
抑
圧
す
る
権
力
と
は
全
く
異
な
る
と
主
張

し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
説
く
松
本
の
念
頭
に
、
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ズ
ム
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
で
あ
ろ
う
。
同
時
代
の
知
識
人
の
多
く
は
、
天
皇
を
戴
く
日
本
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
ナ
チ
ズ
ム
の
よ
う
な
強
権
的
な
特
質
を
持

つ
政
治
理
念
や
体
制
と
は
異
な
る
と
の
認
識
を
共
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
松
本
の
考
え
る
邦
人
主
義
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
概
括
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
歴
史
は
、
天
皇

の
権
威
の
下
に
統
治
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
権
威
は
「
絶
対
的
創
造
愛
」
に
基
づ
く
た
め
、
個
性
と
自
由
を
抑
圧
す
る
権
力
と
は
異

な
る
。
天
皇
の
権
威
の
元
に
あ
る
臣
民
は
同
根
の
文
化
に
あ
る
た
め
億
兆
一
心
、
個
人
の
自
由
と
全
体
の
秩
序
は
矛
盾
な
く
調
和
統

合
さ
れ
て
き
た（（36
（

。
権
力
と
権
威
は
峻
別
す
る
必
要
が
あ
り
、
後
者
は
誠
の
創
造
愛
で
あ
り
、
世
界
人
類
は
そ
う
し
た
権
威
を
渇
望
し

て
い
る
が
、
わ
が
国
民
の
歴
史
的
伝
統
の
中
に
、
そ
の
原
理
は
内
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
結
び
」
の
原
理
で
あ
る
と
す
る
。
天
皇

の
御
稜
威
、
即
ち
我
等
の
権
威
の
下
で
は
、
個
人
の
自
由
と
全
体
の
秩
序
は
、
な
ん
ら
矛
盾
な
く
調
和
統
合
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い

た
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
ナ
チ
ズ
ム
と
異
な
り
、
天
皇
の
御
稜
威
の
下
で
は
、
近
代
人
が
獲
得
し
た
自
由
と
個
性
は
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
な

く
開
花
す
る
と
の
考
え
で
も
あ
っ
た
。

　
『
文
化
国
際
連
盟
の
提
唱
』
の
本
文
は
、（
一
）
我
等
の
動
機
、（
二
）
我
等
の
世
界
観
、（
三
）
我
等
の
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
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リ
ズ
ム
、（
四
）
我
等
の
提
唱
す
る
文
化
国
際
連
盟
、（
五
）
文
化
国
際
連
盟
の
組
織
と
事
業
、
の
五
章
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
。（（36
（

こ
の
題
目
自
体
に
、「
国
際
」「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
言
葉
が
見
え
る
よ
う
に
、
国
家
の
枠
を
超
え
た
精
神
の
希
求
を
看

取
で
き
る
。
本
冊
子
が
公
刊
さ
れ
た
の
は
、
満
州
事
変
を
経
て
日
中
戦
争
が
勃
発
す
る
前
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
構
築
さ
れ
た
秩

序
に
対
す
る
不
信
が
増
大
し
始
め
、
日
本
精
神
の
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
潮
が
高
揚
し
始
め
た
時
代
で

あ
る
。
右
の
文
言
は
、
か
か
る
時
流
に
は
必
ず
し
も
即
応
し
な
い
、
む
し
ろ
逆
行
す
る
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
以
下
、
各
章
の
主
張
に
つ
い
て
適
宜
解
説
を
加
え
な
が
ら
、
そ
の
概
略
を
追
っ
て
み
た
い
。

　

冒
頭
（
一
）
の
「
我
等
の
動
機
」
と
題
す
る
章
の
中
で
は
、
各
種
各
様
の
対
立
抗
争
が
内
外
で
激
化
し
て
い
る
が
、
解
決
の
た
め

の
指
導
原
理
が
な
い
と
の
状
況
認
識
に
立
ち
、
そ
の
解
決
に
向
け
た
理
念
と
し
て
、
内
に
向
か
っ
て
は
「
邦
人
一
如
」
主
義
を
唱
え

る
。
外
に
対
し
て
は
、
モ
ス
コ
ウ
の
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
け
る
国
際
連
盟
主
義
の
第
四
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
清
算
し
て
、
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
旗
幟
を
掲
げ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。（
二
）
の
「
我
等

の
世
界
観
」
で
は
、
そ
の
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
中
外
に
施
し
、「
神
な
が
ら
」
の
大
道
に
よ
っ
て
神
武
建
国
の
理
想

た
る
「
八
紘
一
宇
」
の
大
精
神
を
実
現
す
る
と
説
く
。「
邦
人
一
如
」
の
理
念
を
内
外
に
拡
散
適
応
す
る
、
そ
れ
が
「
八
紘
一
宇
」

の
理
念
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
た
。

　

共
産
主
義
に
よ
る
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
連
盟
や
軍
縮
を
支
え
た
秩
序
理
念
を
国
際
連

盟
主
義
に
よ
る
第
四
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
、
こ
れ
ら
を
清
算
し
て
新
た
に
提
唱
さ
れ
る
の
が
、
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
「
八
紘
一
宇
」
と
主
張
し
て
い
る
。「
八
紘
一
宇
」
の
理
念
が
、
国
民
感
情
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
で
は
な
く
、

む
し
ろ
国
家
の
枠
を
超
え
た
連
帯
を
重
視
す
る
精
神
の
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
興
味
深
い
。
こ
の
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
構
想
は
、
八
紘
一
宇
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
松
本
の
独
創
で
は
な
か

っ
た
。
日
本
文
化
連
盟
結
成
に
先
立
つ
昭
和
八
年
の
正
月
、
松
本
は
安
岡
正
篤
と
は
か
っ
て
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
（
第
三
イ
ン
タ
ー
）・
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国
際
連
盟
（
第
四
イ
ン
タ
ー
）
に
対
抗
す
る
「
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
の
結
成
計
画
を
具
体
化
さ
せ
て
い
た（（36
（

。
安
岡
が
立
ち

あ
げ
た
国
維
会
に
松
本
も
参
加
し
「
新
官
僚
」
と
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
安
岡
と
の
会
談
の
中
で
、
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
の
考
え
が
提
起
さ
れ
て
い
た
。（（36
（

　
（
三
）
の
「
我
等
の
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
で
は
、
そ
の
内
容
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
第
四
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
含
む
従
前
の
理
念
が
失
敗
し
た
の
は
、
理
想
と
現
実
の
両
面
に
お
け
る
浅
す
ぎ
た
思
索
に
起
因
す
る
と
解
説
す
る
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
非
現
実
と
も
言
え
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
ゆ
え
に
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
政
治
、
経
済
、
国
防
に
局
限
さ
れ
、
よ

り
全
般
に
亘
る
工
作
が
看
過
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

　

前
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
欧
羅
巴
精
神
が
再
検
討
さ
れ
た
際
、
各
国
の
差
異
を
無
視
し
理
想
に
走
る
あ
ま
り
荒
唐
無
稽
の
理
念
に

陥
っ
て
い
る
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
方
に
お
い
て
、
政
治
や
経
済
な
ど
の
現
実
に
拘
束
さ
れ
る
あ
ま
り
、
そ
れ
ら
と
は

別
次
元
に
あ
る
べ
き
「
精
神
」
が
汚
さ
れ
、
希
求
さ
れ
る
べ
き
「
精
神
」
の
分
野
が
疎
か
に
な
る
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、

共
通
す
る
問
題
意
識
で
あ
る
。

　

ま
た
、
従
前
の
日
本
が
、
国
際
連
盟
や
軍
縮
会
議
に
参
加
し
て
き
た
の
は
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
建
国
理
想
の
八
紘
一
宇
化
、
世
界

家
族
主
義
の
実
現
が
可
能
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
種
問
題
、
移
民
問
題
、
国
家
自
衛
の
問
題
等
に
お
い
て
、
不

合
理
に
し
て
非
人
道
な
差
別
的
待
遇
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
不
合
理
を
前
に
し
て
、
日
本
は
非
人
道
的
な
平
和
主
義
に

屈
服
す
る
か
否
か
の
選
択
肢
に
迫
ら
れ
て
き
た
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
歴
史
を
総
括
し
て
い
た
。

　

国
際
連
盟
の
場
で
日
本
が
提
案
し
た
人
種
撤
廃
案
は
否
決
さ
れ
、
米
国
で
は
排
日
移
民
法
が
成
立
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ロ
ン
ド
ン

軍
縮
会
議
で
は
、
日
本
か
ら
す
れ
ば
国
家
自
衛
を
危
う
く
す
る
不
平
等
な
軍
縮
を
強
制
さ
れ
て
き
た
と
の
歴
史
総
括
で
あ
っ
た
。
不

合
理
で
非
人
道
と
も
言
え
る
平
和
主
義
の
偽
善
を
前
に
し
て
、
こ
れ
に
屈
服
す
る
か
否
か
の
選
択
に
苦
悩
し
て
き
た
の
が
、
第
一
次

世
界
大
戦
後
の
日
本
で
あ
っ
た
と
の
認
識
で
あ
る
。
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そ
の
後
、
日
本
は
、
国
際
連
盟
や
軍
縮
条
約
か
ら
脱
退
し
た
が
、
そ
れ
は
、
単
に
政
治
的
、
国
防
上
の
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、

「
八
紘
一
宇
」
の
建
国
理
想
を
全
人
類
に
宣
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。
国
際
連
盟
や
軍
縮
条
約
へ
の
参
加
を
通
じ
て
世

界
家
族
主
義
の
実
現
を
目
指
し
た
が
、
差
別
偏
見
を
前
に
し
て
そ
れ
は
不
可
能
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宗
教
は
各
民
族
特
有
な

も
の
ゆ
え
、
特
定
の
宗
教
に
よ
る
世
界
統
一
は
不
可
能
で
あ
る
。
人
種
偏
見
や
差
別
を
伴
う
世
界
平
和
は
、「
人
道
主
義
の
仮
面
を

つ
け
た
痴
人
の
白
晝
夢
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
見
る
、
階
級
闘
争
を
通
じ
た
世
界
統
一
も
罪
悪

で
対
立
抗
争
を
激
化
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
種
的
、
宗
教
的
、
階
級
的
帝
国
主
義
、
そ
れ
ら
の
根
底
に
は
対
立
意
識

が
あ
る
の
で
失
敗
す
る
と
の
結
論
で
あ
っ
た
。

　

右
の
よ
う
に
国
際
舞
台
で
の
理
不
尽
な
要
求
は
、
人
種
偏
見
や
差
別
に
起
因
し
、
欧
米
が
基
礎
を
置
く
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
世
界

統
治
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
偽
善
を
「
人
道
主
義
の
仮
面
を
つ
け
た
痴
人
の
白
晝
夢
」
と
切
り
捨
て
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
連
盟
や
軍
縮
条
約
か
ら
の
撤
退
は
単
に
政
治
国
防
上
の
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、「
八
紘
一
宇
」
の
精

神
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。

　

こ
の
見
解
は
、
欧
羅
巴
精
神
を
政
治
や
経
済
の
世
界
と
は
別
次
元
で
捉
え
よ
う
と
す
る
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
欧
羅
巴
知
識
人
の

志
向
に
類
似
し
て
い
た
。
さ
ら
に
共
産
主
義
に
基
づ
く
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
対
立
抗
争
が
基
底
に
置
か
れ
て
い
る
の

で
失
敗
し
た
と
結
論
づ
け
て
は
い
た
が
、
共
産
主
義
の
脅
威
を
説
き
な
が
ら
「
八
紘
一
宇
」
を
、
結
果
と
し
て
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
延
長
線
上
に
捉
え
て
い
た
こ
と
は
特
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。（（37
（

　
（
四
）
の
「
我
等
の
提
唱
す
る
文
化
国
際
連
盟
」
の
中
で
も
、
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
改
め
て
解
説
さ
れ
、
各
民
族

を
現
実
の
単
位
と
し
、
そ
の
全
体
で
あ
る
世
界
家
族
の
建
設
を
目
指
す
と
し
て
い
た
。
各
民
族
が
他
民
族
の
文
化
を
尊
重
し
、
互
い

に
足
ら
ざ
る
所
を
補
い
な
が
ら
、
各
自
の
固
有
文
化
を
助
長
発
展
さ
せ
る
。
こ
れ
が
、
我
等
が
「
文
化
国
際
連
盟
」
結
成
を
提
唱
す

る
理
由
で
あ
る
と
し
た
。
こ
こ
で
説
か
れ
る
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
特
質
は
、
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
「
欧
羅
巴
精
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神
」
検
討
の
中
で
説
か
れ
た
こ
と
に
、
あ
る
い
は
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
が
主
唱
し
た
「
国
民
主
義
的
諸
国
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」

に
近
似
し
て
い
た
。

　
（
五
）
の
「
文
化
国
際
連
盟
の
組
織
と
事
業
」
で
は
、
自
国
文
化
の
本
質
を
自
覚
し
、
独
自
な
る
他
文
化
も
尊
重
し
、
お
互
い
短

所
を
補
う
こ
と
が
説
か
れ
る
。
西
洋
的
な
る
唯
物
的
自
然
科
学
と
、
東
洋
的
な
る
唯
心
的
精
神
科
学
と
を
総
合
発
展
さ
せ
、
各
民
族

を
単
位
と
す
る
国
際
社
會
が
あ
た
か
も
一
家
の
如
く
相
提
携
、
総
合
的
な
科
学
的
基
礎
の
上
に
世
界
道
義
と
国
際
愛
の
実
現
を
目
指

す
。
多
く
の
罪
悪
を
無
清
算
の
内
に
蔵
し
な
が
ら
国
際
的
現
状
維
持
を
主
張
す
る
も
の
、
人
類
の
大
半
が
奴
隷
化
し
つ
つ
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
重
圧
を
続
け
よ
う
と
す
る
も
の
、
こ
れ
ら
は
み
な
人
類
文
化
の
呪
う
べ
き
破
壊
者
で
あ
る
と
断
じ
る
。
相
互
の

文
化
的
誤
解
と
認
識
不
足
か
ら
果
て
し
も
な
き
猜
疑
と
破
壊
に
陥
る
こ
と
や
、
一
民
族
の
人
類
的
愛
と
道
義
の
欠
乏
か
ら
他
民
族
の

生
長
発
展
が
阻
害
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
し
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
説
き
な
が
ら
、
松
本
は
「
文
化
国
際
連
盟
」
を
提
唱
し
て
い
た
。「
八
紘
一
宇
」
の
理
念
の
下
で
は
、
各
民
族
平

等
で
あ
り
世
界
が
一
家
族
の
よ
う
に
な
る
と
の
主
張
で
あ
る
。
西
洋
的
な
る
唯
物
的
自
然
科
学
と
東
洋
的
な
る
唯
心
的
精
神
科
学
と

を
融
合
さ
せ
総
合
発
展
さ
せ
る
と
あ
る
の
で
、
西
洋
排
斥
を
明
確
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
欧
羅
巴
精
神
と
は
異

な
り
、
域
外
の
民
族
と
の
連
帯
も
希
求
し
て
い
た
。

　

既
述
の
よ
う
に
昭
和
一
〇
年
に
、
邦
人
主
義
の
啓
蒙
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
た
松
本
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
日
記
を
概
観
す
る
と
、

同
年
一
月
一
四
日
の
陸
軍
関
係
者
と
の
会
食
の
中
で
「
第
五
イ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
大
い
に
談
」
じ（（37
（

、
同
一
七
日
、
第
五
イ
ン
タ
ー
欧

米
人
会
合
が（（37
（

、
翌
一
八
日
、
第
五
イ
ン
タ
ー
亜
細
亜
人
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。（（37
（

さ
ら
に
、
三
月
二
八
日
に
は
「
第
五
イ
ン
タ
ー
の

集
会
に
永
井
松
造
氏
来
る
」
と
の
記
述
が
あ
り（（37
（

、
六
月
七
日
に
は
、
海
軍
の
思
想
講
習
会
で
「
新
日
本
文
化
の
建
設
」
と
い
う
題
下

で
講
演
し
「
邦
人
主
義
の
こ
と
、
日
本
文
化
連
盟
の
こ
と
、
邦
人
運
動
、
第
五
イ
ン
タ
ー
の
こ
と
を
話
し
た
」
と
あ
る（（37
（

。
こ
れ
ら
の

日
記
の
記
述
か
ら
は
、
邦
人
主
義
と
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
殆
ど
同
義
に
捉
え
ら
れ
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
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と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
右
の
会
合
に
、
欧
米
人
会
、
亜
細
亜
人
会
と
あ
る
よ
う
に
、
松
本
は
、
こ
れ
ら
の
理
念
を
国
内
だ
け
で
な
く
海
外
に
も
発

信
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
。「
全
世
界
に
『
偽
り
な
き
日
本
観
』
を
開
く
た
め
日
本
文
化
連
盟
の
機
関
誌
『
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ニ
ッ

ポ
ン
』（（37
（

と
『
日
本
精
神
宣
揚
運
動
の
理
論
的
根
拠
』
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
添
え
て
、
世
界
各
国
へ
四
百
通
、
外
務
省
を
通
じ
て
三
百

通
、
計
七
百
通
を
発
送
し
て
い
た
」
の
は
、
そ
の
証
左
で
あ
る
。
松
本
は
「
吾
々
の
国
体
は
、
日
本
精
神
の
上
に
文
化
的
に
世
界
に

呼
び
か
け
よ
う
と
い
ふ
独
特
な
、
い
は
ば
日
本
国
際
主
義
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
各
国
か
ら
の
回
答
に
期
待
し
て
ゐ
ま
す
」
と
、
敢
え

て
「
日
本
国
際
主
義
」
と
の
文
言
を
作
っ
て
、
そ
の
抱
負
を
語
っ
て
い
た
。（（37
（

　

さ
ら
に
、
松
本
自
身
、
自
ら
掲
げ
る
理
念
が
、
ジ
ャ
パ
ン
ア
ド
バ
タ
イ
ザ
ー
に
紹
介
さ
れ
相
当
反
響
が
あ
っ
た
と
自
負
を
交
え
語

っ
て
い
た（（37
（

。
彼
の
言
う
通
り
、
同
紙
に
は“W
O

R
LD

W
ID

E
 LE

A
G

U
E

 O
F CU

LT
U

R
E

 SO
U

G
H

T
”

（
（37
（

の
見
出
し
で
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
副
題
に
は
、“Japanese Proposal M

ade for A
lliance to Com

bat E
vils of E

xcessive N
ationalism

”

と

記
さ
れ
、
極
端
な
国
家
主
義
の
悪
魔
と
戦
う
た
め
の
同
盟
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
の
見
出
し
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
松
本

が
説
く
「
八
紘
一
宇
」
の
精
神
を
支
え
る
「
邦
人
主
義
」
は
、「
極
端
な
」
と
形
容
が
つ
い
て
い
る
も
の
の
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

は
異
な
る
、
む
し
ろ
対
立
し
国
境
の
枠
を
超
え
た
協
調
と
連
帯
を
重
視
す
る
理
念
で
あ
る
こ
と
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
記
事
で
は
、
一
九
四
〇
年
の
皇
紀
二
千
六
百
年
を
祝
し
て
、
京
都
で
日
本
文
化
連
盟
後
援
の
下
、
各
国
の
学
術
文
化
の
指
導

者
を
集
め
た
国
際
大
会
の
開
催
や
、
お
互
い
の
文
化
理
解
を
促
進
す
る
た
め
の
新
し
い
世
界
連
盟
創
設
を
松
本
学
が
提
唱
し
て
い
る

こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
国
際
会
議
に
向
け
た
一
歩
と
し
て
、
日
本
文
化
中
央
連
盟（（38
（

創
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
含
め
、
次

の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

　

同
種
の
文
化
を
有
す
る
国
の
代
表
集
団
全
て
を
一
つ
の
連
盟
に
す
る
。
各
国
自
身
が
有
す
る
文
化
や
国
民
性
は
促
進
さ
れ
る
が
、

「
邦
」
と
「
人
」
は
一
つ
。
各
国
及
び
各
民
族
は
、
よ
り
大
き
な
人
間
理
解
の
基
礎
と
し
て
、
他
の
文
化
の
軌
跡
や
業
績
を
理
解
し
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学
ぶ
。
近
代
文
明
の
大
き
な
進
歩
、
そ
れ
は
、
交
通
通
信
手
段
の
発
展
の
恩
恵
を
受
け
た
結
果
、
時
と
場
所
を
縮
め
る
こ
と
が
で
き
、

新
し
い
科
学
が
世
代
を
先
導
し
た
が
、
今
日
の
世
界
は
、
極
端
と
も
言
え
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
惨
禍
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

達
成
さ
れ
た
世
界
統
一
は
、
外
形
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
、
各
国
は
、
自
己
中
心
的
に
、
他
と
断
絶
し
た
中
で
各
自
の
道
を
歩
ん
で

い
る
と
嘆
じ
て
い
た
。（（38
（

こ
こ
に
見
え
る
記
述
は
、
前
章
で
紹
介
し
た
欧
羅
巴
精
神
を
め
ぐ
る
議
論
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

　

前
出
の
二
冊
の
冊
子
の
後
者
『「
邦
人
主
義
」
と
世
界
の
反
響
』
に
は
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
等
、
個
人
主
義
や
対
立
主
義
克
服

の
た
め
血
み
ど
ろ
に
な
っ
て
い
る
国
々
か
ら
の
反
響
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
ヴ
ァ
イ
タ
ル
な
民
族
運
動
の
理
論
づ
け
と
し
て
、
学

界
が
邦
人
一
如
主
義
に
関
心
を
持
ち
、
権
力
主
義
に
よ
る
統
制
運
動
に
対
す
る
、
世
界
人
類
の
新
し
い
普
遍
原
理
た
ら
し
め
よ
う
と

す
る
向
き
が
あ
る
た
め
と
紹
介
し
て
い
た
。
ナ
チ
ス
統
制
下
の
言
論
抑
圧
を
回
避
す
る
た
め
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め

の
理
念
と
し
て
関
心
を
抱
か
れ
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
。
非
常
に
婉
曲
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
ナ
チ
ス
の
統
制
に
賛
同
し

て
い
な
い
松
本
の
考
え
を
垣
間
見
せ
て
い
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
ド
イ
ツ
の
ハ
ウ
ス
フ
ォ
ー
フ
ァ
ー
教
授
、
イ
タ
リ
ア
の
マ
ニ
ノ
教

授
、
ア
メ
リ
カ
の
ホ
ッ
パ
ー
教
授
、
ハ
ン
テ
ン
イ
ン
グ
ト
ン
教
授
か
ら
の
批
評
の
書
簡
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
、
東
洋
で
も
、
支
那
を

始
め
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
シ
ャ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
等
か
ら
の
反
響
も
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
、
特
に
イ
タ
リ
ア
ロ
ー
マ

大
学
の
マ
ニ
ノ
教
授
か
ら
は
、
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
最
も
熱
烈
な
讃
美
を
送
っ
て
も
ら
っ
た
と
し
、
寄
せ
ら
れ
た
書

簡
を
翻
訳
し
掲
載
し
て
い
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
地
政
学
の
大
家
と
し
て
そ
の
翻
訳
が
日
本
で
も
公
刊
さ
れ
て
い
た
ハ
ウ
ス
フ
ォ
ー

フ
ァ
ー
関
連
の
記
事
（
ド
イ
ツ
語
）
や
、
冊
子
末
尾
に
は
、
右
の“T

he Japan A
dvertise”

の
記
事
を
原
文
の
ま
ま
所
収
し
、
自
ら

掲
げ
る
邦
人
主
義
の
世
界
的
反
響
を
ま
と
め
て
紹
介
し
て
い
た
。
そ
の
反
響
が
ど
こ
ま
で
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
疑
問
で
は
あ
る
が
、

松
本
は
、
自
ら
の
邦
人
一
如
主
義
を
世
界
に
向
け
発
信
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
。

　

本
稿
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
の
満
州
事
変
の
勃
発
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
経
済
不
況
に
伴
う
保
護
主
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義
的
気
運
も
あ
り
、
民
族
や
国
家
を
強
調
す
る
国
民
感
情
を
高
揚
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
大
正

後
半
か
ら
昭
和
初
頭
に
か
け
抬
頭
し
理
想
化
さ
れ
て
き
た
「
平
和
」「
軍
縮
」
の
文
言
に
象
徴
さ
れ
る
国
際
協
調
の
精
神
（
イ
ン
タ

ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
が
、
後
退
し
て
い
く
局
面
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
佐
藤
や
、
新
官
僚
松
本
が
設
立
を
主
導
し
た
文
藝
懇
話
会
が
『
精
神
の
将
来
（
欧
州
の
精
神
）』
を
推
薦
し
た
こ
と
や
、

松
本
が
「
八
紘
一
宇
」
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
と
解
説
し
て
い
た
こ
と
は
、
戦
間
期

に
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
か
ら
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
へ
の
転
換
が
起
こ
っ
た
と
安
易
に
概
括
で
き
な
い
こ
と
を
物
語
っ

て
い
た
。
こ
の
転
換
、
あ
る
い
は
重
心
の
移
行
は
、
短
期
に
一
直
線
で
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
「
戦
間
期
」
と
い
う
、

過
渡
期
ゆ
え
の
錯
綜
す
る
理
念
と
思
想
の
混
在
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

　

欧
羅
巴
精
神
も
同
様
で
、
其
の
精
神
自
体
の
中
に
両
者
が
混
在
し
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
の
検
証
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
欧
羅
巴
精
神
の
検
討
の
中
で
問
題
に
な
っ
た
、
各
国
の
差
異
を
尊
重
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
調
和
統
一
を

図
り
、
欧
羅
巴
精
神
を
確
立
す
る
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
欧
羅
巴
に
は
共
通
の
精
神
の
拠
り
所
が
あ
る
こ
と
を
自
明
の
前
提

と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
向
き
が
あ
っ
た
。
テ
レ
キ
が
「
一
般
的
に
多
様
性
を
強
調
す
れ
ば
す
る
程
、
愈
々
或
る
集
団
の
多
様
性
を
抹

消
す
る
こ
と
に
な
る
と
信
じ
る
」
と
説
く
予
定
調
和
の
楽
観
的
と
も
言
え
る
展
望
の
中
で
は
、
調
整
過
程
の
中
で
発
生
す
る
摩
擦
や

対
立
は
ど
う
処
理
さ
れ
る
の
か
、
統
合
過
程
の
中
で
各
国
の
国
民
性
は
毀
損
さ
れ
る
の
か
、
抹
消
さ
れ
る
の
か
、
仮
に
そ
う
で
な
か

っ
た
と
す
る
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
共
存
す
る
の
か
を
含
め
、
一
部
の
議
論
の
中
で
問
題
視
さ
れ
て
は
い
た
が
、
定
か
に
な
っ
て
は
い

な
か
っ
た
。
精
神
の
基
底
に
あ
る
「
欧
羅
巴
」
的
な
る
も
の
に
自
然
と
帰
一
し
て
い
く
こ
と
を
半
ば
自
明
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
な

立
論
に
依
拠
し
、
議
論
が
深
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
問
題
は
、「
八
紘
一
宇
」
の
理
念
の
中
で
も
同
様
に
存
在
し
た
。
邦
人
一
如
主
義
に
依
れ
ば
、
天
皇
の
権
威
の
下
、
邦
と
人

は
同
根
一
体
、「
結
び
」
の
精
神
を
共
有
す
る
た
め
摩
擦
や
争
い
は
起
こ
ら
な
い
と
の
考
え
に
立
っ
て
い
る
。
構
成
員
同
士
の
争
い
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や
対
立
は
想
定
さ
れ
ず
予
定
調
和
の
楽
観
的
思
想
と
言
え
た
。
本
来
、
体
制
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
問
わ
ず
、
構
成
員
の
個
人
間
、
集

団
間
、
個
人
と
社
会
、
個
人
と
国
家
、
国
家
と
国
家
と
の
間
な
ど
、
種
々
の
対
立
が
生
ま
れ
る
の
は
常
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
間
に
発

生
す
る
摩
擦
、
衝
突
の
緩
和
や
解
消
が
目
指
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
政
治
的
決
断
が
行
わ
れ
、
政
治
権
力
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ら
を
解
決
す
る
た
め
に
種
々
の
努
力
が
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
究
極
的
に
強
制
力
の
行
使
を
完
全
に
封
印
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
そ
こ
で
は
他
へ
の
強
制
を
本
質
と
す
る
「
政
治
（
権
力
）」
の
出
番
に
な
る
。
強
制
力
の
行
使
の
手
続
き
や
方
法
は
政

治
体
制
や
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
り
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
強
制
力
行
使
を
前
提
に
し
な
い
議
論
は
理
想
論
に
終
始
し
、
統
治
の

実
際
に
は
無
益
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
「
八
紘
一
宇
」
の
理
念
を
、
国
内
に
止
ま
ら
ず
、
異
な
る
歴
史
や
伝
統
文
化
が
交
錯
す
る
海
外
に
お
い
て
適
用
し
よ
う
と

す
る
な
ら
、
そ
の
実
現
は
、
よ
り
一
層
困
難
を
極
め
る
で
あ
ろ
う
。「
八
紘
一
宇
」
の
理
念
の
下
で
は
、
他
の
地
域
の
人
々
や
国
々

も
、
皆
共
感
し
参
集
す
る
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
賛
同
で
き
な
い
人
々
や
国
家
が
、
発
生
す
る
こ
と
は
想
定
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
態
が
発
生
し
た
時
、
盟
主
で
あ
る
日
本
は
、
他
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
強
制
力
を
発
揮
す
る
の
か
、

発
揮
し
な
い
の
か
が
問
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
点
の
想
定
や
思
索
は
回
避
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
亜
細
亜
と
言
っ
て
も
、
他
の
国
々
は

日
本
と
は
異
な
る
歴
史
や
、
文
化
慣
習
を
有
す
る
。
し
か
し
、
天
皇
統
治
の
下
で
は
「
結
び
」
の
原
理
が
起
動
す
る
ゆ
え
摩
擦
対
立

は
自
然
に
解
消
さ
れ
る
、
そ
も
そ
も
そ
の
発
生
は
な
い
と
の
原
理
に
立
つ
。
こ
の
よ
う
に
予
定
調
和
の
理
想
論
に
昇
華
さ
れ
て
し
ま

う
理
念
は
、
現
実
の
摩
擦
と
対
立
を
伴
う
政
治
社
会
の
前
に
は
無
力
で
あ
り
、
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
自
国

の
統
治
の
正
統
性
を
裏
づ
け
る
た
め
だ
け
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
堕
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
っ
た
。

　

前
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
ブ
ロ
ン
ダ
ル
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
伴
う
思
考
の
問
題
点
を
三
つ
の
視
点
か
ら
指
摘
し
て
い
た
。

こ
の
彼
の
警
告
は
、
欧
羅
巴
精
神
に
挑
戦
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
は
ま
り
が
ち
な
思
考
の
陥
穽
を
衝
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

は
「
八
紘
一
宇
」
の
理
念
に
も
、
そ
の
ま
ま
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
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結　

語

　

昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
に
勃
発
し
た
満
州
事
変
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
世
界
恐
慌
も
あ
り
、
内
外
に
保
護
主
義
気
運
を
横
溢
さ
せ
、

民
族
感
情
や
国
民
感
情
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
を
高
揚
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
文
壇
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
隆
盛

を
終
わ
ら
せ
、
文
藝
復
興
の
名
の
下
、
純
文
学
の
再
興
が
目
指
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
佐
藤
は
、「
芸
術

派
」
と
目
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
従
前
の
純
文
学
、
個
人
の
内
面
や
身
辺
に
終
始
す
る
「
心
境
文
学
」
に
満
足
せ
ず
、
文
藝
評
論
や

社
会
評
論
を
伴
う
「
本
格
小
説
」
を
目
指
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
社
会
に
関
与
す
る
作
品
を
創
作
す
る
場
合
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
へ
の
抑
圧
に
見
る
よ
う
に
、
同
時
代
の
統
制
に
は
神
経
質
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
回
避
策
と
し
て
「
歴
史
小
説
」
を

書
く
こ
と
を
模
索
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

　

そ
う
し
た
状
況
下
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
抑
圧
し
た
責
任
者
で
あ
る
内
務
省
警
保
局
長
で
、
当
時
新
官
僚
と
目
さ
れ
て
い
た
松

本
学
か
ら
文
藝
院
の
設
立
構
想
が
文
壇
に
持
ち
か
け
ら
れ
た
。
こ
の
構
想
は
、
松
本
の
経
歴
に
鑑
み
、
文
壇
か
ら
は
統
制
の
一
環
で

は
な
い
か
と
警
戒
さ
れ
た
。
加
う
る
に
文
壇
側
で
応
接
し
た
の
が
直
木
三
十
五
を
始
め
と
す
る
大
衆
小
説
家
で
あ
り
、
彼
等
は
満
州

事
変
後
に
軍
部
に
擦
り
寄
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
作
家
、
あ
る
い
は
大
衆
に
迎
合
す
る
作
品
を
創
作
す
る
格
下
の
作
家
と
見
做
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
あ
り
、
文
壇
内
で
広
い
協
賛
を
得
る
こ
と
に
は
困
難
が
予
想
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
文
壇
側
の
主
導
者
で
あ
る
直
木
の
急
逝
が
あ
り
、
こ
の
構
想
は
仕
切
り
直
し
と
な
る
。
文
壇
内
で
必
ず
し
も
歓
迎
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
文
藝
院
設
立
を
目
標
に
す
る
こ
と
は
棚
上
げ
さ
れ
、
当
面
は
緩
や
か
な
交
流
と
文
人
支
援
を
目
的
と
す
る
こ
と
に
な

り
文
藝
懇
話
会
設
立
と
し
て
結
実
す
る
。

　

同
会
に
参
加
し
た
佐
藤
は
、
松
本
の
要
請
を
受
け
、
文
壇
物
故
者
顕
彰
会
や
知
日
派
モ
ラ
エ
ス
の
顕
彰
行
事
に
積
極
的
に
協
力
し

て
い
く
。
し
か
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
そ
の
作
家
へ
の
評
価
に
お
い
て
、
松
本
と
佐
藤
の
間
に
は
微
妙
な
溝
が
あ
り
、
そ
れ
は
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文
藝
懇
話
会
賞
を
め
ぐ
る
確
執
へ
と
至
り
、
佐
藤
は
同
会
を
脱
退
す
る
。
同
賞
受
賞
候
補
者
が
左
派
と
い
う
理
由
で
差
し
替
え
ら
れ

た
こ
と
は
、
松
本
の
文
壇
へ
の
接
近
が
文
壇
統
制
の
一
環
を
窺
わ
せ
て
い
る
と
、
文
壇
内
外
に
波
紋
を
広
げ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
に
文
壇
へ
の
統
制
強
化
が
予
見
さ
れ
た
が
、
統
治
者
と
の
交
流
は
得
策
と
の
思
惑
も
あ
り
、
松
本
と
文
壇
と
の
関
係
は
決
定
的

な
対
立
に
は
至
ら
ず
、
佐
藤
も
短
期
で
の
復
会
を
果
た
し
、
松
本
と
協
働
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
佐
藤
と
松
本
と
の
関
係
は
、
そ
の
志
向
に
お
い
て
共
通
す
る
面
と
相
反
す
る
面
が
共
存
し
て
い
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、

文
藝
懇
話
会
賞
を
め
ぐ
る
確
執
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
始
め
と
す
る
社
会
主
義
文
学
へ
の
評
価
、
左
派
へ
の

距
離
を
め
ぐ
る
相
違
に
よ
り
露
わ
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、「
非
常
時
」「
日
本
精
神
」「
昭
和
維
新
」
な
ど
の
言
葉
が
流
行
す
る
時
流

を
訝
し
く
思
う
佐
藤
と
、
こ
れ
に
即
応
し
推
進
し
よ
う
と
す
る
松
本
と
の
間
に
は
、
モ
ラ
エ
ス
顕
彰
を
め
ぐ
る
確
執
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
な
溝
が
存
在
し
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
よ
り
社
会
に
関
与
し
た
創
作
を
目
指
す
べ
き
と
考
え
る
佐
藤
と
、
純
文
学
に
終
始
す
る
文
壇
に
不
満
を
抱
く
松
本

と
の
間
に
は
、
佐
藤
が
国
家
を
超
え
た
社
会
を
希
求
し
、
松
本
が
経
国
文
章
業
を
理
想
と
し
国
家
を
対
象
と
す
る
国
民
主
義
文
学
を

期
待
し
た
点
に
お
い
て
差
異
は
あ
っ
た
も
の
の
、
両
者
は
そ
の
志
向
に
お
い
て
共
鳴
で
き
る
素
地
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
両
者
に
共
通
す
る
側
面
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
関
係
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で

き
た
。
作
家
の
「
地
の
鹽
」
の
模
範
と
し
て
佐
藤
が
推
薦
し
た
の
は
、『
精
神
の
将
来
（
欧
州
の
精
神
）』
で
あ
っ
た
。
第
一
次
世
界

大
戦
後
に
確
信
さ
れ
て
き
た
国
際
秩
序
や
国
際
理
念
が
、
抬
頭
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
挑
戦
を
受
け
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
の
認

識
の
下
、
欧
羅
巴
精
神
の
再
検
証
を
行
う
会
議
の
記
録
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
視
さ
れ
尊
重
さ
れ
た
の
は
、
国
境
を
越
え
た
連
帯
を
体

現
す
る
、
欧
羅
巴
精
神
と
い
う
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
国
家
を
超
え
た
連
帯
を
主
唱
す
る
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
を
推
奨
す
る
本
書
は
、
佐
藤
だ
け
で
な
く

文
藝
懇
話
会
自
体
に
よ
っ
て
も
機
関
誌
広
告
へ
の
掲
載
を
通
じ
て
推
薦
さ
れ
て
い
た
。
本
来
、
国
家
を
超
え
た
協
調
と
連
帯
を
目
指
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す
欧
羅
巴
精
神
の
評
価
や
位
置
づ
け
に
お
い
て
、
佐
藤
と
松
本
は
協
調
す
る
ど
こ
ろ
か
対
立
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
し
か
し
、

松
本
が
主
唱
す
る
「
八
紘
一
宇
」
が
、
共
産
主
義
の
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
連
盟
主
義
に

よ
る
第
四
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
続
く
、
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
、
松
本
に
よ
り
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
佐
藤
や
彼
が
推
薦
す
る
『
精
神
の
将
来
（
欧
州
の
精
神
）』
と
は
、
同
じ
志
向
に
な
り
、
両
者
は
協
調
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
の
間
、
所
謂
「
戦
間
期
」
に
は
民
族
や
国
家
を
超
え
た
国
際
協
調
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
か
ら
、
民
族
や
国
家
を
重
視
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
へ
と
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
思
想
の
重
心
移
動
が
お

こ
っ
た
と
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
も
、
種
々
の
場
面
に
お
い
て
そ
の
一
端
を
確
認
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の

移
行
は
短
期
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
両
者
は
対
立
し
つ
つ
も
混
在
し
共
存
し
て
い
た
。
会
議
の
参
加
者
が
、
欧
羅
巴
精
神
を

国
民
主
義
諸
国
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
理
解
し
、
松
本
が
「
八
紘
一
宇
」
を
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
称
し
た
の
は
、

戦
間
期
の
思
潮
の
特
徴
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
思
潮
の
重
心
移
動
は
、
昭
和
一
二
年
の
日
中
戦
争
勃
発
を
契
機
に
よ
り
促
さ
れ
、
佐
藤
の
思
索
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。「
地
の
鹽
」
を
目
指
す
文
人
佐
藤
の
前
に
は
、「
戦
争
」
と
い
う
新
た
な
課
題
が
の
し
か
か
っ
て
く
る
が
、
こ
の
点
の

考
察
は
別
稿
に
お
い
て
改
め
て
行
う
予
定
で
あ
る
。

〔
付
記
〕　

本
稿
執
筆
に
際
し
、
本
塾
法
学
部
大
出
敦
教
授
、
法
政
大
学
宮
下
雄
一
郎
教
授
か
ら
戦
間
期
の
フ
ラ
ン
ス
を
始
め
と
す
る
欧
州
の

言
論
界
の
実
際
に
つ
い
て
、
内
務
省
の
人
事
に
つ
い
て
は
本
塾
総
合
政
策
学
部
清
水
唯
一
朗
教
授
か
ら
、
貴
重
な
助
言
を
い
た
だ
い
た
。

特
に
大
出
教
授
に
は
、
筆
者
の
不
案
内
な
仏
語
に
止
ま
ら
ず
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
始
め
と
す
る
関
連
の
情
報
提
供
を
め
ぐ
り
大
変
お
世
話
に

な
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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（
219
）　

佐
藤
春
夫
「
は
し
が
き
」（『
散
人
偶
話
』、
第
一
書
房
、
昭
和
一
一
年
六
月
）。

（
220
）　

大
正
か
ら
昭
和
に
改
元
し
た
当
初
に
「
昭
和
維
新
」
と
い
う
言
葉
は
登
場
し
、
男
子
普
選
成
立
後
、
昭
和
三
年
に
実
施
さ
れ
た
初
の

総
選
挙
の
ポ
ス
タ
ー
や
ビ
ラ
に
も
散
見
さ
れ
た
（
玉
井
清
『
第
一
回
普
選
と
選
挙
ポ
ス
タ
ー
』〈
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
二
〇
一

三
年
〉）。

（
221
）　

前
掲
・
佐
藤
「
文
藝
復
興
の
機
運
に
つ
い
て
」。

（
222
）　

佐
藤
春
夫
「
昭
和
維
新
と
は
？
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』、
昭
和
一
一
年
六
月
二
三
日
）。

（
223
）　

同
右
。

（
224
）　

同
右
。

（
225
）　

こ
の
論
考
が
発
表
さ
れ
た
二
か
月
後
の
昭
和
一
一
年
八
月
、
東
京
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
が
発
表
さ
れ

た
。
こ
の
発
表
に
つ
い
て
は
、
二
・
二
六
事
件
と
そ
れ
に
伴
う
戒
厳
令
下
、
重
苦
し
い
空
気
を
打
破
す
る
出
来
事
で
あ
る
と
評
さ
れ
た
が
、

そ
れ
は
同
時
期
の
言
論
空
間
の
閉
塞
感
を
逆
に
示
し
て
い
た
（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
政
治
学
科
玉
井
清
研
究
会
『
近
代
日
本
政
治
資
料

㉖　

幻
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
日
本
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
』、
二
〇
二
一
年
一
一
月
）。

（
226
）　

前
掲
・
佐
藤
「
昭
和
維
新
と
は
？
」。

（
227
）　

斎
藤
隆
夫
の
粛
軍
演
説
に
つ
い
て
は
、
二
・
二
六
事
件
後
の
閉
塞
し
た
言
論
空
間
を
打
ち
破
る
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
を
含
め
論
究
し

た
牧
理
律
子
「
斎
藤
隆
夫
の
『
粛
軍
演
説
』
と
そ
の
反
響
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
三
六
号
、
二
〇
二
三
年
三

月
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
228
）　

昭
和
一
一
年
五
月
七
日
の
斎
藤
隆
夫
演
説
（「
官
報
号
外
、
昭
和
一
一
年
五
月
八
日
、
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
四
号
」）。

（
229
）　

佐
藤
春
夫
「
地
の
鹽
（
一
）
～
（
三
）
―
現
代
作
家
の
社
會
的
關
心
―
」（『
東
京
日
日
新
聞
』、
昭
和
一
一
年
七
月
一
〇
～
一
二
日
）。

（
230
）　

佐
藤
春
夫
「
地
の
鹽
（
一
）
―
現
代
作
家
の
社
會
的
關
心
―
」（『
東
京
日
日
新
聞
』、
昭
和
一
一
年
七
月
一
〇
日
）。

（
231
）　

同
右
。

（
232
）　

佐
藤
春
夫
「
地
の
鹽
（
三
）
―
現
代
作
家
の
社
會
的
關
心
―
」（『
東
京
日
日
新
聞
』、
昭
和
一
一
年
七
月
一
二
日
）。

（
233
）　

佐
藤
春
夫
「
地
の
鹽
（
二
）
―
現
代
作
家
の
社
會
的
關
心
―
」（『
東
京
日
日
新
聞
』、
昭
和
一
一
年
七
月
一
一
日
）。

（
234
）　

前
掲
・
佐
藤
「
地
の
鹽
（
三
）
―
現
代
作
家
の
社
會
的
關
心
―
」。
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（
235
）　

前
掲
・
玉
井
「
佐
藤
春
夫
に
見
る
社
会
批
評
へ
の
模
索
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
236
）　

前
掲
・
佐
藤
「
地
の
鹽
（
三
）
―
現
代
作
家
の
社
會
的
關
心
―
」。

（
237
）　

玉
井
清
「
佐
藤
春
夫
に
見
る
幸
徳
事
件
の
影
響
に
つ
い
て
―
反
発
と
恐
懼
を
中
心
に
―
」（『
法
学
研
究
』
第
九
六
巻
第
二
号
、
二
〇

二
三
年
二
月
）、
前
掲
・
玉
井
「
佐
藤
春
夫
に
見
る
社
会
批
評
へ
の
模
索
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
238
）　

前
掲
・
佐
藤
「
地
の
鹽
（
三
）
―
現
代
作
家
の
社
會
的
關
心
―
」。

（
239
）　

前
掲
・
佐
藤
「
地
の
鹽
（
二
）
―
現
代
作
家
の
社
會
的
關
心
―
」。

（
240
）　

前
掲
・
玉
井
「
佐
藤
春
夫
に
見
る
幸
徳
事
件
の
影
響
に
つ
い
て
」。

（
241
）　

前
掲
・
佐
藤
「
地
の
鹽
（
三
）
―
現
代
作
家
の
社
會
的
關
心
―
」。

（
242
）　

前
掲
・
佐
藤
「
地
の
鹽
（
一
）
―
現
代
作
家
の
社
會
的
關
心
―
」。

（
243
）　

ポ
ー
ル
・
ヴ
ア
レ
リ
ー
（Paul V

alery, 1871-1945

）
は
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
を
代
表
す
る
知
性
と
称
さ
れ
る
詩
人
、
小
説

家
、
批
評
家
で
あ
っ
た
。

（
244
）　

ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ベ
ン
ダ
（Julien Benda, 1867-1956

）
は
、「
知
識
人
の
裏
切
り
」
を
書
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
で

小
説
家
で
あ
っ
た
。

（
245
）　

ジ
ュ
ー
ル
・
ロ
マ
ン
（Jules Rom

ains, 1885-1972

）
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
で
詩
人
、
ユ
ナ
ニ
ミ
ス
（
一
体
主
義
）
文
学
運
動

の
主
導
者
で
あ
っ
た
。

（
246
）　
『
文
芸
懇
話
会
』、
昭
和
一
一
年
七
月
号
。

（
247
）　

原
典
は
、E
ntretiens. 3, L’avenir de L’esprit européen : 

［entretiens de Paris, 16-18 octobre 1933

］ / Julien 
Benda, E

douard Bénèsgallica.　

bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

（
248
）　

奥
付
に
は
、
書
名
「
精
神
の
将
来
」、
譯
者
「
佐
藤
正
彦
」、
刊
行
所
「
芝
書
店
」、
発
行
「
昭
和
一
一
年
六
月
二
〇
日
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
以
下
、
該
翻
訳
書
を
出
典
と
す
る
場
合
、
そ
の
内
容
に
鑑
み
、『
欧
州
の
精
神
』
と
表
記
す
る
。

（
249
）　

知
的
協
力
国
際
協
会
は
、
第
一
回
の
談
話
会
と
し
て
、
一
九
三
二
年
五
月
一
二
日
か
ら
一
四
日
ま
で
、
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
で
市
長
の
招
待
に
よ
り
開
催
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
一
八
名
が
参
集
し
た
。
ゲ
ー
テ
逝
去
百
年
を
記
念
し
た

「
ゲ
ー
テ
談
話
会
」
と
し
て
開
催
さ
れ
た
が
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
こ
れ
に
参
加
し
て
い
る
。
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第
二
回
は
、
一
九
三
三
年
五
月
三
日
か
ら
七
日
ま
で
、
ス
ペ
イ
ン
政
府
の
招
聘
に
よ
り
マ
ド
リ
ッ
ド
で
開
か
れ
二
一
名
が
参
加
し
た
。

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
学
芸
小
委
員
会
の
元
委
員
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
会
議
の
最
終
演
説
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
紹
介
さ
れ
る
第
三
回
知
的
協
力
国
際
協
会
は
、
一
九
三
三
年
一
〇
月
一
六
日
か
ら
一
八
日
ま
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
力
フ
ラ
ン
ス

委
員
会
の
発
議
と
準
備
に
よ
り
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
議
長
と
し
て
二
五
名
が
参
加
し
た
。
会
議
で
は
「
欧
羅
巴
研
究
連

盟
」
設
立
が
議
決
さ
れ
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
そ
の
会
長
に
選
出
さ
れ
た
。
設
立
の
決
議
の
第
一
条
に
は
、「
欧
羅
巴
研
究
連
盟
ハ
、
欧
羅
巴

文
明
ニ
関
係
ア
ル
知
的
部
門
ノ
諸
問
題
ノ
研
究
ヲ
以
テ
対
象
ト
ナ
ス
。
連
盟
ハ
、
ソ
ノ
会
員
ノ
個
人
的
関
係
ニ
ヨ
リ
、
特
ニ
、
欧
羅
巴
ヲ

助
ケ
テ
ソ
ノ
文
化
ノ
統
一
ヲ
意
識
セ
シ
ム
ル
ニ
努
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
た
（『
ヴ
ァ
レ
リ
ー
全
集
・
補
巻
2　

補
遺　

講

義
・
講
演　

対
談
』〈
筑
摩
書
房
、
一
九
八
三
年
、
三
四
〇
、
三
四
三
、
三
五
〇
頁
〉）。
な
お
、『
欧
州
の
精
神
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
議

長
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
開
会
と
閉
会
の
辞
は
、『
ヴ
ァ
レ
リ
ー
全
集
・
補
巻
2
』〈
三
四
三
―

三
五
〇
頁
〉
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
）。

（
250
）　

堀
口
大
学
は
、
自
ら
翻
訳
し
た
フ
ラ
ン
ス
近
代
の
詩
人
六
十
六
家
、
長
短
の
作
品
三
四
〇
篇
を
選
ん
で
所
収
し
た
『
月
下
の
一
群
』

（
第
一
書
房
、
大
正
一
四
年
九
月
）
を
公
刊
し
て
い
る
。
中
表
紙
に
「
佐
藤
春
夫
に
お
く
る
」
と
献
辞
が
記
さ
れ
た
本
書
は
、
ポ
ー
ル
・

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
の
六
篇
が
冒
頭
に
配
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
中
表
紙
の
献
辞
を
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
佐
藤
は
「
僕
は
感
謝
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
こ
の
立
派
な
仕
事
が
僕
に
送
ら
れ
て
あ
る
事
を
。」
と
書
き
出
す
本
書
の
紹
介
を
兼
ね
た
書
評
を
書
い
て
い
た
。
そ
の
中
で
佐
藤

は
「
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
が
ま
た
す
ば
ら
し
い
。
そ
う
し
て
こ
の
六
十
六
家
の
う
ち
で
、
ひ
よ
つ
と
す
る
と
、
僕
は
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の

が
一
番
好
き
か
も
知
れ
な
い
。」
と
絶
賛
し
て
い
た
（
佐
藤
春
夫
「
新
著
週
評
・
訳
詩
集
『
月
下
の
一
群
』
そ
の
著
者
堀
口
大
学
に
與
ふ
」

〈『
東
京
朝
日
新
聞
』、
大
正
一
四
年
一
〇
月
一
一
日
〉）。

　

因
み
に
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
も
同
時
代
の
中
で
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
に
遭
遇
し
て
い
る
。
し
か
し
仏
国
陸
軍
省
砲
兵
材
料
工
廠
に
勤
務
し
て
い

た
こ
と
も
あ
り
事
件
か
ら
は
距
離
を
置
き
、「
わ
れ
糾
弾
す
」
を
書
き
ド
レ
フ
ュ
ス
擁
護
を
し
た
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
と
は
対
極
の
、
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
反
ド
レ
フ
ュ
ス
の
陣
営
に
組
し
て
い
た
（
村
松
剛
『
評
伝
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
』〈
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
、
二
四

〇
―

二
四
三
頁
〉）。

（
251
）　

前
掲
・
玉
井
「
佐
藤
春
夫
に
見
る
幸
徳
事
件
の
影
響
に
つ
い
て
」。

（
252
）　

前
掲
・
佐
藤
「
地
の
鹽
（
一
）
―
現
代
作
家
の
社
會
的
關
心
―
」。
原
典
の
中
で
は
出
席
者
の
出
身
国
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
各

自
の
略
歴
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
翻
訳
者
が
労
を
惜
し
み
省
略
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
佐
藤
も
指
摘
す
る
よ
う
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に
著
名
で
な
い
者
も
い
た
た
め
、
翻
訳
者
が
原
典
に
な
い
情
報
を
補
完
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
可
能

な
限
り
経
歴
を
補
完
付
記
し
て
お
く
。

（
253
）　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
会
議
の
中
で
、
該
会
議
は
、
パ
リ
の
「
知
的
協
力
国
際
協
会
」
の
場
で
開
催
さ
れ
て
い
る
た
め
、
国
際
連
盟
主
宰
の

会
議
と
出
席
者
の
中
に
も
誤
解
す
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
り
国
際
連
盟
に
属
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
説

明
し
て
い
た
。
今
は
、
エ
ミ
ー
ル
・
ボ
レ
ル
を
会
長
と
す
る
欧
羅
巴
協
力
委
員
会
に
属
し
、
そ
の
一
分
派
、
特
に
知
的
な
一
分
科
で
あ
る

と
注
記
す
る
発
言
を
し
て
い
た
（
前
掲
・『
欧
州
の
精
神
』、
一
一
三
頁
）。

（
254
）　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
開
会
の
辞
の
中
で
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
〇
―

一
一
頁
）。

（
255
）　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
開
会
の
辞
の
中
で
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
三
頁
）。

（
256
）　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
開
会
の
辞
の
中
で
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
一
頁
）。

（
257
）　

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
ア
メ
ル
（Georges D
uham

el, 1884-1966

）。
フ
ラ
ン
ス
の
医
師
、
作
家
、
詩
人
で
人
文
主
義
に
立
ち
、
画

一
主
義
と
機
械
主
義
文
明
を
批
判
す
る
。

（
258
）　

デ
ュ
ア
メ
ル
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
一
四
―

一
一
五
頁
）。

（
259
）　

パ
ー
ル
・
テ
レ
キ
（Paul T

eleki, 1879-1941

）
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
の
首
相
を
二
度
に
亘
り
務
め
る
（
一
九
一
九
―

一
九
二

一
、
一
九
三
九
―

一
九
四
一
）。

（
260
）　

テ
レ
キ
の
閉
会
の
辞
の
中
で
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
四
八
頁
）。

（
261
）　

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ベ
ネ
ッ
シ
ュ
（Edouard Benès, 1884-1948

）、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
共
和
国
の
政
治
家
で
外
相
を
務
め
、
そ
の

後
、
大
統
領
に
も
な
る
。

（
262
）　

ベ
ネ
ッ
シ
ュ
の
書
簡
（『
欧
州
の
精
神
』、
四
一
頁
）。

（
263
）　

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
（T

hom
as M

ann, 1875-1955

）。
ド
イ
ツ
出
身
の
小
説
家
、
評
論
家
で
、
ナ
チ
ス
が
政
権
を
握
る
と
、
迫
害

を
避
け
る
た
め
ス
イ
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
亡
命
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。

（
264
）　

マ
ン
の
書
簡
（『
欧
州
の
精
神
』、
四
二
―

四
五
頁
）。

（
265
）　

デ
ニ
ス
・
パ
ロ
デ
ィ
（D

enis Parodi, 1878-1953

）。

（
266
）　

パ
ロ
デ
ィ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
八
二
―

一
八
三
頁
）。
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（
267
）　

ヨ
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
（Johan H

uizinga, 1872-1945

）。

（
268
）　

ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
五
八
頁
）。
こ
の
よ
う
に
欧
羅
巴
精
神
の
危
機
は
、
欧
州
の
基
底
に
あ
る
思
想
的
側
面
か

ら
も
論
及
さ
れ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
の
歴
史
学
者
の
サ
ル
バ
ド
ー
ル
・
デ
・
マ
ダ
リ
ア
ガ
（Salvador D

e M
adariaga, 1886-1978

）
は
、

個
人
主
義
の
関
連
か
ら
論
及
し
て
い
た
。
欧
羅
巴
の
郊
外
の
一
国
に
属
す
る
と
自
称
す
る
マ
ダ
リ
ア
ガ
に
よ
れ
ば
、
個
人
主
義
は
、
欧
羅

巴
が
世
界
に
齎
し
た
典
型
的
贈
り
物
の
観
が
あ
り
、
こ
の
個
人
主
義
か
ら
、
特
に
欧
羅
巴
的
文
明
と
、
そ
の
特
徴
な
る
二
つ
の
精
神
の
力

で
あ
る
、
資
本
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
発
し
て
い
る
と
す
る
。
資
本
主
義
と
異
な
り
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
個
人
主
義
は
つ
な
が
り
に

く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
起
源
は
、
臣
下
の
裡
に
人
間
を
見
よ
う
と
し
な
か
っ
た
王
侯
貴
族
の
悪
弊
に
対
す
る
歴
史
的
戦
闘
に
あ
っ

た
と
す
る
。
そ
の
後
、
個
人
主
義
か
ら
生
ま
れ
た
二
つ
の
精
神
は
個
人
主
義
に
叛
旗
を
翻
し
之
を
窒
息
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
欧
羅

巴
精
神
の
本
源
と
言
え
る
個
人
主
義
が
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
資
本
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
挑
戦
を
受
け
て
い
る
と
の
危
機
認
識
を

示
し
て
い
た
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
五
一
―

一
五
四
頁
）。
マ
ダ
リ
ア
ガ
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
代
表
的
自
由
主
義
者
、
平
和
主
義
者
で
、
国

際
連
盟
事
務
局
の
報
道
員
や
軍
縮
部
長
に
な
り
、
駐
米
大
使
や
駐
仏
大
使
、
国
際
連
盟
の
常
任
代
表
も
歴
任
す
る
外
交
官
で
も
あ
っ
た
。

（
269
）　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
閉
会
の
辞
の
中
の
言
葉
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
八
〇
頁
）。

（
270
）　

フ
リ
オ
・
ダ
ン
タ
ス
（Júlio D

antas, 1876-1962

）
は
、
劇
作
家
だ
け
で
な
く
、
医
師
、
詩
人
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
外

相
を
務
め
る
政
治
家
で
も
あ
っ
た
。

（
271
）　

ダ
ン
タ
ス
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
三
三
―

三
四
頁
）。

（
272
）　

ダ
ン
タ
ス
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
三
八
頁
）。

（
273
）　

ダ
ン
タ
ス
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
三
七
頁
）。

（
274
）　

前
掲
註（
249
）参
照
の
こ
と
。

（
275
）　

ダ
ン
タ
ス
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
三
七
―

三
八
頁
）。

（
276
）　

ダ
ン
タ
ス
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
三
六
頁
）。

（
277
）　

ダ
ン
タ
ス
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
三
七
―

三
八
頁
）。

（
278
）　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ー
チ
ン
（W

illiam
 M

artin, 1888-1934

）。
ス
イ
ス
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ス
イ
ス
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
大
学
教
授
で

も
あ
っ
た
。
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（
279
）　

マ
ー
チ
ン
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
四
〇
―

一
四
一
頁
）。

（
280
）　

閉
会
の
辞
の
中
で
の
マ
ー
チ
ン
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
三
〇
―

二
三
二
頁
）。

（
281
）　

閉
会
の
辞
の
中
で
の
マ
ー
チ
ン
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
三
二
―

二
三
三
頁
）。

（
282
）　

原
典
で
、“les fortes arm

atures économ
iques”

と
あ
る
の
を
「
経
済
的
鉄
骨
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
（『
欧
州
の
精
神
』、
三
七

頁
）、
日
本
語
と
し
て
は
奇
異
な
の
で
改
訳
し
た
。

（
283
）　

原
典
で
、“l’histoire, inventaire chronologique des hostilités des peuples, bien souvent m

erveilleusem
ent faussée”

と
あ
る
の
を
「
国
民
間
の
敵
愾
心
の
年
代
的
目
録
で
あ
り
、
而
も
甚
だ
屡
々
極
め
て
歪
曲
さ
れ
て
ゐ
る
歴
史
」（『
欧
州
の
精
神
』、
三
七

頁
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
語
と
し
て
こ
な
れ
て
い
な
い
の
で
改
訳
し
た
。

（
284
）　

ダ
ン
タ
ス
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
三
七
頁
）。

（
285
）　

ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
五
三
頁
）。

（
286
）　

ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
五
七
頁
）。

（
287
）　

原
典
で
、“Les forces telluriques”

と
あ
る
の
を
、「
土
地
的
力
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
「
地
の
力
」
と
の
改
訳
で
統

一
す
る
。

（
288
）　

ヘ
ル
マ
ン
・
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
（H

erm
ann von K

eyserling, 1880-1946

）
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
開
会
の
辞
に
続
く
代
表
演
説

だ
け
で
な
く
、
閉
会
の
辞
の
中
で
も
代
表
演
説
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
会
議
の
中
の
重
鎮
的
存
在
と
し
て
参
加
し
て
い
た
。
彼
は
、
各
地

方
の
特
色
や
特
性
の
基
礎
と
な
る
要
素
、
慣
習
、
伝
統
、
歴
史
よ
り
発
す
る
本
源
的
な
力
を“Les forces telluriques”

と
表
現
し
、
そ

の
文
言
は
他
の
参
加
者
も
活
用
し
言
及
し
て
い
た
。

（
289
）　

カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
六
二
頁
）。

（
290
）　

カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
七
―

二
八
頁
）。
ル
ー
マ
ニ
ア
の
生
物
学
者
で
医
師
、
赤
十
字
社
の
連
盟
の
代
表

に
も
な
っ
た
ジ
ャ
ン
・
カ
ン
タ
キ
ュ
ー
ゼ
ヌ
（Jean Cantacuzéne, 1863-1934

）
は
、
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
の
説
く
「
地
の
力
」
は
過

大
に
考
え
ら
れ
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
反
論
す
る
。
確
か
に
、
世
界
未
だ
嘗
て
知
ら
ざ
る
如
き
経
済
的
危
機
は
世
界
と
生
活
条
件

を
一
変
さ
せ
た
が
、
欧
羅
巴
精
神
を
確
信
す
る
感
受
性
を
変
え
る
こ
と
極
め
て
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
主
張
し
て
い
た
（
カ
ン
タ

キ
ュ
ー
ゼ
ヌ
の
発
言
〈『
欧
州
の
精
神
』、
一
〇
六
―

一
〇
八
頁
〉）。
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（
291
）　

カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
八
頁
）。

（
292
）　

カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
九
頁
）。

（
293
）　

テ
レ
キ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
八
八
頁
）。

（
294
）　

ア
ナ
ト
ー
ル
・
ド
・
モ
ン
ズ
ィ
（A

natole D
e M

onzie, 1876-1947

）。
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
官
で
、
政
治
家
に
な
り
財
務
大
臣
、

文
部
大
臣
を
歴
任
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
百
科
全
書
を
出
版
す
る
学
者
、
作
家
の
側
面
も
有
し
て
い
た
。

（
295
）　

ド
・
モ
ン
ズ
ィ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
七
二
―

二
七
五
頁
）。

（
296
）　

オ
ル
ダ
ス
・
ハ
ク
ス
リ
ー
（A

ldous H
uxley, 1894-1963

）。
ナ
チ
ス
運
動
が
欧
州
を
席
捲
し
始
め
た
一
九
三
二
年
、
設
計
主
義

六
〇
〇
年
後
の
未
来
を
描
い
た
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
「
す
ば
ら
し
い
新
世
界
」
を
公
刊
し
て
い
た
。

（
297
）　

ハ
ク
ス
リ
ー
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
六
一
―

二
六
二
頁
）。

（
298
）　

ダ
ン
タ
ス
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
三
九
頁
）。

（
299
）　

マ
ー
チ
ン
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
四
一
頁
）。

（
300
）　

因
み
に
、
ド
・
モ
ン
ズ
ィ
は
文
部
大
臣
当
時
、
後
述
す
る
デ
ン
マ
ー
ク
の
言
語
学
者
の
碩
学
ブ
ロ
ン
ダ
ル
の
師
で
あ
る
ニ
ト
ッ
プ
を
、

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
に
滞
在
中
に
往
訪
し
聞
い
た
意
見
を
記
憶
し
て
い
た
。
彼
は
、
役
所
の
議
定
書
や
同
盟
や
政
党
の
約
束
よ
り
も
、
新
し

き
単
語
と
か
、
未
だ
世
に
知
ら
れ
ぬ
云
い
方
と
か
、
或
は
言
語
発
達
学
的
価
値
を
有
す
る
ま
で
に
長
く
神
秘
的
価
値
を
有
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
頗
る
着
実
に
、
数
多
の
相
貌
を
備
え
た
観
念
形
態
が
決
定
的
に
準
備
さ
れ
て
行
く
潜
勢
力
語
の
効
力
を
信
用

し
て
い
た
と
回
想
す
る
（
ド
・
モ
ン
ズ
ィ
の
発
言
〈『
欧
州
の
精
神
』、
二
七
五
―

二
七
六
頁
〉）。
こ
の
一
節
に
佐
藤
が
注
目
し
た
か
否
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
同
時
期
の
佐
藤
が
、「
非
常
時
」
や
「
日
本
精
神
」、「
昭
和
維
新
」
に
注
目
し
、
そ
の
言
葉
の
中
に
、
数
多
の
相
貌

を
備
え
た
観
念
形
態
が
準
備
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
潜
在
力
を
警
戒
し
た
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
。

（
301
）　

エ
ミ
ー
ル
・
ボ
レ
ル
（Félix Édouard Jastin Ém

ile Borel, 1871-1956

）。

（
302
）　

ボ
レ
ル
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
七
七
―

二
七
八
頁
）。

（
303
）　

マ
ー
チ
ン
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
四
四
頁
）。
さ
ら
に
、
マ
ー
チ
ン
は
、
国
民
主
義
的
な
こ
と
に
つ
い
て
も
民
衆
は
外
見
だ

け
で
、
選
ば
れ
た
る
者
達
ほ
ど
深
く
は
な
い
と
、
民
衆
を
突
き
放
し
て
見
て
い
た
（
同
）。

（
304
）　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
三
八
―

二
三
九
頁
）。
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（
305
）　

こ
の
よ
う
に
「
選
ば
れ
し
者
」
を
重
視
し
過
ぎ
る
が
あ
ま
り
、「
民
衆
」
の
存
在
を
下
位
に
置
き
突
き
放
す
か
の
如
き
考
え
に
異
論

を
唱
え
る
者
は
少
数
で
は
あ
る
が
い
た
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
史
家
で
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
教
授
で
あ
っ
た
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
オ
ン

（H
enri Focillon, 1881-1943

）
は
、
欧
羅
巴
精
神
の
将
来
は
大
い
な
る
歴
史
的
緊
急
事
で
あ
り
、
選
ば
れ
た
る
人
々
な
く
し
て
欧
羅
巴

は
な
い
と
の
認
識
に
同
意
し
な
が
ら
、
し
か
し
民
衆
な
く
し
て
も
欧
羅
巴
は
な
い
の
で
あ
る
と
、
そ
の
存
在
を
重
視
す
る
主
張
を
行
っ
て

い
た
。
民
衆
を
説
得
し
覚
醒
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
を
迎
え
、
わ
れ
わ
れ
の
努
力
に
馳
せ
参
ず
る
見
込
あ
る
民
衆
に
如

何
に
し
て
近
づ
く
か
が
課
題
で
あ
る
。
選
ば
れ
た
る
人
々
の
運
命
と
引
き
離
し
た
民
衆
の
運
命
を
承
諾
し
な
い
と
断
じ
て
い
た
（
フ
ォ
シ

オ
ン
の
発
言
〈『
欧
州
の
精
神
』、
一
三
一
―

一
三
二
頁
〉）。
フ
ォ
シ
オ
ン
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
す

る
。

（
306
）　

ハ
ク
ス
リ
ー
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
一
九
―

一
二
一
頁
）。

（
307
）　

ハ
ク
ス
リ
ー
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
二
一
―

一
二
三
頁
）。
フ
ォ
シ
オ
ン
は
、
こ
の
ハ
ク
ス
リ
ー
の
見
解
に
反
論
し
、
錯
奇

小
説
の
愛
読
者
で
あ
る
自
分
は
、
広
告
が
用
い
る
様
々
の
方
策
の
中
に
殆
ど
魔
術
的
と
も
言
え
る
詩
趣
を
発
見
す
る
。
方
々
の
都
会
の
夜

景
が
燃
え
上
が
る
風
景
が
よ
り
豊
か
に
装
わ
れ
る
の
を
見
る
と
、
心
弱
く
も
そ
こ
に
美
を
見
出
す
。
確
か
に
、
不
純
卑
俗
な
時
代
に
生
き

る
こ
と
は
辛
く
は
あ
る
が
、
過
度
の
純
粋
も
用
心
す
べ
き
で
あ
る
。
ハ
ク
ス
リ
ー
が
わ
れ
わ
れ
に
言
葉
巧
み
に
愛
せ
し
め
且
つ
か
く
も
必

要
な
も
の
た
ら
し
め
た
純
粋
の
理
想
に
悉
く
支
配
さ
れ
て
い
る
如
く
見
え
る
時
代
、
そ
れ
等
に
も
亦
、
低
級
無
能
な
、
と
は
云
え
万
更
、

力
も
魅
力
も
な
く
は
な
い
文
学
が
あ
り
得
る
。
如
何
な
る
時
代
に
も
、
各
種
の
粗
野
な
芸
術
と
蕪
雑
な
傑
作
と
が
あ
っ
た
と
、
民
衆
文
化

を
格
下
に
見
る
考
え
に
反
論
し
て
い
た
（
フ
ォ
シ
オ
ン
の
発
言
〈『
欧
州
の
精
神
』、
一
三
〇
―

一
三
一
頁
〉）。

（
308
）　

ベ
ン
ダ
は
、「
地
の
力
」
を
自
明
と
し
強
調
し
過
ぎ
る
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
の
考
え
に
異
論
を
唱
え
な
が
ら
、
地
上
の
事
物
に
対
す
る

執
着
を
弱
め
ゆ
く
或
る
観
念
総
体
、
或
る
価
値
体
系
を
、
民
衆
に
注
入
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、「
人
間
」
の
物
質
的
富
に

対
す
る
、
特
に
土
地
や
畑
に
対
す
る
愛
好
が
或
る
程
度
衰
え
ね
ば
、「
地
を
守
れ
」
が
あ
る
程
度
解
消
し
な
け
れ
ば
、
欧
羅
巴
は
ど
う
に

も
な
ら
な
い
と
民
衆
の
改
善
を
訴
え
て
い
た
（
ベ
ン
ダ
の
発
言
〈『
欧
州
の
精
神
』、
九
六
頁
〉）。

（
309
）　

ハ
ク
ス
リ
ー
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
二
〇
頁
）。

（
310
）　

ヴ
ィ
ゴ
・
ブ
ロ
ン
ダ
ル
（V

iggo Brondal, 1887-1942

）
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
七
〇
―

一
七
二
頁
）。

（
311
）　

同
時
期
の
日
本
の
ナ
チ
ス
へ
の
警
戒
と
批
判
は
、
前
掲
・
岩
村
『
戦
前
日
本
の
対
ド
イ
ツ
意
識
』
の
第
一
章
を
参
照
の
こ
と
。
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（
312
）　

原
典
で
は
、“une espèce d’état totalitaire”

と
あ
る
の
を
、「
一
種
の
総
合
的
政
体
」
と
訳
し
て
い
る
が
、「
一
種
の
全
体
主
義
的

政
体
」
と
訳
す
方
が
、
政
治
学
上
の
語
彙
と
し
て
的
確
に
表
現
で
き
る
と
考
え
、
改
訳
し
て
い
る
。
同
様
の
観
点
か
ら
、“de cet E

tat 
dit totalitaire”

に
つ
い
て
も
、「
こ
の
所
謂
総
合
的
政
体
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、「
こ
の
所
謂
全
体
主
義
政
体
」
と
改
訳
し
た
。
な
お
、

当
該
箇
所
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
外
に
も
原
典
を
参
考
に
同
時
代
の
欧
州
の
政
情
に
鑑
み
た
改
訳
を
し
て
い
る
。

（
313
）　

ブ
ロ
ン
ダ
ル
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
七
一
―

一
七
二
頁
）。

（
314
）　

同
右
。

（
315
）　

ブ
ロ
ン
ダ
ル
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
七
二
―

一
七
三
頁
）。

（
316
）　

ブ
ロ
ン
ダ
ル
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
七
三
―

一
七
四
頁
）。

（
317
）　

ブ
ロ
ン
ダ
ル
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
七
四
―

一
七
五
頁
）。

（
318
）　

カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
四
頁
）。

（
319
）　

マ
ー
チ
ン
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
四
〇
頁
）。

（
320
）　

エ
マ
ヌ
エ
ル
・
ド
・
ラ
ス
―

カ
ー
ズ
（Em

m
anuel D

e Las Cases, 1854-1934

）。

（
321
）　

ラ
ス
―

カ
ー
ズ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
六
七
頁
）。

（
322
）　

カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
三
―

二
四
頁
）。

（
323
）　

ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
五
八
頁
）。

（
324
）　

ブ
ロ
ン
ダ
ル
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
七
一
頁
）。

（
325
）　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
二
七
―

一
二
八
頁
）。

（
326
）　

レ
オ
ン
・
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
（Léon Brunschvicg, 1869-1944

）。

（
327
）　

ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
二
七
―

一
二
八
頁
）。

（
328
）　

ロ
マ
ン
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
六
八
頁
）。

（
329
）　

ロ
マ
ン
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
六
八
―

二
七
〇
頁
）。

（
330
）　

ロ
マ
ン
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
七
〇
―

二
七
一
頁
）。

（
331
）　

玉
井
清
「
昭
和
戦
時
文
壇
の
苦
悩
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
《
政
治
と
文
学
》
室
生
犀
星
の
観
察
と
葛
藤
を
手
掛
か
り
に
し
て
―
」
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（『
法
学
研
究
』
第
九
三
巻
第
一
一
号
、
二
〇
二
〇
年
一
一
月
）
に
お
い
て
、
こ
の
課
題
を
扱
っ
て
い
る
。

（
332
）　

閉
会
の
辞
の
中
の
最
後
の
締
め
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
言
葉
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
八
〇
―

二
八
一
頁
）。

（
333
）　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
二
―

一
四
頁
）。

（
334
）　

欧
羅
巴
的
な
る
も
の
は
、
欧
羅
巴
全
国
民
、
全
民
族
に
依
っ
て
来
る
諸
要
素
の
極
め
て
複
雑
、
内
奥
な
る
一
結
合
と
、
閉
会
の
辞
の

中
で
も
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
繰
り
返
し
て
い
た
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
八
〇
頁
）。

（
335
）　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
二
―

一
四
頁
）。

（
336
）　

カ
ン
タ
キ
ュ
ー
ゼ
ヌ
も
、
欧
羅
巴
精
神
は
存
在
す
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
共
通
す
る
思
考
の
観
点
、
あ
る
い
は
方
法
か
ら
だ
け
で

な
く
、
差
異
か
ら
も
成
り
立
っ
て
い
る
と
説
い
て
い
た
（
カ
ン
タ
キ
ュ
ー
ゼ
ヌ
の
発
言
〈『
欧
州
の
精
神
』、
一
〇
五
頁
〉）。

（
337
）　

ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
五
五
頁
）。

（
338
）　

ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
五
七
―

五
八
頁
）。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
、「
多
難
な
今
年
」
ほ
ど
、
そ
の
目
的
が
遠
く
に
見
え

た
こ
と
は
未
だ
嘗
て
な
か
っ
た
と
も
説
い
て
い
た
。
既
述
の
よ
う
に
一
九
三
三
年
の
「
今
年
」
は
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
が
政
権
を
掌
握
し
授

権
法
を
成
立
さ
せ
全
体
主
義
体
制
を
確
立
す
る
過
程
に
あ
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
尚
で
は
な
く
低
俗
な
要
素
が
よ
り
現
出
し
て
い

る
こ
と
へ
の
警
戒
を
窺
わ
せ
て
い
た
（
同
）。

（
339
）　

カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
五
一
―

二
五
二
頁
）。
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
精
神
的
人
間
は
、「
地
」
の

存
在
と
し
て
の
役
割
と
異
な
り
己
が
義
務
も
超
越
し
て
い
た
の
で
、
何
び
と
も
僧
侶
に
戦
う
こ
と
や
、
哲
学
者
に
政
治
的
態
度
を
決
す
る

こ
と
、
芸
術
家
に
闘
士
で
あ
る
こ
と
を
求
め
な
か
っ
た
と
す
る
（
同
）。

（
340
）　

カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
五
三
―

二
五
五
頁
）。
こ
こ
に
お
い
て
相
戦
う
こ
と
が
廃
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
相

補
う
に
努
め
、
連
帯
の
念
が
敵
対
に
取
っ
て
代
わ
る
。
然
る
時
、
確
乎
不
抜
の
普
遍
主
義
が
成
立
す
る
。「
普
遍
」
に
対
応
す
る
経
験
的

言
葉
は
「
唯
一
」
で
あ
る
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
「
普
遍
」
と
「
唯
一
」
の
総
合
に
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
互
に
相
依
り
相
助
け
る

こ
と
を
基
調
と
す
る
唯
一
の
人
類
的
統
一
が
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
、
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
は
説
い
て
い
た
（
同
）。

（
341
）　

カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
五
五
頁
）。

（
342
）　

ベ
ン
ダ
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
尚
な
要
素
を
取
り
入
れ
そ
れ
ら
を
統
合
調
和
し
て
も
国
民
的
魂
の
何
物
も
失
う

こ
と
が
な
い
か
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
こ
と
に
は
異
論
を
唱
え
て
い
た
（
ベ
ン
ダ
の
発
言
〈『
欧
州
の
精
神
』、
五
九
―

六
〇
頁
〉）。
こ
の
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ベ
ン
ダ
の
主
張
を
受
け
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
、
ベ
ン
ダ
は
諸
国
民
が
統
合
過
程
で
若
干
の
犠
牲
を
払
う
こ
と
を
望
ん
で
い
る
よ
う
に
言
っ
て

い
る
が
、
そ
の
用
意
は
で
き
て
お
ら
ず
、
仮
に
そ
れ
が
行
わ
れ
る
と
し
て
も
無
意
識
の
内
に
で
あ
ろ
う
と
応
じ
て
い
た
（
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の

発
言
〈『
欧
州
の
精
神
』、
六
三
―

六
四
頁
〉）。

（
343
）　

ド
・
モ
ン
ズ
ィ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
二
七
二
―

二
七
五
頁
）。

（
344
）　

テ
レ
キ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
八
五
頁
）。

（
345
）　

テ
レ
キ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
八
一
頁
）。

（
346
）　

テ
レ
キ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
八
二
頁
）。
欧
羅
巴
内
の
差
異
を
強
調
す
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
神
学
者
で
作
家
の
ラ
・
ブ
リ

エ
ー
ル
（La Briére, 1877-1941

）
も
同
様
で
あ
り
、
欧
羅
巴
は
完
全
に
同
質
な
一
団
で
な
い
こ
と
が
判
っ
て
み
れ
ば
、
問
題
は
益
々

複
雑
に
な
る
。
欧
羅
巴
と
云
っ
て
も
色
々
あ
っ
て
、
羅
典
の
世
界
、
ゲ
ル
マ
ン
の
世
界
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
の
世
界
、
ス
ラ
ブ
の
世
界
と

云
う
風
に
、
極
め
て
截
然
と
差
別
さ
れ
た
、
国
民
的
、
人
種
的
、
精
神
的
の
諸
族
の
数
だ
け
欧
羅
巴
が
あ
る
と
し
た
上
で
（
ラ
・
ブ
リ
エ

ー
ル
の
発
言
〈『
欧
州
の
精
神
』、
七
五
頁
〉）、
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
が
述
べ
た
よ
う
な
共
通
の
泉
、
す
な
わ
ち
希
臘
羅
馬
と
基
督
教
的

知
恵
の
泉
が
欧
羅
巴
の
精
神
的
諸
族
総
体
の
上
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
（
同
、
七
七
頁
）。
古
代
の
知
恵
よ
り
の
継
承
物
、
他
は
基
督

教
に
よ
っ
て
浄
め
ら
れ
明
瞭
に
さ
れ
た
継
承
物
と
認
め
ら
れ
る
絶
対
的
価
値
の
同
胞
関
係
は
、
羅
典
文
化
、
ゲ
ル
マ
ン
文
化
、
ア
ン
グ
ロ

サ
ク
ソ
ン
文
化
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
文
化
、
ス
ラ
ブ
文
化
、
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
と
、
兎
も
角
欧
羅
巴
国
民
の
大
部
分
に
共
通
な
或
る
宝
を

疑
う
べ
く
も
な
く
創
り
出
し
た
と
主
張
し
て
い
た
（
同
、
八
〇
頁
）。

（
347
）　

テ
レ
キ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
八
三
頁
）。

（
348
）　

テ
レ
キ
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
八
六
―

八
七
頁
）。
テ
レ
キ
は
教
育
を
通
じ
て
欧
羅
巴
精
神
の
普
及
が
可
能
で
あ
り
そ
う
し
た

努
力
の
必
要
を
示
唆
し
た
が
、
パ
ロ
デ
ィ
は
こ
れ
に
反
論
し
、
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
に
お
い
て
教
育
は
、
む
し
ろ
古
き
欧
羅
巴
の
理
想
に
挑

戦
す
る
人
々
の
有
力
な
方
便
と
な
り
、
教
育
を
通
じ
偏
狭
排
他
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
養
成
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
警
告
を

発
す
る
（
パ
ロ
デ
ィ
の
発
言
〈『
欧
州
の
精
神
』、
九
一
頁
〉）。
ま
た
、
パ
ロ
デ
ィ
は
、
欧
羅
巴
精
神
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
方
策
は
二
つ

あ
る
と
し
、
一
つ
は
、
欧
羅
巴
の
思
想
全
体
の
中
に
共
通
な
も
の
を
見
出
し
、
背
反
反
目
す
る
偏
狭
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
越
し
、
全
欧

羅
巴
の
共
通
義
務
の
再
建
を
果
た
す
か
、
あ
る
い
は
、
我
々
が
諸
国
家
の
内
部
に
行
わ
れ
て
い
る
の
を
見
た
と
同
様
の
こ
と
を
、
欧
羅
巴

で
行
わ
れ
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
で
、
最
初
は
背
離
す
る
諸
力
が
潰
し
合
い
弱
め
あ
っ
て
い
た
が
、
互
い
に
滅
ぼ
す
力
な
き
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を
覚
り
、
相
互
に
均
衡
の
必
要
を
認
め
、
一
種
相
互
の
敬
意
を
払
う
如
き
現
象
へ
と
導
く
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
（
同
、
九
一
―

九
二
頁
）。

（
349
）　

イ
タ
リ
ア
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
コ
ッ
ポ
ラ
（Francesco Coppola, 1878-1957

）
は
、
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク

の
よ
う
に
「
地
の
力
」
や
生
き
た
現
実
と
精
神
と
を
分
離
す
る
二
元
論
に
反
対
し
、
両
者
は
分
離
で
き
ぬ
も
の
と
主
張
し
た
（
コ
ッ
ポ
ラ

の
発
言
〈『
欧
州
の
精
神
』、
一
五
七
―

一
五
九
頁
〉）。
コ
ッ
ポ
ラ
は
、
政
治
家
に
も
な
り
、
反
民
主
主
義
、
反
社
会
主
義
の
立
場
か
ら
、

イ
タ
リ
ア
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
帝
国
主
義
を
支
持
し
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
フ
ァ
シ
ス
ト
運
動
に
も
参
加
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
欧
州

が
高
唱
す
る
理
念
の
矛
盾
や
偽
善
を
衝
く
発
言
を
し
て
い
た
。

　

コ
ッ
ポ
ラ
に
よ
れ
ば
、
欧
羅
巴
は
、
最
早
己
が
存
在
と
己
が
世
界
制
覇
の
正
当
性
に
確
信
が
も
て
な
く
な
っ
て
い
る
。
前
世
紀
、
欧
羅

巴
は
、
大
英
帝
国
の
拡
大
、
仏
蘭
西
帝
国
を
完
全
に
打
ち
立
て
た
が
、
こ
の
近
代
帝
国
主
義
の
事
実
と
人
間
民
族
の
普
遍
的
平
等
の
思
想

と
の
間
に
は
、
完
全
な
る
矛
盾
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
形
式
的
な
反
帝
国
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
以
て
、
帝
国
主
義
的
歴
史
を
作
っ

て
き
た
。
欧
羅
巴
は
平
和
論
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
以
て
戦
争
も
し
た
。
欧
羅
巴
は
己
が
所
業
、
己
が
政
治
的
必
要
の
処
刑
に
他
な
ら
ぬ
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
公
言
し
て
き
た
。
欧
羅
巴
は
、
全
世
界
に
欧
羅
巴
討
伐
の
理
想
論
を
蒔
く
こ
と
に
な
り
、
自
身
の
裡
に
意
志
統
一
か
ら
発

す
る
力
や
、
己
の
権
利
に
確
信
を
持
て
な
く
な
っ
て
い
る
。
欧
羅
巴
に
反
抗
し
て
い
る
民
族
、
亜
細
亜
民
族
、
回
教
徒
は
、
一
世
紀
も
前

か
ら
あ
る
平
等
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
通
俗
化
に
他
な
ら
ぬ
所
謂
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
等
に
よ
り
、
手
ひ
ど
い
攻
撃
を
欧
羅
巴
に
加
え
て
い
る
。

こ
の
攻
撃
は
思
想
面
で
あ
る
た
め
、
思
想
が
事
実
を
脅
か
す
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
も
は
や
真
理
で
は
な
く
な
っ
た
誤
れ
る
思
想
に

抗
し
、
事
実
が
こ
れ
等
の
思
想
を
放
逐
し
て
い
る
と
の
認
識
を
示
し
て
い
た
（
コ
ッ
ポ
ラ
の
発
言
〈『
欧
州
の
精
神
』、
一
六
〇
―

一
六
二
、

一
七
〇
頁
〉）。

（
350
）　

マ
ー
チ
ン
の
発
言
（『
欧
州
の
精
神
』、
一
三
九
頁
）。

（
351
）　
『
松
本
学
日
記
』
の
「
解
題
」（
八
、
一
七
頁
）。
内
務
省
警
保
局
長
を
歴
任
し
て
い
た
松
本
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
風
潮
を
警
戒
し
て
い
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
ナ
チ
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
細
心
の
注
意
が
必
要
と
考
え
て
い
た

（
同
、
八
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
昭
和
一
一
年
一
一
月
に
締
結
し
た
日
独
防
共
協
定
に
つ
い
て
は
、
共
産
主
義
を
人
類
の
敵
と
し
て
徹
底
的

に
排
斥
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、「
一
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
運
動
に
対
抗
す
る
た
め
、
国
家
政
府
の
協
定
す
る
こ
と
、

そ
の
結
果
英
米
仏
其
他
を
刺
激
す
る
な
ど
は
外
交
策
と
し
て
之
よ
り
拙
劣
な
も
の
は
な
い
」
と
断
じ
て
も
い
た
（『
松
本
学
日
記
』、
昭
和
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一
一
年
一
二
月
三
一
日
の
条
）。

（
352
）　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
「
神
道
指
令
」
の
中
で
、
国
家
神
道
、
軍
国
主
義
、
過
激
な
る
国
家
主
義
と
切
り
離
せ
な
い
用
語
の
公
文
書
で
の
使
用
を

禁
ず
る
こ
と
を
命
じ
て
い
た
が
、
そ
の
代
表
例
と
し
て
「
大
東
亜
戦
争
」
と
と
も
に
「
八
紘
一
宇
」
を
挙
げ
て
い
た
。“SCA

PIN
-448: 

A
B

O
L

IT
IO

N
 O

F G
O

V
E

R
N

M
E

N
T

A
L

 SP
O

N
SO

R
SH

IP
, SU

P
P

O
R

T
, P

E
R

P
E

T
U

A
T

IO
N

, C
O

N
T

R
O

L
 A

N
D

 
D

ISSE
M

IN
A

T
IO

N
 O

F ST
A

T
E

 SH
IN

T
O

, K
O

K
K

A
 SH

IN
T

O
, JIN

JA
 SH

IN
T

O
, 1945/12/15” 

（
文
書
名
：Suprem

e 
Com

m
ander for the A

llied Pow
ers D

irectives to the Japanese G
overnm

ent 

（SCA
PIN

s

）
＝
対
日
指
令
集
、
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
書
誌
Ｉ
Ｄ　

000006847549

）。

（
353
）　

帝
国
議
会
の
貴
族
院
で
菊
地
武
夫
が
、
天
皇
機
関
説
を
国
体
に
反
す
る
学
説
と
し
て
攻
撃
し
た
こ
と
を
契
機
に
批
判
の
波
紋
が
広
が

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
、
松
本
は
「
天
皇
機
関
説
の
正
体
も
わ
か
っ
た
。
其
の
説
貧
弱
で
あ
り
、
低
調
の
法
理
論
に
失
望
し
た
。」

と
書
き
、
天
皇
機
関
説
自
体
に
つ
い
て
は
低
い
評
価
を
下
し
て
い
た
（『
松
本
学
日
記
』、
昭
和
一
〇
年
二
月
二
五
日
の
条
）。
な
お
、
右

の
菊
池
の
貴
族
院
で
の
批
判
を
契
機
に
し
て
、
そ
の
波
紋
が
広
が
る
実
際
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
の
雑
誌
の
論
調
に
よ
り
検
証
し
た
松
木

大
輔
「
天
皇
機
関
説
事
件
に
お
け
る
言
論
空
間
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
『
四
大
総
合
雑
誌
に
注
目
し
て
』」（
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学

研
究
科
論
文
集
、
第
六
二
号
、
二
〇
二
二
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
同
論
文
の
中
で
は
、
日
本
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
い

た
が
、
そ
の
日
本
主
義
が
排
外
的
性
格
と
理
解
さ
れ
る
際
は
論
難
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
日
本
主
義
」
は
、
国

体
明
徴
運
動
に
伴
い
頻
出
し
た
前
出
の
「
日
本
精
神
」
と
同
義
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
参
考
に
な
る
。

（
354
）　

前
掲
『
松
本
学
氏
談
話
第
七
回
速
記
録
』
一
一
〇
頁
。

（
355
）　

大
正
時
代
に
田
中
智
学
は
既
に
使
っ
て
い
た
（
黒
岩
昭
彦
『「
八
紘
一
宇
」
の
社
会
思
想
史
的
研
究
』〈
弘
文
堂
、
二
〇
二
二
年
、
一

一
頁
〉）。

（
356
）　

同
右
、
四
七
―

四
九
頁
。

（
357
）　

同
右
、
五
一
―

五
二
頁
。

（
358
）　

同
右
、
七
四
頁
。
本
書
で
は
、
新
官
僚
と
目
さ
れ
て
い
た
相
川
勝
六
が
、
昭
和
一
三
年
に
宮
崎
県
知
事
着
任
後
、
紀
元
二
千
六
百
年

を
期
し
て
、「
八
紘
之
基
柱
」
建
築
を
推
進
し
た
こ
と
が
検
証
さ
れ
て
い
る
（
一
六
一
―

二
一
〇
頁
）。

（
359
）　

同
右
、
一
一
―

一
二
頁
。
本
書
で
は
、
帝
国
議
会
に
お
け
る
「
八
紘
一
宇
」
の
議
論
に
つ
い
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
貴
族
院
に
お
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い
て
二
荒
芳
徳
が
、
日
本
の
軍
事
行
動
は
領
土
獲
得
を
目
的
と
し
た
侵
略
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
れ
こ
そ
八
紘
一
宇
の
理
念
と
説
い
た
こ

と
、
斎
藤
隆
夫
が
、
東
亜
新
秩
序
構
想
を
批
判
し
、
そ
の
後
議
員
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
る
演
説
の
中
で
、「
八
紘
一
宇
ノ
皇
謨
、
中
々
是

ハ
難
シ
ク
テ
精
神
講
話
ノ
ヤ
ウ
ニ
聞
エ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
揶
揄
し
、
北
昤
吉
が
「
八
紘
一
宇
」
の
根
本
義
を
糺
し
て
い
た
こ
と
、
生

田
和
平
が
、「
八
紘
一
宇
」
と
「
八
紘
為
宇
」
を
混
同
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
議
会
で
疑
念
を
呈
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
以
後
、
後

者
の
表
記
が
増
え
て
い
く
こ
と
を
検
証
し
て
い
る
。
ま
た
、「
八
紘
一
宇
」
を
、
徳
富
蘇
峰
が
「
一
種
の
空
念
仏
」
と
断
じ
、
尾
崎
行
雄

が
「
八
紘
為
宇
」
の
精
神
に
よ
り
世
界
平
和
に
貢
献
す
る
こ
と
を
国
是
と
唱
え
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
は
元
来
「
唐
人
の
寝
言
」
と
書
い

て
い
た
こ
と
も
紹
介
し
な
が
ら
、
種
々
の
疑
義
が
呈
さ
れ
必
ず
し
も
絶
対
的
な
言
葉
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
同
右
、
六

九
―

八
八
頁
、
一
〇
四
―

一
〇
七
頁
）。

（
360
）　

前
掲
・
黒
岩
『「
八
紘
一
宇
」
の
社
会
思
想
史
的
研
究
』
は
、「
八
紘
一
宇
」
と
新
官
僚
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
よ
う
に
相

川
勝
六
に
注
目
し
検
証
を
行
っ
て
い
る
が
、
松
本
学
に
つ
い
て
は
、
日
本
文
化
連
盟
設
立
者
で
、
八
紘
一
宇
に
関
心
を
有
し
て
い
た
と
指

摘
し
て
い
る
も
の
の
、
深
い
論
及
は
さ
れ
て
い
な
い
（
同
、
七
三
頁
）。
な
お
、
松
本
に
よ
れ
ば
、
唐
沢
俊
樹
と
相
川
勝
六
は
、
内
務
省

の
重
鎮
・
後
藤
文
夫
の
一
の
子
分
を
争
っ
て
い
た
が
、
相
川
の
保
安
課
長
を
そ
の
器
に
あ
ら
ず
と
記
し
て
い
る
（『
松
本
学
日
記
』、
昭
和

一
〇
年
一
月
一
二
日
の
条
）。
松
本
の
後
任
の
警
保
局
長
に
は
唐
沢
が
な
っ
た
の
で
、
松
本
の
見
立
て
通
り
、
相
川
は
唐
沢
と
の
競
争
に

敗
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
一
二
年
七
月
に
宮
崎
県
知
事
に
、
一
四
年
九
月
に
広
島
県
知
事
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
黒
岩
が
位

置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、
相
川
の
宮
崎
県
知
事
時
代
の
業
績
は
、
日
中
戦
争
が
勃
発
し
、
皇
紀
二
千
六
百
年
に
期
し
た
記
念
行
事
が
地
方

に
お
い
て
も
種
々
企
画
さ
れ
た
、
そ
の
一
環
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
361
）　

松
本
学
『
邦
人
類
集
・
三　

文
化
国
際
連
盟
の
提
唱
』（
発
行　

昭
和
一
一
年
五
月
八
日
、
編
行
輯
・
発
人
、
邦
人
社
、
宇
野
正
志

〈「
松
本
学
文
書
・
Ｒ
二
一
―

二
七
六
」、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
〉）。

（
362
）　

松
本
学
『
邦
人
類
集
・
四　
「
邦
人
主
義
」
と
世
界
の
反
響
』（
発
行　

昭
和
一
一
年
六
月
六
日
、
編
行
輯
・
発
人
、
邦
人
社
、
安
藤

烝
〈「
松
本
学
文
書
・
Ｒ
二
一
―

二
七
六
」、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
〉）。

（
363
）　

前
掲
・
松
本
『
邦
人
類
集
・
三　

文
化
国
際
連
盟
の
提
唱
』。

（
364
）　

松
本
学
「
一
如
観
と
文
化
国
際
連
盟
の
提
唱
」『
政
治
と
文
化
』（
刀
江
書
院
、
昭
和
一
四
年
一
一
月
、
五
頁
）。
本
書
の
冒
頭
に
は
、

『
文
化
国
際
連
盟
の
提
唱
』
所
収
の
綱
領
と
宣
言
、
解
説
文
が
再
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
邦
人
一
如
の
歌
」
と
題
し
、
北
原
白
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秋
作
の
歌
詞
と
山
田
耕
筰
作
曲
の
楽
譜
が
追
補
掲
載
さ
れ
て
い
た
（
同
、
六
―

七
頁
）。

　

松
本
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
昭
和
一
〇
年
二
月
一
二
日
の
邦
人
社
同
人
集
会
に
お
い
て
、
邦
人
主
義
宣
言
と
綱
領
を
決
定
し
て
い
る

（『
松
本
学
日
記
』）。
ま
た
、
昭
和
一
一
年
七
月
九
日
に
北
原
白
秋
に
依
頼
し
た
「
邦
人
一
如
の
唄
」
が
で
き
（
同
）、
一
二
月
二
八
日
に

は
、
コ
ロ
ム
ビ
ア
で
吹
き
込
み
が
行
わ
れ
た
（『
松
本
学
日
記
』
の
「
解
題
」、
一
八
―

一
九
頁
）。
松
本
と
白
秋
と
の
邂
逅
と
そ
の
後
の

交
流
に
つ
い
て
は
、
前
掲
・
和
田
『
昭
和
文
芸
院
瑣
末
記
』（
二
二
九
―

二
四
三
頁
）
参
照
の
こ
と
。

　

松
本
の
邦
人
一
如
論
に
つ
い
て
は
、
前
掲
・
海
野
「
一
九
三
〇
年
代
の
文
芸
統
制
―
松
本
学
と
文
芸
懇
話
会
―
」
の
中
で
も
、
松
本
の

独
創
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
論
及
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
九
年
秋
以
降
、
各
分
野
の
学
者
、
宗
教
家
、
文
藝
家
、
官
吏
、
軍
人
、
実
業

家
等
、
数
十
人
が
数
十
回
に
わ
た
る
会
合
で
討
議
し
た
結
果
、
日
本
精
神
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
「
邦
人
一
如
」
の
原
理
と
呼
ぶ
こ
と
に

し
た
。
邦
人
一
如
宣
言
も
、
昭
和
一
〇
年
二
月
、
松
本
が
、
藤
沢
親
雄
、
川
原
次
吉
郎
、
石
川
通
司
、
大
串
兎
代
夫
、
安
藤
烝
、
宇
野
正

志
ら
日
本
文
化
連
盟
職
員
、
邦
人
社
同
人
と
協
議
、
合
作
し
た
も
の
と
解
説
し
て
い
る
（
同
）。

（
365
）　
『
松
本
学
日
記
』、
昭
和
一
〇
年
一
二
月
一
五
日
の
条
。『
松
本
学
日
記
』
の
「
解
題
」、
一
八
―

一
九
頁
。
こ
の
言
葉
通
り
、
昭
和
一

〇
年
三
月
の
帝
国
議
会
閉
会
以
降
、
松
本
は
「
邦
人
一
如
」
啓
蒙
の
た
め
全
国
行
脚
し
て
い
た
。
日
記
か
ら
、
講
演
会
や
座
談
会
開
催
を

確
認
で
き
る
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
福
岡
、
鹿
児
島
、
宮
崎
、
大
分
、
愛
媛
（
四
月
一
九
日
以
降
）、
埼
玉
（
六
月
二
七
日
）、
静
岡

（
同
二
九
日
）、
徳
島
（
七
月
一
日
）、
高
知
（
同
二
か
三
日
か
？
）、
水
戸
（
同
一
一
日
）、
神
戸
（
同
二
五
日
）、
京
都
（
同
二
六
日
）、

宇
都
宮
（
八
月
二
日
）、
高
崎
（
同
九
日
）、
甲
府
（
同
一
四
日
）、
広
島
（
九
月
二
日
）、
姫
路
（
同
二
一
日
）、
仙
台
（
一
〇
月
二
日
）、

福
島
（
同
五
日
）、
山
形
（
同
一
〇
日
）、
新
潟
（
同
一
四
日
）、
佐
賀
（
一
一
月
一
九
日
）、
長
崎
（
同
二
〇
日
）、
千
葉
（
同
二
九
日
）、

岐
阜
（
一
二
月
一
二
日
）、
名
古
屋
（
同
一
三
日
）、
三
重
（
同
一
四
日
）。
七
月
の
徳
島
は
、
既
述
の
よ
う
に
モ
ラ
エ
ス
顕
彰
会
参
加
に

伴
い
出
向
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
夜
に
は
同
地
で
邦
人
主
義
座
談
会
を
開
催
し
て
い
る
。
一
連
の
全
国
行
脚
の
足
跡
を
見
る
と
、
同

顕
彰
会
参
加
も
か
か
る
行
脚
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
366
）　

前
掲
・
松
本
『
邦
人
類
集
・
三　

文
化
国
際
連
盟
の
提
唱
』。

（
367
）　

同
右
。

（
368
）　
『
松
本
学
日
記
』、
昭
和
八
年
一
月
一
六
日
の
条
。
同
年
七
月
の
日
本
文
化
連
盟
発
足
以
前
で
あ
る
た
め
、
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
概
念
は
、
安
岡
正
篤
と
の
早
期
の
相
談
の
中
で
考
え
出
さ
れ
て
い
た
（『
松
本
学
日
記
』
の
「
解
題
」、
九
―

一
〇
頁
）。
第
五
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イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
淵
源
に
つ
い
て
は
、
前
掲
・
海
野
「
一
九
三
〇
年
代
の
文
芸
統
制
―
松
本
学
と
文
芸
懇
話
会
―
」
も
参
照

の
こ
と
。

（
369
）　

前
掲
註（
3
）で
紹
介
し
た
よ
う
に
「
国
維
会
趣
旨
」
に
は
、
排
他
的
シ
ョ
ー
ビ
ニ
ズ
ム
の
跋
扈
を
漫
せ
し
め
ず
、
国
際
昭
和
を
実
現

せ
ん
こ
と
を
期
す
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
て
（
前
掲
・
高
橋
「
馴
化
と
統
制
―
装
置
と
し
て
の
『
文
藝
懇
話
会
』」、
一
二
頁
）、
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
志
向
を
窺
わ
せ
て
い
た
。

（
370
）　

平
泉
澄
は
、「
八
紘
一
宇
」
が
、
全
世
界
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
と
か
、
帝
国
主
義
で
あ
り
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（
国
際

親
善
主
義
）
で
あ
る
な
ど
と
、
解
釈
が
多
岐
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
が
（
前
掲
・
黒
岩
『「
八
紘
一
宇
」
の
社
会
思
想
史

的
研
究
』、
六
〇
頁
）、「
八
紘
一
宇
」
を
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
と
捉
え
る
解
釈
は
、
松
本
に
典
型
的
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

（
371
）　
『
松
本
学
日
記
』、
昭
和
一
〇
年
一
月
一
四
日
の
条
。

（
372
）　
『
松
本
学
日
記
』、
昭
和
一
〇
年
一
月
一
七
日
の
条
。

（
373
）　
『
松
本
学
日
記
』、
昭
和
一
〇
年
一
月
一
八
日
の
条
。

（
374
）　
『
松
本
学
日
記
』、
昭
和
一
〇
年
三
月
二
八
日
の
条
。

（
375
）　
『
松
本
学
日
記
』、
昭
和
一
〇
年
六
月
七
日
の
条
。

（
376
）　
『
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ニ
ッ
ポ
ン
』
は
、
日
本
文
化
連
盟
の
国
際
部
発
行
と
な
っ
て
い
る
（『
松
本
学
日
記
』
の
「
解
題
」、
一
八
、
二

〇
頁
）。

（
377
）　
「
世
界
に
聴
く
・
日
本
文
化
連
盟
か
ら
七
百
通
の
手
紙
発
送　

忌
憚
な
き
日
本
観
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』、
昭
和
一
〇
年
七
月
三
一

日
）。
な
お
、
こ
の
第
五
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
中
心
と
し
た
松
本
の
動
向
は
、『
松
本
学
日
記
』
に
依
拠
し
て
、
同
日
記
「
解

題
」
の
中
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
同
、
一
八
―

二
一
頁
）。

（
378
）　

座
談
会
「
日
本
文
化
は
か
う
し
た
い
」
に
お
け
る
松
本
の
発
言
（『
文
藝
懇
話
会
』、
昭
和
一
一
年
六
月
号
、
三
〇
頁
）。

（
379
）　“T

he Japan A
dvertise”, A

pril 26, 1936.

（
380
）　

既
述
し
た
よ
う
に
松
本
は
、
昭
和
八
年
七
月
に
、「
日
本
精
神
の
顕
揚
、
新
日
本
文
化
の
建
設
を
目
的
と
す
」
る
、
日
本
文
化
連
盟

を
設
立
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
日
本
文
化
中
央
連
盟
を
創
立
す
る
た
め
奔
走
し
て
い
た
。
松
本
は
、
同
中
央
連
盟
発
足
を
目
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指
し
、
一
一
年
一
月
に
政
府
に
対
し
建
議
書
を
提
出
し
て
い
た
が
、
一
連
の
冊
子
は
、
こ
う
し
た
過
程
の
中
で
の
実
績
作
り
と
し
て
公
刊

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

日
本
文
化
中
央
連
盟
設
立
に
向
け
た
奔
走
は
、
官
民
に
説
き
政
府
か
ら
予
算
を
と
る
だ
け
で
な
く
財
界
関
係
者
か
ら
の
寄
付
を
引
き
出

す
算
段
も
す
る
こ
と
に
な
る
（『
松
本
学
日
記
』、
昭
和
一
一
年
八
月
六
、
七
日
の
条
。
一
二
月
三
一
日
の
条
の
後
ろ
の
、
同
年
を
総
括
す

る
記
述
）。

　

松
田
文
相
に
は
、
中
央
連
盟
結
成
の
必
要
を
次
の
よ
う
に
も
説
い
て
い
た
。「
今
日
の
時
代
は
偏
武
の
時
代
で
あ
る
。
此
勢
を
圧
へ
つ

け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
真
正
面
か
ら
之
を
攻
撃
す
べ
き
で
は
な
く
、
此
勢
と
同
じ
程
度
に
文
を
盛
な
ら
し
め
て
、
同
じ
レ
ベ
ル
ま
で

引
上
げ
る
策
を
と
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
。
即
ち
大
々
的
に
文
化
運
動
を
起
し
て
、
此
に
よ
っ
て
武
に
偏
す
る
勢
を
掣
肘
す
べ
き
で
あ
る
。

此
気
運
が
国
民
の
腹
の
奥
底
に
わ
き
た
っ
て
お
る
。
今
日
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
極
端
ま
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
騒
ぎ
ま
わ
る
の
は
確
に
此
気

持
ち
の
現
は
れ
と
見
る
べ
き
で
で
あ
ろ
う
。」（『
松
本
学
日
記
』、
昭
和
一
一
年
八
月
七
日
の
条
）。

　

日
中
戦
争
勃
発
以
前
の
言
説
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
松
本
が
偏
武
の
時
代
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
二
・
二
六
事
件
と
そ
の
後
の
日
本
に

表
出
し
た
日
常
空
間
、
あ
る
い
は
言
論
空
間
の
特
徴
を
難
じ
る
表
現
で
あ
っ
た
。「
武
」
偏
重
を
抑
制
是
正
す
る
た
め
に
は
、「
文
」
を
同

じ
程
度
に
起
こ
す
必
要
あ
り
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
決
定
が
、
同
時
期
の
重
い
雲
が
垂
れ
込
め
た
言
論
空
間

を
打
破
す
る
働
き
を
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
述
は
興
味
深
い
（
前
掲
註（
225
）参
照
の
こ
と
）。

　

な
お
、
右
の
建
議
書
は
、
志
を
同
じ
く
す
る
二
四
氏
相
集
り
協
議
を
重
ね
た
結
果
、
昭
和
一
一
年
一
月
二
四
日
、
意
見
書
を
附
し
政
府

に
提
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
は
、
日
本
同
中
央
連
盟
は
、「
皇
紀
二
千
六
百
年
を
記
念
し
、
神
武
天
皇
御
創
業
の
御
理
想
を
回
想
し

奉
り
、
光
輝
あ
る
日
本
文
化
の
認
識
を
新
に
し
、
以
て
民
族
的
躍
進
の
契
機
た
ら
し
む
と
共
に
、
新
日
本
文
化
の
建
設
に
努
め
、
其
の
真

髄
を
中
外
に
宣
揚
す
る
は
、
神
武
御
創
業
の
聖
旨
に
副
ひ
奉
る
所
以
な
る
を
想
ひ
、
之
が
記
念
事
業
と
し
て
官
民
合
同
の
有
力
な
る
機
関

を
組
織
し
、
各
種
国
内
的
、
竝
に
国
際
的
文
化
事
業
を
起
す
こ
と
」
を
訴
え
て
い
た
。
こ
の
建
議
書
提
出
を
端
緒
に
、
昭
和
一
二
年
九
月

一
七
日
に
は
、
文
部
大
臣
よ
り
設
立
許
可
が
降
り
、
同
三
〇
日
、
日
本
文
化
中
央
連
盟
が
設
立
登
記
さ
れ
て
い
る
（「
日
本
文
化
中
央
連

盟
、
目
的
、
沿
革
既
往
事
業
」『
日
本
文
化
団
体
年
鑑　

昭
和
十
三
年
版
』
財
團
法
人
日
本
文
化
中
央
連
盟
、
昭
和
一
三
年
五
月
、
五
八

三
―

五
八
五
頁
）。

（
381
）　

前
掲
注（
379
）。


